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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　凹部（１ｂ）と前記凹部（１ｂ）の間に設けられた凸部（１ａ）とを表面に有する基板
（１）と、
　前記基板（１）上に設けられた窒化物半導体中間層（２）と、
　前記窒化物半導体中間層（２）上に設けられた第１の窒化物半導体下地層（４）と、
　前記第１の窒化物半導体下地層（４）上に設けられた第２の窒化物半導体下地層（５）
と、を備え、
　前記基板（１）は、三方晶コランダムまたは六方晶の結晶からなり、
　前記第１の窒化物半導体下地層（４）は、前記凸部（１ａ）の外側において、前記凸部
（１ａ）を取り囲む少なくとも６つの第１の斜めファセット面（４ｒ）を有し、
　前記第２の窒化物半導体下地層（５）の下面は、前記第１の窒化物半導体下地層（４）
の前記第１の斜めファセット面（４ｒ）に接し、
　前記第２の窒化物半導体下地層（５）の上面（５ａ）は、平坦である、窒化物半導体構
造。
【請求項２】
　前記第１の斜めファセット面（４ｒ）は、六方晶構造をとる窒化物半導体のｍ軸に対し
て傾斜している、請求項１に記載の窒化物半導体構造。
【請求項３】
　前記凸部（１ａ）は、前記基板（１）の＜１１－２０＞方向に沿って配列されている、
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請求項１に記載の窒化物半導体構造。
【請求項４】
　前記基板（１）の前記表面の平面視における前記凸部（１ａ）の中心を通る断面視にお
いて、前記凸部（１ａ）は先端部（１ｃ）を備える形状である、請求項１に記載の窒化物
半導体構造。
【請求項５】
　前記窒化物半導体中間層（２）は、ＡｌＮまたはＡｌxＧａ1-xＮ（０．５＜ｘ≦１）の
式で表わされる窒化物半導体からなる、請求項１に記載の窒化物半導体構造。
【請求項６】
　前記基板（１）は、サファイア基板である、請求項１に記載の窒化物半導体構造。
【請求項７】
　請求項１に記載の窒化物半導体構造と、
　前記窒化物半導体構造上に設けられた第１導電型窒化物半導体層（７）と、
　前記第１導電型窒化物半導体層（７）上に設けられた窒化物半導体活性層（１１）と、
　前記窒化物半導体活性層（１１）上に設けられた第２導電型窒化物半導体層（１３）と
、
　前記第１導電型窒化物半導体層（７）に接する第１電極（２０）と、
　前記第２導電型窒化物半導体層（１３）に接する第２電極（２１）と、を備えた、窒化
物半導体発光素子（１００）。
【請求項８】
　請求項１に記載の窒化物半導体構造と、
　前記窒化物半導体構造上に設けられた第１導電型窒化物半導体電子走行層（７１）と、
　前記第１導電型窒化物半導体電子走行層（７１）上に設けられた第１導電型窒化物半導
体電子供給層（７３）と、
　前記第１導電型窒化物半導体電子供給層（７３）上に設けられた電極（７７）と、を備
えた、窒化物半導体トランジスタ素子（３００）。
【請求項９】
　凹部（１ｂ）と前記凹部（１ｂ）の間に設けられた凸部（１ａ）とをｃ面またはｃ面に
対して５°以内の範囲内で傾斜した表面に有するサファイア基板（１）と、
　前記サファイア基板（１）上に設けられた窒化物半導体中間層（２）と、
　前記窒化物半導体中間層（２）を介して前記凹部（１ｂ）上に設けられた第１の窒化物
半導体下地層（４）と、
　前記第１の窒化物半導体下地層（４）上に設けられた第２の窒化物半導体下地層（５）
と、を備え、
　前記凸部（１ａ）は前記サファイア基板（１）の＜１１－２０＞方向に沿って配列され
、
　前記第１の窒化物半導体下地層（４）は、前記凸部（１ａ）の外側において、前記凸部
（１ａ）を取り囲む第１の斜めファセット面（４ｒ）を有し、
　前記第２の窒化物半導体下地層（５）の下面（５ｂ）は、前記第１の窒化物半導体下地
層（４）の前記第１の斜めファセット面（４ｒ）に接し、
　前記第２の窒化物半導体下地層（５）の上面（５ａ）は、平坦である、窒化物半導体構
造。
【請求項１０】
　三方晶コランダムあるいは六方晶の結晶からなり、ｃ面またはｃ面に対して５°以内の
範囲内で傾斜した表面を有する基板（１）を準備する工程と、
　前記基板（１）の前記表面に凹部（１ｂ）と前記凹部（１ｂ）の間に設けられた凸部（
１ａ）とを形成する工程と、
　前記凹部（１ｂ）と前記凸部（１ａ）とが形成された前記基板（１）の前記表面上に窒
化物半導体中間層（２）を形成する工程と、
　前記窒化物半導体中間層（２）上に、前記凸部（１ａ）を中心として、前記凸部（１ａ
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）の外側において前記凸部（１ａ）を取り囲む少なくとも６つの第１の斜めファセット面
（４ｒ）を有する第１の窒化物半導体下地層（４）を形成する工程と、
　前記第１の窒化物半導体下地層（４）上に、上面（５ａ）が平坦となるように第２の窒
化物半導体下地層（５）を形成する工程と、を含む、窒化物半導体構造の製造方法。
【請求項１１】
　前記第１の窒化物半導体下地層（４）を形成する工程および前記第２の窒化物半導体下
地層（５）を形成する工程は、それぞれ、ＭＯＣＶＤ法による成長工程であって、
（ｉ－１）前記第１の窒化物半導体下地層（４）の成長時の成長温度を前記第２の窒化物
半導体下地層（５）の成長時の成長温度よりも低くする、
（ｉｉ－１）前記第１の窒化物半導体下地層（４）の成長時の圧力を前記第２の窒化物半
導体下地層（５）の成長時の圧力よりも高くする、および
（ｉｉｉ－１）前記第１の窒化物半導体下地層（４）の成長時に供給されるガスのＶ／Ｉ
ＩＩ比を前記第２の窒化物半導体下地層（５）の成長時に供給されるガスのＶ／ＩＩＩ比
よりも高くする、の前記（ｉ－１）、前記（ｉｉ－１）および前記（ｉｉｉ－１）からな
る群から選択された少なくとも１つの条件を満たすように行なわれる、請求項１０に記載
の窒化物半導体構造の製造方法。
【請求項１２】
　前記窒化物半導体中間層（２）はスパッタ法により形成される、請求項１０に記載の窒
化物半導体構造の製造方法。
【請求項１３】
　前記第１の斜めファセット面（４ｒ）は、六方晶構造をとる窒化物半導体のｍ軸に対し
て傾斜している面である、請求項１０に記載の窒化物半導体構造の製造方法。
【請求項１４】
　前記凸部（１ａ）は、前記基板（１）の＜１１－２０＞方向に沿って配列されている、
請求項１０に記載の窒化物半導体構造の製造方法。
【請求項１５】
　前記基板（１）の前記表面の平面視における前記凸部（１ａ）の中心を通る断面視にお
いて、前記凸部（１ａ）は先端部（１ｃ）を備える形状である、請求項１０に記載の窒化
物半導体構造の製造方法。
【請求項１６】
　三方晶コランダムあるいは六方晶の結晶からなり、ｃ面またはｃ面に対して５°以内の
範囲内で傾斜した表面を有する基板（１）を準備する工程と、
　前記基板（１）の前記表面に凹部（１ｂ）と前記凹部（１ｂ）の間に設けられた凸部（
１ａ）とを形成する工程と、
　前記凹部（１ｂ）と前記凸部（１ａ）とが形成された前記基板（１）の前記表面上に窒
化物半導体中間層（２）を形成する工程と、
　前記窒化物半導体中間層（２）上に、前記凸部（１ａ）を中心として、前記凸部（１ａ
）の外側において前記凸部（１ａ）を取り囲む少なくとも６つの第１の斜めファセット面
（４ｒ）を有する第１の窒化物半導体下地層（４）を形成する工程と、
　前記第１の窒化物半導体下地層（４）上に、上面（５ａ）が平坦となるように第２の窒
化物半導体下地層（５）を形成する工程と、
　前記第２の窒化物半導体下地層（５）上に少なくとも１層の窒化物半導体層を形成する
工程と、を含む、窒化物半導体素子（１００，３００）の製造方法。
【請求項１７】
　凹部（１ｂ）と前記凹部（１ｂ）の間に設けられた凸部（１ａ）とを表面に有する基板
（１）と、
　前記基板（１）上に設けられた窒化物半導体中間層（２）と、
　少なくとも前記凹部（１ｂ）における前記窒化物半導体中間層（２）上に設けられた第
３の窒化物半導体下地層（３）と、
　少なくとも前記第３の窒化物半導体下地層（３）上に設けられた第１の窒化物半導体下
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地層（４）と、
　少なくとも前記第１の窒化物半導体下地層（４）上に設けられた第２の窒化物半導体下
地層（５）と、を備え、
　前記基板（１）は、三方晶コランダムまたは六方晶の結晶からなり、
　前記第３の窒化物半導体下地層（３）の表面は、第３の斜めファセット面（３ｆ）と、
第３の平坦領域（３ｃ）とを有しており、
　前記第３の窒化物半導体下地層（３）の前記表面における前記第３の斜めファセット面
（３ｆ）の面積割合が、前記第３の平坦領域（３ｃ）の面積割合よりも小さく、
　前記第１の窒化物半導体下地層（４）は、前記凸部（１ａ）を取り囲む第１の斜めファ
セット面（４ｒ）を有し、
　前記第２の窒化物半導体下地層（５）の下面（５Ｌ）は、前記第１の斜めファセット面
（４ｒ）に接し、
　前記第２の窒化物半導体下地層（５）の上面（５Ｕ）は、平坦である、窒化物半導体構
造。
【請求項１８】
　前記第１の斜めファセット面（４ｒ）は、六方晶構造をとる窒化物半導体のｍ軸に対し
て傾斜している面を含む、請求項１７に記載の窒化物半導体構造。
【請求項１９】
　前記凸部（１ａ）は、前記基板（１）の＜１１－２０＞方向に沿って配列されている、
請求項１７に記載の窒化物半導体構造。
【請求項２０】
　前記基板（１）の前記表面の平面視における前記凸部（１ａ）の中心を通る断面視にお
いて、前記凸部（１ａ）は先端部（１ｃ）を備える形状である、請求項１７に記載の窒化
物半導体構造。
【請求項２１】
　前記窒化物半導体中間層（２）は、ＡｌＮまたはＡｌxＧａ1-xＮ（０．５＜ｘ≦１）の
式で表わされる窒化物半導体からなる、請求項１７に記載の窒化物半導体構造。
【請求項２２】
　前記基板（１）は、サファイア基板である、請求項１７に記載の窒化物半導体構造。
【請求項２３】
　請求項１７に記載の窒化物半導体構造と、
　前記窒化物半導体構造上に設けられた第１導電型窒化物半導体層（７）と、
　前記第１導電型窒化物半導体層（７）上に設けられた窒化物半導体発光層（１１）と、
　前記窒化物半導体発光層（１１）上に設けられた第２導電型窒化物半導体層（１３）と
、
　前記第１導電型窒化物半導体層（７）に接する第１電極（２０）と、
　前記第２導電型窒化物半導体層（１３）に接する第２電極（２１）と、を備えた、窒化
物半導体発光素子（２００）。
【請求項２４】
　請求項１７に記載の窒化物半導体構造と、
　前記窒化物半導体構造上に設けられた第１導電型窒化物半導体電子走行層（７１）と、
　前記第１導電型窒化物半導体電子走行層（７１）上に設けられた第１導電型窒化物半導
体電子供給層（７３）と、
　前記第１導電型窒化物半導体電子供給層（７３）上に設けられた電極と、を備えた、窒
化物半導体トランジスタ素子（４００）。
【請求項２５】
　凹部（１ｂ）と前記凹部（１ｂ）の間に設けられた凸部（１ａ）とをｃ面またはｃ面に
対して５°以内の範囲内で傾斜した表面に有するサファイア基板（１）と、
　前記サファイア基板（１）上に設けられた窒化物半導体中間層（２）と、
　少なくとも前記凹部（１ｂ）における前記窒化物半導体中間層（２）上に設けられた第
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３の窒化物半導体下地層（３）と、
　少なくとも前記第３の窒化物半導体下地層（３）上に設けられた第１の窒化物半導体下
地層（４）と、
　少なくとも前記第１の窒化物半導体下地層（４）上に設けられた第２の窒化物半導体下
地層（５）と、を備え、
　前記凸部（１ａ）は前記サファイア基板（１）の＜１１－２０＞方向に沿って配列され
、
　前記第３の窒化物半導体下地層（３）の表面は、第３の斜めファセット面（３ｆ）と、
第３の平坦領域（３ｃ）とを有しており、
　前記第３の窒化物半導体下地層（３）の前記表面における前記第３の斜めファセット面
（３ｆ）の面積割合が、前記第３の平坦領域（３ｃ）の面積割合よりも小さく、
　前記第１の窒化物半導体下地層（４）は、前記凸部（１ａ）を取り囲む第１の斜めファ
セット面（４ｒ）と、第１の平坦領域（４ｃ）とを有し、
　前記第１の窒化物半導体下地層（４）の平面視における前記第１の斜めファセット面（
４ｒ）の面積割合が、前記第１の平坦領域（４ｃ）の面積割合よりも大きく、
　前記第２の窒化物半導体下地層（５）の下面（５Ｌ）は、前記第１の斜めファセット面
（４ｒ）に接し、
　前記第２の窒化物半導体下地層（５）の上面（５Ｕ）は、平坦である、窒化物半導体構
造。
【請求項２６】
　請求項２５に記載の窒化物半導体構造と、
　前記窒化物半導体構造上に設けられた第１導電型窒化物半導体層（７）と、
　前記第１導電型窒化物半導体層（７）上に設けられた窒化物半導体発光層（１１）と、
　前記窒化物半導体発光層（１１）上に設けられた第２導電型窒化物半導体層（１３）と
、
　前記第１導電型窒化物半導体層（７）に接する第１電極（２０）と、
　前記第２導電型窒化物半導体層（１３）に接する第２電極（２１）と、を備えた、窒化
物半導体発光素子（２００）。
【請求項２７】
　請求項２５に記載の窒化物半導体構造と、
　前記窒化物半導体構造上に設けられた第１導電型窒化物半導体電子走行層（７１）と、
　前記第１導電型窒化物半導体電子走行層（７１）上に設けられた第１導電型窒化物半導
体電子供給層（７３）と、
　前記第１導電型窒化物半導体電子供給層（７３）上に設けられた電極（７７）と、を備
えた、窒化物半導体トランジスタ素子（４００）。
【請求項２８】
　三方晶コランダムあるいは六方晶の結晶からなり、ｃ面またはｃ面に対して５°以内の
範囲内で傾斜した表面を有する基板（１）を準備する工程と、
　前記基板（１）の前記表面に凹部（１ｂ）と前記凹部（１ｂ）の間に設けられた凸部（
１ａ）とを形成する工程と、
　前記凹部（１ｂ）と前記凸部（１ａ）とが形成された前記基板（１）の前記表面上に窒
化物半導体中間層（２）を形成する工程と、
　少なくとも前記凹部（１ｂ）における前記窒化物半導体中間層（２）上に第３の窒化物
半導体下地層（３）を形成する工程と、
　少なくとも前記第３の窒化物半導体下地層（３）上に第１の窒化物半導体下地層（４）
を形成する工程と、
　少なくとも前記第１の窒化物半導体下地層（４）上に第２の窒化物半導体下地層（５）
を形成する工程と、を含み、
　前記第３の窒化物半導体下地層（３）を形成する工程は、前記第３の窒化物半導体下地
層（３）の表面が第３の斜めファセット面（３ｒ）と第３の平坦領域（３ｃ）とを有する
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とともに、前記第３の窒化物半導体下地層（３）の前記表面における前記第３の斜めファ
セット面（３ｒ）の面積割合が前記第３の平坦領域（３ｃ）の面積割合よりも小さくなる
条件で行なわれ、
　前記第１の窒化物半導体下地層（４）を形成する工程は、前記凸部（１ａ）を取り囲む
第１の斜めファセット面（４ｒ）が形成される条件で行なわれ、
　前記第２の窒化物半導体下地層（５）を形成する工程は、前記第２の窒化物半導体下地
層（５）の下面（５Ｌ）が前記第１の斜めファセット面（４ｒ）に接するとともに、前記
第２の窒化物半導体下地層（５）の上面（５Ｕ）が平坦となる条件で行なわれる、窒化物
半導体構造の製造方法。
【請求項２９】
　前記第３の窒化物半導体下地層（３）を形成する工程は、前記第３の窒化物半導体下地
層（３）の前記表面における粗面領域（３ｄ）の面積割合が５％以下となる条件で行なわ
れる、請求項２８に記載の窒化物半導体構造の製造方法。
【請求項３０】
　前記第３の窒化物半導体下地層（３）および前記第１の窒化物半導体下地層（４）を形
成する工程は、
（ｉ－２）前記第３の窒化物半導体下地層（３）の成長時の成長温度を前記第１の窒化物
半導体下地層（４）の成長時の成長温度よりも高くする、
（ｉｉ－２）前記第３の窒化物半導体下地層（３）の成長時の圧力を前記第１の窒化物半
導体下地層（４）の成長時の圧力よりも低くする、および
（ｉｉｉ－２）前記第３の窒化物半導体下地層（３）の成長時に供給されるガスのＶ／Ｉ
ＩＩ比を前記第１の窒化物半導体下地層（４）の成長時に供給されるガスのＶ／ＩＩＩ比
よりも低くする、の前記（ｉ－２）、前記（ｉｉ－２）および前記（ｉｉｉ－２）からな
る群から選択された少なくとも１つの条件を満たすように行なわれる、請求項２８に記載
の窒化物半導体構造の製造方法。
【請求項３１】
　前記第３の窒化物半導体下地層（３）、前記第１の窒化物半導体下地層（４）および前
記第２の窒化物半導体下地層（５）を形成する工程は、
（Ｉ－２）前記第２の窒化物半導体下地層（５）の成長時の成長温度を前記第３の窒化物
半導体下地層（３）の成長時の成長温度よりも高くする、
（ＩＩ－２）前記第２の窒化物半導体下地層（５）の成長時の圧力を前記第３の窒化物半
導体下地層（３）の成長時の圧力よりも低くする、および
（ＩＩＩ－２）前記第２の窒化物半導体下地層（５）の成長時に供給されるガスのＶ／Ｉ
ＩＩ比を前記第３の窒化物半導体下地層（３）の成長時に供給されるガスのＶ／ＩＩＩ比
よりも低くする、の前記（Ｉ－２）、前記（ＩＩ－２）および前記（ＩＩＩ－２）からな
る群から選択された少なくとも１つの条件を満たすように行なわれるとともに、
（ａ－２）前記第２の窒化物半導体下地層（５）の成長時の成長温度を前記第１の窒化物
半導体下地層（４）の成長時の成長温度よりも高くする、
（ｂ－２）前記第２の窒化物半導体下地層（５）の成長時の圧力を前記第１の窒化物半導
体下地層（４）の成長時の圧力よりも低くする、および
（ｃ－２）前記第２の窒化物半導体下地層（５）の成長時に供給されるガスのＶ／ＩＩＩ
比を前記第１の窒化物半導体下地層（４）の成長時に供給されるガスのＶ／ＩＩＩ比より
も低くする、
の前記（ａ－２）、前記（ｂ－２）および前記（ｃ－２）からなる群から選択された少な
くとも１つの条件を満たすように行なわれる、請求項２８に記載の窒化物半導体構造の製
造方法。
【請求項３２】
　前記窒化物半導体中間層（２）はスパッタ法により形成される、請求項２８に記載の窒
化物半導体構造の製造方法。
【請求項３３】
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　前記第１の斜めファセット面（４ｒ）は、六方晶構造をとる窒化物半導体のｍ軸に対し
て傾斜している面を含む、請求項２８に記載の窒化物半導体構造の製造方法。
【請求項３４】
　前記凸部（１ａ）は、前記基板の＜１１－２０＞方向に沿って配列されている、請求項
２８に記載の窒化物半導体構造の製造方法。
【請求項３５】
　前記基板（１）の前記表面の平面視における前記凸部（１ａ）の中心を通る断面視にお
いて、前記凸部（１ａ）は先端部（１ｃ）を備える形状である、請求項２８に記載の窒化
物半導体構造の製造方法。
【請求項３６】
　請求項１７に記載の窒化物半導体構造を形成する工程と、
　前記窒化物半導体構造上に少なくとも１層の窒化物半導体層を形成する工程と、を含む
、窒化物半導体素子（２００，４００）の製造方法。
【請求項３７】
　請求項２５に記載の窒化物半導体構造を形成する工程と、
　前記窒化物半導体構造上に少なくとも１層の窒化物半導体層を形成する工程と、を含む
、窒化物半導体素子（２００，４００）の製造方法。
【請求項３８】
　凹部（１ｂ）と前記凹部（１ｂ）の間に設けられた凸部（１ａ）とを表面に有する基板
（１）を準備する工程と、
　前記基板（１）上に窒化物半導体中間層（２）を形成する工程と、
　前記窒化物半導体中間層（２）上に、前記凸部（１ａ）を中心として、前記凸部（１ａ
）の外側において前記凸部（１ａ）を取り囲む少なくとも６つの第１の斜めファセット面
（４ｒ）を有する第１の窒化物半導体下地層（４）を形成する工程と、を含み、
　前記第１の窒化物半導体下地層（４）を形成する工程は、前記基板（１）を回転させな
がら、水素ガスを含むキャリアガスを用いた縦型ＭＯＣＶＤ装置によるＭＯＣＶＤ法によ
って前記第１の窒化物半導体下地層（４）を成長させる工程を含み、
　前記基板（１）の単位時間当たりの回転数は４００ＲＰＭ以上１０００ＲＰＭ以下であ
って、
　前記キャリアガスの全体積に対する前記水素ガスの体積比が０．７以上１以下である、
窒化物半導体構造の製造方法。
【請求項３９】
　前記第１の窒化物半導体下地層（４）上に第２の窒化物半導体下地層（５）を形成する
工程をさらに含み、
　前記第１の窒化物半導体下地層（４）を形成する工程および前記第２の窒化物半導体下
地層（５）を形成する工程は、それぞれ、前記基板（１）を回転させながら、水素ガスを
含むキャリアガスを用いたＭＯＣＶＤ法によって前記第１の窒化物半導体下地層（４）お
よび前記第２の窒化物半導体下地層（５）を成長させる工程であって、
（ｉ－３）前記第１の窒化物半導体下地層（４）の成長時の成長温度を前記第２の窒化物
半導体下地層（５）の成長時の成長温度よりも低くする、
（ｉｉ－３）前記第１の窒化物半導体下地層（４）の成長時の圧力を前記第２の窒化物半
導体下地層（５）の成長時の圧力よりも高くする、
（ｉｉｉ－３）前記第１の窒化物半導体下地層（４）の成長時に供給される原料ガスのＶ
／ＩＩＩ比を前記第２の窒化物半導体下地層（５）の成長時に供給される原料ガスのＶ／
ＩＩＩ比よりも高くする、
（ｉｖ－３）前記第１の窒化物半導体下地層（４）の成長時の前記基板（１）の単位時間
当たりの回転数を、前記第２の窒化物半導体下地層（５）の成長時の前記基板（１）の単
位時間当たりの回転数よりも小さくする、および
（ｖ－３）前記第１の窒化物半導体下地層（４）の成長時の前記キャリアガスの全体積に
対する前記水素ガスの体積比を、前記第２の窒化物半導体下地層（５）の成長時の前記キ
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ャリアガスの全体積に対する前記水素ガスの体積比以上とする、
の前記（ｉ－３）、前記（ｉｉ－３）、前記（ｉｉｉ－３）、前記（ｉｖ－３）および前
記（ｖ－３）からなる群から選択された少なくとも１つの条件を満たすように行なわれる
、請求項３８に記載の窒化物半導体構造の製造方法。
【請求項４０】
　前記基板（１）を準備する工程は、前記基板（１）のｃ面またはｃ面に対して５°以内
の範囲内で傾斜した表面に前記凸部および前記凹部を形成する工程を含む、請求項３８に
記載の窒化物半導体構造の製造方法。
【請求項４１】
　前記基板（１）は、三方晶コランダムあるいは六方晶の結晶からなる、請求項３８に記
載の窒化物半導体構造の製造方法。
【請求項４２】
　前記凸部（１ａ）は、前記基板（１）の＜１１－２０＞方向に沿って配列されている、
請求項３８に記載の窒化物半導体構造の製造方法。
【請求項４３】
　前記基板（１）の前記表面の平面視における前記凸部（１ａ）の中心を通る断面視にお
いて、前記凸部（１ａ）は先端部（１ｃ）を備える形状である、請求項３８に記載の窒化
物半導体構造の製造方法。
【請求項４４】
　前記窒化物半導体中間層（２）を形成する工程は、前記窒化物半導体中間層（２）をス
パッタ法により形成する工程を含む、請求項３８に記載の窒化物半導体構造の製造方法。
【請求項４５】
　前記窒化物半導体中間層（２）は、ＡｌＮまたはＡｌxＧａ1-xＮ（０．５＜ｘ≦１）の
式で表わされる窒化物半導体からなる、請求項３８に記載の窒化物半導体構造の製造方法
。
【請求項４６】
　請求項３９に記載の窒化物半導体構造の製造方法により製造された前記第２の窒化物半
導体下地層（５）の表面上に窒化物半導体層を形成する工程を含む、窒化物半導体素子（
５００，６００）の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、窒化物半導体構造、窒化物半導体発光素子、窒化物半導体トランジスタ素子
、窒化物半導体構造の製造方法および窒化物半導体素子の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　窒素を含むＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体（ＩＩＩ族窒化物半導体）は、赤外から紫外領域
の波長を有する光のエネルギに相当するバンドギャップを有しているため、赤外から紫外
領域の波長を有する光を発光する発光素子やその領域の波長を有する光を受光する受光素
子の材料として有用である。
【０００３】
　また、ＩＩＩ族窒化物半導体は、ＩＩＩ族窒化物半導体を構成する原子間の結合が強く
、絶縁破壊電圧が高く、飽和電子速度が大きいことから、耐高温・高出力・高周波トラン
ジスタなどの電子デバイスの材料としても有用である。
【０００４】
　さらに、ＩＩＩ族窒化物半導体は、環境を害することがほとんどなく、取り扱いやすい
材料としても注目されている。
【０００５】
　上述したような優れた材料であるＩＩＩ族窒化物半導体を用いて実用的な窒化物半導体
素子を作製するためには、所定の基板上にＩＩＩ族窒化物半導体の薄膜からなるＩＩＩ族
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窒化物半導体層を積層して、所定の素子構造を形成する必要がある。
【０００６】
　ここで、基板としては、基板上にＩＩＩ族窒化物半導体を直接成長させることが可能な
格子定数や熱膨張係数を有するＩＩＩ族窒化物半導体からなる基板を用いることが最も好
適であり、ＩＩＩ族窒化物半導体からなる基板としては、たとえば窒化ガリウム（ＧａＮ
）基板などを用いることが好ましい。
【０００７】
　しかしながら、ＧａＮ基板は、現状ではその寸法が直径２インチ以下と小さく、また非
常に高価であるため、実用的ではない。
【０００８】
　そのため、現状では、窒化物半導体素子の作製用の基板としては、ＩＩＩ族窒化物半導
体とは格子定数差および熱膨張係数差が大きいサファイア基板や炭化珪素（ＳｉＣ）基板
などが用いられている。
【０００９】
　サファイア基板と代表的なＩＩＩ族窒化物半導体であるＧａＮとの間には約１６％程度
の格子定数差が存在する。また、ＳｉＣ基板とＧａＮとの間には約６％程度の格子定数差
が存在する。このような大きな格子定数差が基板とその上に成長するＩＩＩ族窒化物半導
体との間に存在する場合には、基板上にＩＩＩ族窒化物半導体からなる結晶をエピタキシ
ャル成長させることは一般的に困難である。たとえば、サファイア基板上に直接ＧａＮ結
晶をエピタキシャル成長させた場合には、ＧａＮ結晶の３次元的な成長が避けられず、平
坦な表面を有するＧａＮ結晶が得られないという問題がある。
【００１０】
　そこで、基板とＩＩＩ族窒化物半導体との間に、基板とＩＩＩ族窒化物半導体との間の
格子定数差を解消させるための所謂バッファ層と呼ばれる層を形成することが一般的に行
なわれている。
【００１１】
　たとえば、特許文献１（特許第３０２６０８７号公報）には、サファイア基板上にＡｌ
Ｎのバッファ層をＭＯＶＰＥ法によって形成した後に、ＡｌxＧａ1-xＮからなるＩＩＩ族
窒化物半導体を成長させる方法が記載されている。
【００１２】
　しかしながら、特許文献１に記載の方法においても、平坦な表面を有するＡｌＮのバッ
ファ層を再現性良く得ることは困難であった。これは、ＭＯＶＰＥ法によってＡｌＮのバ
ッファ層を形成する場合には、原料ガスとして用いられるトリメチルアルミニウム（ＴＭ
Ａ）ガスとアンモニア（ＮＨ3）ガスとが気相中で反応しやすいためと考えられる。
【００１３】
　したがって、特許文献１に記載の方法においては、表面が平坦であって、かつ欠陥密度
が小さい高品質のＡｌxＧａ1-xＮからなるＩＩＩ族窒化物半導体をＡｌＮのバッファ層上
に再現性良く成長させることは困難であった。
【００１４】
　また、たとえば特許文献２（特公平５－８６６４６号公報）には、サファイア基板上に
直流バイアスを印加した高周波スパッタ法でＡｌxＧａ1-xＮ（０＜ｘ≦１）バッファ層を
形成する方法が開示されている。
【００１５】
　しかしながら、特許文献２に記載されている方法によってＡｌxＧａ1-xＮ（０＜ｘ≦１
）バッファ層上に形成されたＩＩＩ族窒化物半導体は、特許文献３の段落[０００４]およ
び特許文献４の段落[０００４]に記載されているように、優れた結晶性を有するものでは
なかった。
【００１６】
　そこで、特許文献３（特許第３４４０８７３号公報）には、ＤＣマグネトロンスパッタ
法で形成したＩＩＩ族窒化物半導体からなるバッファ層を水素ガスとアンモニアガスとの



(10) JP 5955226 B2 2016.7.20

10

20

30

40

50

混合ガスの雰囲気下で熱処理する方法が提案されており、また、特許文献４（特許第３７
００４９２号公報）には、４００℃以上に昇温されたサファイア基板上にＤＣマグネトロ
ンスパッタ法によって５０オングストローム以上３０００オングストローム以下の膜厚の
ＩＩＩ族窒化物半導体からなるバッファ層を形成する方法が提案されている。
【００１７】
　また、特許文献５（特開２００８－３４４４４号公報）には、７５０℃に加熱されたサ
ファイア基板上に高周波スパッタ法によってＡｌＮの柱状結晶からなるバッファ層を形成
する方法が提案されている。
【００１８】
　また、特許文献６（特許第３９５０４７１号公報）には、結晶欠陥の少ないＩＩＩ族窒
化物半導体を成長するため、基板表面に凹凸構造を設け、その上にＩＩＩ族窒化物半導体
をラテラル成長させることが記載されている。
【００１９】
　さらに、特許文献７（特開２００６－３５２０８４号公報）の段落［００４３］および
［００４４］には、凹凸構造を設けた基板上に、ＧａＮ層を「サファイア基板１１の主面
に対して傾斜したファセットを斜面に有する二等辺三角形の断面形状となるようにＧａＮ
層１２を成長させ」るステップと、「次に、成長条件を横方向成長が支配的となる条件に
設定して成長を続け・・・ＧａＮ層１２をその表面がサファイア基板１１の主面と平行な
平坦面となるまで横方向成長させる。」というステップからなる２段階の成長が記載され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２０】
【特許文献１】特許第３０２６０８７号公報
【特許文献２】特公平５－８６６４６号公報
【特許文献３】特許第３４４０８７３号公報
【特許文献４】特許第３７００４９２号公報
【特許文献５】特開２００８－３４４４４号公報
【特許文献６】特許第３９５０４７１号公報
【特許文献７】特開２００６－３５２０８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　しかしながら、上記の特許文献３～５に記載の方法によりＩＩＩ族窒化物半導体からな
るバッファ層を形成し、そのバッファ層上にＩＩＩ族窒化物半導体層を形成した場合にも
優れた結晶性を有するＩＩＩ族窒化物半導体層を再現性良く形成することはできず、その
結果、良好な特性を有する窒化物半導体素子を再現性良く作製することができなかった。
【００２２】
　また、上記の特許文献６に記載の方法により凹凸基板上に、上記の特許文献５に記載の
方法によりＩＩＩ族窒化物半導体からなるバッファ層を形成し、そのバッファ層上にさら
に上記の特許文献７に記載の横方向成長を用いてＩＩＩ族窒化物半導体層を形成した場合
にも、目標とする優れた結晶性を有するＩＩＩ族窒化物半導体層を再現性良く形成するこ
とはできなかった。
【００２３】
　さらに、基板サイズが２インチから、３インチ、４インチ、６インチおよび８インチと
大きくなるほど、基板面内に均一に優れた結晶性を有するＩＩＩ族窒化物半導体層を形成
することが難しかった。
【００２４】
　上記の事情に鑑みて、本発明の目的は、優れた結晶性を有する窒化物層をその上方に再
現性良く形成することができる窒化物半導体構造、窒化物半導体発光素子、窒化物半導体
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トランジスタ素子、窒化物半導体構造の製造方法および窒化物半導体素子の製造方法を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　本発明の第１の態様によれば、凹部と凹部の間に設けられた凸部とを表面に有する基板
と、基板上に設けられた窒化物半導体中間層と、窒化物半導体中間層上に設けられた第１
の窒化物半導体下地層と、第１の窒化物半導体下地層上に設けられた第２の窒化物半導体
下地層と、を備え、基板は、三方晶コランダムまたは六方晶の結晶からなり、第１の窒化
物半導体下地層は、凸部の外側において、凸部を取り囲む少なくとも６つの第１の斜めフ
ァセット面を有し、第２の窒化物半導体下地層の下面は第１の窒化物半導体下地層の第１
の斜めファセット面に接し、第２の窒化物半導体下地層の上面は平坦である窒化物半導体
構造を提供することができる。
【００２６】
　ここで、本発明の第１の態様の窒化物半導体構造において、第１の斜めファセット面は
、六方晶構造をとる窒化物半導体のｍ軸に対して傾斜していることが好ましい。
【００２７】
　また、本発明の第１の態様の窒化物半導体構造において、凸部は、基板の＜１１－２０
＞方向に沿って配列されていることが好ましい。
【００２８】
　また、本発明の第１の態様の窒化物半導体構造において、基板の表面の平面視における
凸部の中心を通る断面視において、凸部は先端部を備える形状であることが好ましい。
【００２９】
　また、本発明の第１の態様の窒化物半導体構造において、窒化物半導体中間層は、Ａｌ
ＮまたはＡｌxＧａ1-xＮ（０．５＜ｘ≦１）の式で表わされる窒化物半導体からなること
が好ましい。
【００３０】
　また、本発明の第１の態様の窒化物半導体構造において、基板は、サファイア基板であ
ることが好ましい。
【００３１】
　また、本発明の第１の態様によれば、上記のいずれかの窒化物半導体構造と、窒化物半
導体構造上に設けられた第１導電型窒化物半導体層と、第１導電型窒化物半導体層上に設
けられた窒化物半導体活性層と、窒化物半導体活性層上に設けられた第２導電型窒化物半
導体層と、第１導電型窒化物半導体層に接する第１電極と、第２導電型窒化物半導体層に
接する第２電極と、を備えた、窒化物半導体発光素子を提供することができる。
【００３２】
　また、本発明の第１の態様によれば、上記のいずれかの窒化物半導体構造と、窒化物半
導体構造上に設けられた第１導電型窒化物半導体電子走行層と、第１導電型窒化物半導体
電子走行層上に設けられた第１導電型窒化物半導体電子供給層と、第１導電型窒化物半導
体電子供給層上に設けられた電極と、を備えた、窒化物半導体トランジスタ素子を提供す
ることができる。
【００３３】
　また、本発明の第１の態様によれば、凹部と凹部の間に設けられた凸部とをｃ面または
ｃ面に対して５°以内の範囲内で傾斜した表面に有するサファイア基板と、サファイア基
板上に設けられた窒化物半導体中間層と、窒化物半導体中間層を介して凹部上に設けられ
た第１の窒化物半導体下地層と、第１の窒化物半導体下地層上に設けられた第２の窒化物
半導体下地層と、を備え、凸部はサファイア基板の＜１１－２０＞方向に沿って配列され
、第１の窒化物半導体下地層は、凸部の外側において、凸部を取り囲む第１の斜めファセ
ット面を有し、第２の窒化物半導体下地層の下面は第１の窒化物半導体下地層の第１の斜
めファセット面に接し、第２の窒化物半導体下地層の上面は平坦である窒化物半導体構造
を提供することができる。
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【００３４】
　また、本発明の第１の態様によれば、三方晶コランダムあるいは六方晶の結晶からなり
、ｃ面またはｃ面に対して５°以内の範囲内で傾斜した表面を有する基板を準備する工程
と、基板の表面に凹部と凹部の間に設けられた凸部とを形成する工程と、凹部と凸部とが
形成された基板の表面上に窒化物半導体中間層を形成する工程と、窒化物半導体中間層上
に、凸部を中心として、凸部の外側において凸部を取り囲む少なくとも６つの第１の斜め
ファセット面を有する第１の窒化物半導体下地層を形成する工程と、第１の窒化物半導体
下地層上に上面が平坦となるように第２の窒化物半導体下地層を形成する工程と、を含む
、窒化物半導体構造の製造方法を提供することができる。
【００３５】
　ここで、本発明の第１の態様の窒化物半導体構造の製造方法において、第１の窒化物半
導体下地層を形成する工程および第２の窒化物半導体下地層を形成する工程は、それぞれ
、ＭＯＣＶＤ（Metal　Organic　Chemical　Vapor　Deposition）法による成長工程であ
って、
（ｉ－１）第１の窒化物半導体下地層の成長時の成長温度を第２の窒化物半導体下地層の
成長時の成長温度よりも低くする、
（ｉｉ－１）第１の窒化物半導体下地層の成長時の圧力を第２の窒化物半導体下地層の成
長時の圧力よりも高くする、および
（ｉｉｉ－１）第１の窒化物半導体下地層の成長時に供給されるガスのＶ／ＩＩＩ比を第
２の窒化物半導体下地層の成長時に供給されるガスのＶ／ＩＩＩ比よりも高くする、の（
ｉ－１）、（ｉｉ－１）および（ｉｉｉ－１）からなる群から選択された少なくとも１つ
の条件を満たすように行なわれることが好ましい。
【００３６】
　また、本発明の第１の態様の窒化物半導体構造の製造方法において、窒化物半導体中間
層はスパッタ法により形成されることが好ましい。
【００３７】
　また、本発明の第１の態様の窒化物半導体構造の製造方法において、第１の斜めファセ
ット面は、六方晶構造をとる窒化物半導体のｍ軸に対して傾斜している面であることが好
ましい。
【００３８】
　また、本発明の第１の態様の窒化物半導体構造の製造方法において、凸部は、基板の＜
１１－２０＞方向に沿って配列されていることが好ましい。
【００３９】
　また、本発明の第１の態様の窒化物半導体構造の製造方法において、基板の表面の平面
視における凸部の中心を通る断面視において、凸部は先端部を備える形状であることが好
ましい。
【００４０】
　さらに、本発明の第１の態様によれば、三方晶コランダムあるいは六方晶の結晶からな
りｃ面またはｃ面に対して５°以内の範囲内で傾斜した表面を有する基板を準備する工程
と、基板の表面に凹部と凹部の間に設けられた凸部とを形成する工程と、凹部と凸部とが
形成された基板の表面上に窒化物半導体中間層を形成する工程と、窒化物半導体中間層上
に凸部を中心として凸部の外側において凸部を取り囲む少なくとも６つの第１の斜めファ
セット面を有する第１の窒化物半導体下地層を形成する工程と、第１の窒化物半導体下地
層上に上面が平坦となるように第２の窒化物半導体下地層を形成する工程と、第２の窒化
物半導体下地層上に少なくとも１層の窒化物半導体層を形成する工程と、を含む、窒化物
半導体素子の製造方法を提供することができる。
【００４１】
　本発明の第２の態様によれば、凹部と凹部の間に設けられた凸部とを表面に有する基板
と、基板上に設けられた窒化物半導体中間層と、少なくとも凹部における窒化物半導体中
間層上に設けられた第３の窒化物半導体下地層と、少なくとも第３の窒化物半導体下地層
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上に設けられた第１の窒化物半導体下地層と、少なくとも第１の窒化物半導体下地層上に
設けられた第２の窒化物半導体下地層と、を備え、基板は、三方晶コランダムまたは六方
晶の結晶からなり、第３の窒化物半導体下地層の表面は、第３の斜めファセット面と、第
３の平坦領域とを有しており、第３の窒化物半導体下地層の表面における第３の斜めファ
セット面の面積割合が第３の平坦領域の面積割合よりも小さく、第１の窒化物半導体下地
層は凸部を取り囲む第１の斜めファセット面を有し、第２の窒化物半導体下地層の下面は
第１の斜めファセット面に接し、第２の窒化物半導体下地層の上面は平坦である窒化物半
導体構造を提供することができる。
【００４２】
　ここで、本発明の第２の態様の窒化物半導体構造において、第１の斜めファセット面は
、六方晶構造をとる窒化物半導体のｍ軸に対して傾斜している面を含むことが好ましい。
【００４３】
　また、本発明の第２の態様の窒化物半導体構造において、凸部は、基板の＜１１－２０
＞方向に沿って配列されていることが好ましい。
【００４４】
　また、本発明の第２の態様の窒化物半導体構造において、基板の表面の平面視における
凸部の中心を通る断面視において凸部は先端部を備える形状であることが好ましい。
【００４５】
　また、本発明の第２の態様の窒化物半導体構造において、窒化物半導体中間層は、Ａｌ
ＮまたはＡｌxＧａ1-xＮ（０．５＜ｘ≦１）の式で表わされる窒化物半導体からなること
が好ましい。
【００４６】
　また、本発明の第２の態様の窒化物半導体構造において、基板は、サファイア基板であ
ることが好ましい。
【００４７】
　また、本発明の第２の態様によれば、凹部と凹部の間に設けられた凸部とをｃ面または
ｃ面に対して５°以内の範囲内で傾斜した表面に有するサファイア基板と、サファイア基
板上に設けられた窒化物半導体中間層と、少なくとも凹部における窒化物半導体中間層上
に設けられた第３の窒化物半導体下地層と、少なくとも第３の窒化物半導体下地層上に設
けられた第１の窒化物半導体下地層と、少なくとも第１の窒化物半導体下地層上に設けら
れた第２の窒化物半導体下地層と、を備え、凸部はサファイア基板の＜１１－２０＞方向
に沿って配列され、第３の窒化物半導体下地層の表面は第３の斜めファセット面と、第３
の平坦領域とを有しており、第３の窒化物半導体下地層の表面における第３の斜めファセ
ット面の面積割合が第３の平坦領域の面積割合よりも小さく、第１の窒化物半導体下地層
は凸部を取り囲む第１の斜めファセット面と、第１の平坦領域とを有し、第１の窒化物半
導体下地層の平面視における第１の斜めファセット面の面積割合が第１の平坦領域の面積
割合よりも大きく、第２の窒化物半導体下地層の下面は第１の斜めファセット面に接し、
第２の窒化物半導体下地層の上面は平坦である窒化物半導体構造を提供することができる
。
【００４８】
　また、本発明の第２の態様によれば、上記のいずれかに記載の窒化物半導体構造と、窒
化物半導体構造上に設けられた第１導電型窒化物半導体層と、第１導電型窒化物半導体層
上に設けられた窒化物半導体発光層と、窒化物半導体発光層上に設けられた第２導電型窒
化物半導体層と、第１導電型窒化物半導体層に接する第１電極と、第２導電型窒化物半導
体層に接する第２電極と、を備えた窒化物半導体発光素子を提供することができる。
【００４９】
　また、本発明の第２の態様によれば、上記のいずれかに記載の窒化物半導体構造と、窒
化物半導体構造上に設けられた第１導電型窒化物半導体電子走行層と、第１導電型窒化物
半導体電子走行層上に設けられた第１導電型窒化物半導体電子供給層と、第１導電型窒化
物半導体電子供給層上に設けられた電極と、を備えた、窒化物半導体トランジスタ素子を
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提供することができる。
【００５０】
　また、本発明の第２の態様によれば、三方晶コランダムあるいは六方晶の結晶からなり
、ｃ面またはｃ面に対して５°以内の範囲内で傾斜した表面を有する基板を準備する工程
と、基板の表面に凹部と凹部の間に設けられた凸部とを形成する工程と、凹部と凸部とが
形成された基板の表面上に窒化物半導体中間層を形成する工程と、少なくとも凹部におけ
る窒化物半導体中間層上に第３の窒化物半導体下地層を形成する工程と、少なくとも第３
の窒化物半導体下地層上に第１の窒化物半導体下地層を形成する工程と、少なくとも第１
の窒化物半導体下地層上に第２の窒化物半導体下地層を形成する工程と、を含み、第３の
窒化物半導体下地層を形成する工程は、第３の窒化物半導体下地層の表面が第３の斜めフ
ァセット面と第３の平坦領域とを有するとともに、第３の窒化物半導体下地層の表面にお
ける第３の斜めファセット面の面積割合が第３の平坦領域の面積割合よりも小さくなる条
件で行なわれ、第１の窒化物半導体下地層を形成する工程は、凸部を取り囲む第１の斜め
ファセット面が形成される条件で行なわれ、第２の窒化物半導体下地層を形成する工程は
、第２の窒化物半導体下地層の下面が第１の斜めファセット面に接するとともに、第２の
窒化物半導体下地層の上面が平坦となる条件で行なわれる窒化物半導体構造の製造方法を
提供することができる。
【００５１】
　ここで、本発明の第２の態様の窒化物半導体構造の製造方法において、第３の窒化物半
導体下地層を形成する工程は、第３の窒化物半導体下地層の表面における粗面領域の面積
割合が５％以下となる条件で行なわれることが好ましい。
【００５２】
　また、本発明の第２の態様の窒化物半導体構造の製造方法において、第３の窒化物半導
体下地層および第１の窒化物半導体下地層を形成する工程は、（ｉ－２）第３の窒化物半
導体下地層の成長時の成長温度を第１の窒化物半導体下地層の成長時の成長温度よりも高
くする、（ｉｉ－２）第３の窒化物半導体下地層の成長時の圧力を第１の窒化物半導体下
地層の成長時の圧力よりも低くする、および（ｉｉｉ－２）第３の窒化物半導体下地層の
成長時に供給されるガスのＶ／ＩＩＩ比を第１の窒化物半導体下地層の成長時に供給され
るガスのＶ／ＩＩＩ比よりも低くする、の（ｉ－２）、（ｉｉ－２）および（ｉｉｉ－２
）からなる群から選択された少なくとも１つの条件を満たすように行なわれることが好ま
しい。
【００５３】
　また、本発明の第２の態様の窒化物半導体構造の製造方法において、第３の窒化物半導
体下地層、第１の窒化物半導体下地層および第２の窒化物半導体下地層を形成する工程は
、（Ｉ－３）第２の窒化物半導体下地層の成長時の成長温度を第３の窒化物半導体下地層
の成長時の成長温度よりも高くする、（ＩＩ－３）第２の窒化物半導体下地層の成長時の
圧力を第３の窒化物半導体下地層の成長時の圧力よりも低くする、および（ＩＩＩ－３）
第２の窒化物半導体下地層の成長時に供給されるガスのＶ／ＩＩＩ比を第３の窒化物半導
体下地層の成長時に供給されるガスのＶ／ＩＩＩ比よりも低くする、の（Ｉ－３）、（Ｉ
Ｉ－３）および（ＩＩＩ－３）からなる群から選択された少なくとも１つの条件を満たす
ように行なわれるとともに、（ａ－３）第２の窒化物半導体下地層の成長時の成長温度を
第１の窒化物半導体下地層の成長時の成長温度よりも高くする、（ｂ－３）第２の窒化物
半導体下地層の成長時の圧力を第１の窒化物半導体下地層の成長時の圧力よりも低くする
、および（ｃ－３）第２の窒化物半導体下地層の成長時に供給されるガスのＶ／ＩＩＩ比
を第１の窒化物半導体下地層の成長時に供給されるガスのＶ／ＩＩＩ比よりも低くする、
の（ａ－３）、（ｂ－３）および（ｃ－３）からなる群から選択された少なくとも１つの
条件を満たすように行なわれることが好ましい。
【００５４】
　また、本発明の第２の態様の窒化物半導体構造の製造方法において、窒化物半導体中間
層はスパッタ法により形成されることが好ましい。
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【００５５】
　また、本発明の第２の態様の窒化物半導体構造の製造方法において、第１の斜めファセ
ット面は、六方晶構造をとる窒化物半導体のｍ軸に対して傾斜している面を含むことが好
ましい。
【００５６】
　また、本発明の第２の態様の窒化物半導体構造の製造方法において、凸部は基板の＜１
１－２０＞方向に沿って配列されていることが好ましい。
【００５７】
　また、本発明の第２の態様の窒化物半導体構造の製造方法において、基板の表面の平面
視における凸部の中心を通る断面視において、凸部は先端部を備える形状であることが好
ましい。
【００５８】
　さらに、本発明の第２の態様によれば、上記のいずれかに記載の窒化物半導体構造を形
成する工程と、窒化物半導体構造上に少なくとも１層の窒化物半導体層を形成する工程と
、を含む、窒化物半導体素子の製造方法を提供することができる。
【００５９】
　また、本発明の第３の態様によれば、凹部と凹部の間に設けられた凸部とを表面に有す
る基板を準備する工程と、基板上に窒化物半導体中間層を形成する工程と、窒化物半導体
中間層上に、凸部を中心として、凸部の外側において凸部を取り囲む少なくとも６つの第
１の斜めファセット面を有する第１の窒化物半導体下地層を形成する工程と、を含み、第
１の窒化物半導体下地層を形成する工程は、基板を回転させながら、水素ガスを含むキャ
リアガスを用いた縦型ＭＯＣＶＤ装置によるＭＯＣＶＤ法によって第１の窒化物半導体下
地層を成長させる工程を含み、基板の単位時間当たりの回転数は４００ＲＰＭ以上１００
０ＲＰＭ以下であって、キャリアガスの全体積に対する水素ガスの体積比が０．７以上１
以下である窒化物半導体構造の製造方法を提供することができる。
【００６０】
　ここで、本発明の第３の態様の窒化物半導体構造の製造方法は、第１の窒化物半導体下
地層上に第２の窒化物半導体下地層を形成する工程をさらに含み、第１の窒化物半導体下
地層を形成する工程および第２の窒化物半導体下地層を形成する工程は、それぞれ、基板
を回転させながら、水素ガスを含むキャリアガスを用いたＭＯＣＶＤ法によって第１の窒
化物半導体下地層および第２の窒化物半導体下地層を成長させる工程であって、
（ｉ－３）第１の窒化物半導体下地層の成長時の成長温度を第２の窒化物半導体下地層の
成長時の成長温度よりも低くする、
（ｉｉ－３）第１の窒化物半導体下地層の成長時の圧力を第２の窒化物半導体下地層の成
長時の圧力よりも高くする、
（ｉｉｉ－３）第１の窒化物半導体下地層の成長時に供給される原料ガスのＶ／ＩＩＩ比
を第２の窒化物半導体下地層の成長時に供給される原料ガスのＶ／ＩＩＩ比よりも高くす
る、（ｉｖ－３）第１の窒化物半導体下地層の成長時の基板の単位時間当たりの回転数を
、第２の窒化物半導体下地層の成長時の基板の単位時間当たりの回転数よりも小さくする
、および（ｖ－３）第１の窒化物半導体下地層の成長時のキャリアガスの全体積に対する
水素ガスの体積比を、第２の窒化物半導体下地層の成長時のキャリアガスの全体積に対す
る水素ガスの体積比以上とする、の（ｉ－３）、（ｉｉ－３）、（ｉｉｉ－３）、（ｉｖ
－３）および（ｖ－３）からなる群から選択された少なくとも１つの条件を満たすように
行なわれることが好ましい。
【００６１】
　また、本発明の第３の態様の窒化物半導体構造の製造方法において、基板を準備する工
程は、基板のｃ面またはｃ面に対して５°以内の範囲内で傾斜した表面に凸部および凹部
を形成する工程を含むことが好ましい。
【００６２】
　また、本発明の第３の態様の窒化物半導体構造の製造方法において、基板は、三方晶コ
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ランダムあるいは六方晶の結晶からなることが好ましい。
【００６３】
　また、本発明の第３の態様の窒化物半導体構造の製造方法において、凸部は、基板の＜
１１－２０＞方向に沿って配列されていることが好ましい。
【００６４】
　また、本発明の第３の態様の窒化物半導体構造の製造方法において、基板の表面の平面
視における凸部の中心を通る断面視において、凸部は先端部を備える形状であることが好
ましい。
【００６５】
　また、本発明の第３の態様の窒化物半導体構造の製造方法において、窒化物半導体中間
層を形成する工程は、窒化物半導体中間層をスパッタ法により形成する工程を含むことが
好ましい。
【００６６】
　また、本発明の第３の態様の窒化物半導体構造の製造方法において、窒化物半導体中間
層は、ＡｌＮまたはＡｌxＧａ1-xＮ（０．５＜ｘ≦１）の式で表わされる窒化物半導体か
らなることが好ましい。
【００６７】
　さらに、本発明の第３の態様によれば、上記の窒化物半導体構造の製造方法により製造
された第２の窒化物半導体下地層の表面上に窒化物半導体層を形成する工程を含む窒化物
半導体素子の製造方法を提供することができる。
【発明の効果】
【００６８】
　本発明によれば、優れた結晶性を有する窒化物層をその上方に再現性良く形成すること
ができる窒化物半導体構造、窒化物半導体発光素子、窒化物半導体トランジスタ素子、窒
化物半導体構造の製造方法および窒化物半導体素子の製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】実施の形態の窒化物半導体発光ダイオード素子の模式的な断面図である。
【図２】実施の形態の窒化物半導体発光ダイオード素子の製造方法の一例の工程の一部に
ついて図解する模式的な断面図である。
【図３】図２に示す基板の表面の一例の模式的な拡大平面図である。
【図４】図３に示す凸部の中心を通るＢ－Ｂ線に沿った模式的な拡大断面図である。
【図５】実施の形態の窒化物半導体発光ダイオード素子の製造方法の一例の工程の他の一
部について図解する模式的な断面図である。
【図６】実施の形態の窒化物半導体発光ダイオード素子の製造方法の一例の工程の他の一
部について図解する模式的な断面図である。
【図７】実施の形態の窒化物半導体発光ダイオード素子の製造方法の一例の工程の他の一
部について図解する模式的な断面図である。
【図８】図６に示す第１の窒化物半導体下地層の表面の一例の模式的な拡大平面図である
。
【図９】図６に示す第１の窒化物半導体下地層の表面の他の一例の模式的な拡大平面図で
ある。
【図１０】図６に示す第１の窒化物半導体下地層の表面の他の一例の模式的な拡大平面図
である。
【図１１】図６に示す第１の窒化物半導体下地層の表面の他の一例の模式的な拡大平面図
である。
【図１２】実施の形態の窒化物半導体発光ダイオード素子の製造方法の一例の工程の他の
一部について図解する模式的な断面図である。
【図１３】実施の形態の窒化物半導体発光ダイオード素子の製造方法の一例の工程の他の
一部について図解する模式的な断面図である。
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【図１４】実施の形態の窒化物半導体発光ダイオード素子の製造方法の一例の工程の他の
一部について図解する模式的な断面図である。
【図１５】実施の形態の窒化物半導体発光ダイオード素子の製造方法の一例の工程の他の
一部について図解する模式的な断面図である。
【図１６】実施の形態の窒化物半導体発光ダイオード素子の製造方法の一例の工程の他の
一部について図解する模式的な断面図である。
【図１７】実施の形態の窒化物半導体発光ダイオード素子の製造方法の一例の工程の他の
一部について図解する模式的な断面図である。
【図１８】実施の形態の窒化物半導体発光ダイオード素子の製造方法の一例の工程の他の
一部について図解する模式的な断面図である。
【図１９】実施の形態の窒化物半導体発光ダイオード素子の製造方法の一例の工程の他の
一部について図解する模式的な断面図である。
【図２０】実施の形態の窒化物半導体発光ダイオード素子を用いた発光装置の一例の模式
的な断面図である。
【図２１】実施の形態の窒化物半導体トランジスタ素子の模式的な断面図である。
【図２２】実施の形態の窒化物半導体発光ダイオード素子の模式的な断面図である。
【図２３】実施の形態の窒化物半導体発光ダイオード素子の製造方法の一例の製造工程の
他の一部を図解する模式的な断面図である。
【図２４】実施の形態の窒化物半導体発光ダイオード素子の製造方法の一例の製造工程の
他の一部を図解する模式的な断面図である。
【図２５】実施の形態の窒化物半導体発光ダイオード素子の製造方法の一例の製造工程の
他の一部を図解する模式的な断面図である。
【図２６】実施の形態の窒化物半導体発光ダイオード素子の製造方法の一例の製造工程の
他の一部を図解する模式的な断面図である。
【図２７】実施の形態の窒化物半導体下地層の各層の形成後のウエハの一例の模式的な断
面図である。
【図２８】実施の形態の窒化物半導体下地層の各層の形成後のウエハの一例の模式的な断
面図である。
【図２９】第３の窒化物半導体下地層の表面の一例の模式的な拡大平面図である。
【図３０】第３の窒化物半導体下地層の表面の他の一例の模式的な拡大平面図である。
【図３１】図３０のＢ－Ｂに沿った模式的な断面図である。
【図３２】第３の窒化物半導体下地層の表面の他の一例の模式的な拡大平面図である。
【図３３】第３の窒化物半導体下地層の形成後に成長させた第１の窒化物半導体下地層の
表面の一例の模式的な拡大平面図である。
【図３４】図３３のＢ－Ｂに沿った模式的な断面図である。
【図３５】第３の窒化物半導体下地層の形成後に成長させた第１の窒化物半導体下地層の
表面の他の一例の模式的な拡大平面図である。
【図３６】実施の形態の窒化物半導体発光ダイオード素子を用いた発光装置の一例の模式
的な断面図である。
【図３７】実施の形態の窒化物半導体トランジスタ素子の模式的な断面図である。
【図３８】実施の形態の窒化物半導体構造の製造方法の製造工程の一部について図解する
模式的な断面図である。
【図３９】実施の形態の窒化物半導体構造の製造方法の製造工程の他の一部について図解
する模式的な断面図である。
【図４０】実施の形態の窒化物半導体発光ダイオード素子の模式的な断面図である。
【図４１】実施の形態の発光装置の模式的な断面図である。
【図４２】実施の形態の窒化物半導体トランジスタ素子の模式的な断面図である。
【図４３】サンプル１のウエハの表面上に成長させた第３の窒化物半導体下地層の表面の
ＳＥＭ像である。
【図４４】サンプル２のウエハの表面上に成長させた第３の窒化物半導体下地層の表面の
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ＳＥＭ像である。
【図４５】サンプル３のウエハの表面上に成長させた第３の窒化物半導体下地層の表面の
ＳＥＭ像である。
【図４６】サンプル４のウエハの表面上に成長させた第３の窒化物半導体下地層の表面の
ＳＥＭ像である。
【図４７】サンプル５のウエハの表面上に成長させた第３の窒化物半導体下地層の表面の
ＳＥＭ像である。
【図４８】サンプル６のウエハの表面上に成長させた第３の窒化物半導体下地層の表面の
ＳＥＭ像である。
【図４９】第３の窒化物半導体下地層の成長温度Ｔ1と第２の窒化物半導体下地層の上面
のＧａＮ（００４）面におけるＸＲＣの半値幅（ａｒｃｓｅｃ）との関係を示す図である
。
【図５０】第３の窒化物半導体下地層の成長温度Ｔ1（℃）と、第２の窒化物半導体下地
層の成長時のウエハの反り（μｍ）との関係を示す図である。
【図５１】実施例１の成長初期の第１の窒化物半導体下地層の表面のＳＥＭ像である。
【図５２】実施例１の成長後の第１の窒化物半導体下地層の表面のＳＥＭ像である。
【図５３】比較例１の成長初期の第１の窒化物半導体下地層の表面のＳＥＭ像である。
【図５４】比較例１の成長後の第１の窒化物半導体下地層の表面のＳＥＭ像である。
【図５５】比較例２の成長後の第１の窒化物半導体下地層の表面のＳＥＭ像である。
【発明を実施するための形態】
【００７０】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。なお、本発明の図面において、同一の参
照符号は、同一部分または相当部分を表わすものとする。
【００７１】
　＜サファイア基板および窒化物半導体結晶の結晶方位＞
　（ＡｌＧａＩｎ）Ｎ系の窒化物半導体結晶の結晶系は通常六方晶であり、またサファイ
アの結晶系は三方晶コランダムであるが六方晶の表記法で表わすことができる。そこで、
サファイア基板および窒化物半導体結晶のいずれにおいても、ｃ軸方向を［０００１］と
し、ａ１軸方向を［－２１１０］とし、ａ２軸方向を［１－２１０］とし、ａ３軸方向を
［１１－２０］とし、ａ１軸方向、ａ２軸方向およびａ３軸方向の３方向を合わせてａ軸
方向あるいは＜１１－２０＞方向と表記する。また、ｃ軸方向および＜１１－２０＞方向
に垂直で等価な３方向をｍ軸方向（最も代表的には＜１－１００＞方向）と表記する。
【００７２】
　なお、結晶面および方向を表わす場合に、本来であれば所要の数字の上にバーを付した
表現をするべきであるが、表現手段に制約があるため、本明細書においては、所要の数字
の上にバーを付す表現の代わりに、所要の数字の前に「－」を付して表現している。たと
えば、結晶学の記法によれば１の逆方向は１の上にバーを記載するところを、便宜上「－
１」と表記する。
【００７３】
　基板の結晶方向と、基板上の窒化物半導体層の結晶方向とが異なる場合があるため、基
板の結晶軸と窒化物半導体層の結晶軸との関係に注意する必要がある。本明細書において
は、基板の結晶方向に「ｓｕｂ」を付記し、窒化物半導体層の結晶方向に「ｌａｙｅｒ」
を付記するものとする。たとえば、基板がサファイア単結晶である場合には、基板のａ（
ｓｕｂ）軸方向は窒化物半導体層のｍ（ｌａｙｅｒ）軸方向と一致し、基板のｍ（ｓｕｂ
）軸方向は窒化物半導体層のａ（ｌａｙｅｒ）軸方向と一致する。一方、基板がＡｌＮ単
結晶またはＧａＮ単結晶である場合には、基板のａ（ｓｕｂ）軸方向は窒化物半導体層の
ａ（ｌａｙｅｒ）軸方向と一致し、基板のｍ（ｓｕｂ）軸方向は窒化物半導体層のｍ（ｌ
ａｙｅｒ）軸方向と一致する。
【００７４】
　＜ウエハ＞
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　本明細書において、「ウエハ」とは、分割前の基板あるいは分割前の基板に窒化物半導
体各層、電極、あるいはその他窒化物半導体素子に必要な要素を形成したものを指すこと
とする。
【００７５】
　＜反り＞
　次に、本明細書におけるウエハの「反り」について定義する。ウエハの「反り」は、基
板と窒化物半導体各層との熱膨張率差による応力に主に起因して生じる。ここで、窒化物
半導体層が形成されている側の面をウエハの上面とし、窒化物半導体層が形成されていな
い側の面をウエハの下面とし、ウエハが上面側に凸に反っている場合と、ウエハが下面側
に凸に反っている場合とを考える。
【００７６】
　ウエハが上面側に凸に反っている場合、ウエハの反り量は、ウエハの上面を上にしてウ
エハの下面を平坦面に設置したときの平坦面に垂直な方向におけるウエハの下面と設置面
との間隔（高低差）の最大値で表わされ、その符号は正とされる。
【００７７】
　一方、ウエハが下面側に凸に反っている場合、ウエハの反り量は、ウエハの上面を上に
してウエハの下面を平坦面に設置したときの平坦面に垂直な方向におけるウエハの上面の
周縁に接する仮想平面とウエハ上面との間隔（高低差）の最大値で表わされ、その符号は
負とされる。
【００７８】
　なお、ウエハの反りの大きさはウエハ径にも依存し、ウエハ径が大きくなるほどウエハ
反りは大きくなる。特にウエハ径が約４インチ以上の大口径ウエハでは、ウエハの反りに
起因するウエハの割れが生じ易いため、ウエハに割れがないことも重要である。また、基
板上に窒化物半導体各層を成長した後のウエハの表面にクラックが入らないことが好まし
い。
【００７９】
　さらに、ウエハの反りの大きさは基板の厚みにも依存する。たとえば、４インチ径のサ
ファイア基板の厚みは０．９ｍｍであり、６インチ径のサファイア基板の厚みは１．３ｍ
ｍである。
【００８０】
　窒化物半導体層が形成されたウエハの反り量は、フォトリソグラフィ工程あるいは研削
・研磨工程などが問題なく行なえる程度に小さいことが好ましい。
【００８１】
　＜評価方法＞
　窒化物半導体層の結晶性は、Ｘ線ロッキングカーブの半値幅、例えばＧａＮ（００４）
面（六方晶表記の（０００４）面と等しい）におけるＸ線ロッキングカーブの半値幅等で
評価することができる。Ｘ線ロッキングカーブの半値幅が小さい方が単結晶に近くなるた
め好ましい。本明細書においては、特に断りのない限り、Ｘ線ロッキングカーブの半値幅
は、ウエハ中心部で測定した値を示すものとする。
【００８２】
　また、窒化物半導体層の結晶の欠陥は、カソードルミネッセンス（Cathode　Luminesce
nce：ＣＬ）法またはエッチピット密度（Etch　Pit　Density：ＥＰＤ）等で評価するこ
とができる。結晶欠陥密度が低い方が結晶性が良好となるため好ましい。
【００８３】
　＜実施の形態１－１＞
　図１に、本発明の窒化物半導体素子の一例である実施の形態１－１の窒化物半導体発光
ダイオード素子の模式的な断面図を示す。
【００８４】
　実施の形態１－１の窒化物半導体発光ダイオード素子１００は、基板１と、基板１の表
面に接するようにして設けられた窒化物半導体中間層２と、窒化物半導体中間層２の表面
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に接するようにして設けられた第１の窒化物半導体下地層４と、窒化物半導体中間層２お
よび第１の窒化物半導体下地層４のそれぞれの表面に接するようにして設けられた第２の
窒化物半導体下地層５と、第２の窒化物半導体下地層５の表面に接するようにして設けら
れたｎ型窒化物半導体コンタクト層７と、ｎ型窒化物半導体コンタクト層７の表面に接す
るようにして設けられたｎ型窒化物半導体クラッド層９と、ｎ型窒化物半導体クラッド層
９の表面に接するようにして設けられた窒化物半導体活性層１１と、窒化物半導体活性層
１１の表面に接するようにして設けられたｐ型窒化物半導体クラッド層１３と、ｐ型窒化
物半導体クラッド層１３の表面に接するようにして設けられたｐ型窒化物半導体コンタク
ト層１５と、ｐ型窒化物半導体コンタクト層１５の表面に接するようにして設けられた透
光性電極層１９と、を備えている。
【００８５】
　窒化物半導体発光ダイオード素子１００は、ｎ型窒化物半導体コンタクト層７の露出表
面に接するようにして設けられたｎ側電極２０と、透光性電極層１９の表面に接するよう
にして設けられたｐ側電極２１と、を備えている。
【００８６】
　透光性電極層１９の表面、ならびにｐ型窒化物半導体コンタクト層１５、ｐ型窒化物半
導体クラッド層１３、窒化物半導体活性層１１、ｎ型窒化物半導体クラッド層９およびｎ
型窒化物半導体コンタクト層７のそれぞれの露出端面がＳｉＯ2などの絶縁保護膜２３で
覆われている。
【００８７】
　基板１は、三方晶コランダムまたは六方晶の結晶からなり、凹部１ｂと、凹部１ｂの間
に設けられた凸部１ａと、を表面に有している。
【００８８】
　第１の窒化物半導体下地層４は、基板１の凸部１ａの外側において、凸部１ａを取り囲
む第１の斜めファセット面４ｒを少なくとも６つ有するとともに、上面４ｃを有している
。
【００８９】
　第２の窒化物半導体下地層５の下面５ｂは、第１の窒化物半導体下地層４の第１の斜め
ファセット面４ｒに接しており、第２の窒化物半導体下地層５の上面５ａは、平坦となっ
ている。本明細書において、「平坦」の概念には、第２の窒化物半導体下地層５の上面５
ａが完全に平坦となっている場合だけでなく、第２の窒化物半導体下地層５の上面５ａが
実質的に平坦となっている場合も含まれる。たとえば、平坦である第２の窒化物半導体下
地層５の上面５ａの表面粗さＲａ（ＪＩＳ　Ｂ　０６０１：２００１）は０．１μｍ以下
となっている。
【００９０】
　以下、実施の形態１－１の窒化物半導体発光ダイオード素子１００の製造方法の一例に
ついて説明する。
【００９１】
　まず、三方晶コランダムあるいは六方晶の結晶からなる基板１を準備する。三方晶コラ
ンダムあるいは六方晶の結晶からなる基板１としては、たとえば、サファイア（Ａｌ2Ｏ3

）単結晶、ＡｌＮ単結晶またはＧａＮ単結晶などからなる基板を用いることができる。
【００９２】
　また、基板１の主面（凸部１ａおよび凹部１ｂの形成前の表面）は、ｃ面またはｃ面に
対して５°以内の傾斜を有する表面であってもよく、傾斜の方向は、たとえば、ｍ（ｓｕ
ｂ）軸（＜１－１００＞）方向のみであってもよく、ａ（ｓｕｂ）軸（＜１１－２０＞）
方向のみであってもよく、あるいは両方向を合成した方向であってもよい。より具体的に
は、基板１としては、基板１の主面（凸部１ａおよび凹部１ｂの形成前の表面）がｃ面（
法線がｃ軸の面）から基板のｍ（ｓｕｂ）軸＜１－１００＞方向に０．１５゜～０．３５
゜傾斜したものなどを準備することができる。
【００９３】
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　また、基板１の口径は特には限定されないが、たとえば１５０ｍｍ（約６インチ）とす
ることができる。基板１としては、従来は５０．８ｍｍ（２インチ）程度の口径の基板を
用いることが一般的であったが、生産性を高めるためには大口径の基板を用いることが好
ましい。しかしながら、大口径の基板１を用いた場合には、基板１上に窒化物半導体層を
形成した後に歪が蓄積するため、基板１のワレや窒化物半導体層の表面にクラックが生じ
やすくなる。本発明は、後述するように、１００ｍｍ（約４インチ）以上の大口径の基板
１を用いた場合にも、基板１のワレや窒化物半導体層の表面に発生するクラックを抑制す
ることができる。
【００９４】
　次に、図２の模式的断面図に示すように、基板１の表面に、凹部１ｂと、凹部１ｂの間
に設けられた凸部１ａと、を形成する。このような基板１の表面の凸部１ａおよび凹部１
ｂは、たとえば、基板１上における凸部１ａの平面配置を規定するマスクを形成するパタ
ーニング工程と、当該パターニング工程によって形成したマスクを用いて基板１の表面を
エッチングして凹部１ｂを形成する工程と、により形成することができる。ここで、パタ
ーニング工程は、一般的なフォトリソグラフィ工程で行なうことができる。エッチング工
程は、たとえば、ドライエッチング法やウエットエッチング法で行なうことができる。し
かしながら、凸部１ａの形状が後述する先端部を備える形状とするためには、凸部１ａの
形状を制御しやすいドライエッチング法で行なうことが好ましい。
【００９５】
　図３に、図２に示す基板１の表面の一例の模式的な拡大平面図を示す。図３に示す基板
１の表面の平面視において、平面形状が円形である凸部１ａは、たとえば仮想の三角形１
ｔの頂点にそれぞれ位置しており、仮想の三角形１ｔの３辺のそれぞれの辺の方向に配列
されている。本例において、凸部１ａは、基板１の表面のａ（ｓｕｂ）軸方向（＜１１－
２０＞方向）に配列されるとともに、基板１の表面のａ（ｓｕｂ）軸方向に対して＋６０
°の傾きを為す方向および基板１の表面のａ（ｓｕｂ）軸方向に対して－６０°の傾きを
為す方向にそれぞれ配列されている。なお、本明細書において、基板１の表面の平面視に
おいて、ａ（ｓｕｂ）軸方向に対して＋６０°の傾きを為す方向およびａ（ｓｕｂ）軸方
向に対して－６０°の傾きを為す方向をそれぞれｕ方向という。
【００９６】
　なお、凸部１ａの平面形状である円形の円の中心は、三角形１ｔの頂点と必ずしも完全
に一致している必要はなく、実質的に一致していればよい。具体的には、円の中心がその
円の半径以下のズレである場合には、第１の窒化物半導体下地層４が凸部１ａの領域上よ
りも安定して凹部１ｂの領域上に成長を開始する傾向にある。そして、第１の窒化物半導
体下地層４の成長がさらに進むと、第１の窒化物半導体下地層４は、凸部１ａを中心とし
て凸部１ａの外側において凸部１ａを取り囲むように少なくとも６つの第１の斜めファセ
ット面４ｒを形成できる傾向にある。
【００９７】
　凸部１ａの底面における平面形状は、円形に限られるものではなく、たとえば、六角形
および／または三角形などの多角形であってもよい。
【００９８】
　また、基板１の表面の平面視において、頂点に凸部１ａが配置される仮想の三角形１ｔ
の各内角の角度は５０゜以上７０゜以下であることが好ましい。この場合には、第１の窒
化物半導体下地層４が凸部１ａの領域上よりも安定して凹部１ｂの領域上に成長を開始す
る傾向にある。そして、第１の窒化物半導体下地層４の成長がさらに進むと、第１の窒化
物半導体下地層４は、凸部１ａを中心として凸部１ａの外側において凸部１ａを取り囲む
ように少なくとも６つの第１の斜めファセット面４ｒを形成できる傾向にある。
【００９９】
　また、基板１の表面の平面視において、隣り合う凸部１ａの間隔は０．２μｍ以上７μ
ｍ以下とすることが好ましく、１μｍ以上３μｍ以下とすることがより好ましい。隣り合
う凸部１ａの間隔が０．２μｍ以上７μｍ以下である場合には、プロセス上の問題が少な
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くなる傾向にある。プロセス上の問題としては、たとえば、凸部１ａの高さを高くするた
めのドライエッチング時間が長くなることや、第２の窒化物半導体下地層５の上面５ａを
完全に平坦とするまでに要する成長時間が長くなり過ぎることなどの問題が挙げられる。
なお、本明細書において、隣り合う凸部１ａの間隔は、隣り合う凸部１ａの間の最短距離
を意味する。
【０１００】
　また、基板１の表面の平面視において、凸部１ａの円形の円の直径は、隣り合う凸部１
ａの間隔の１／２以上３／４以下とすることが好ましい。たとえば、隣り合う凸部１ａの
間隔が２μｍである場合には、凸部１ａの円形の円の直径は１．２μｍ程度とすることが
より好ましい。凸部１ａの円形の円の直径が隣り合う凸部１ａの間隔の１／２以上３／４
以下である場合、特に１．２μｍ程度である場合には、第１の窒化物半導体下地層４が凸
部１ａの領域上よりも安定して凹部１ｂの領域上に成長を開始する傾向にある。そして、
第１の窒化物半導体下地層４の成長がさらに進むと、第１の窒化物半導体下地層４は、凸
部１ａを中心として凸部１ａの外側において凸部１ａを取り囲むように少なくとも６つの
第１の斜めファセット面４ｒを形成できる傾向にある。
【０１０１】
　また、凸部１ａの高さは、凸部１ａの円形の円の直径の１／４以上１以下とすることが
好ましい。たとえば、凸部１ａの円形の円の直径は１．２μｍである場合には、凸部１ａ
の高さは０．６μｍ程度とすることがより好ましい。この場合には、第１の窒化物半導体
下地層４が凸部１ａの領域上よりも安定して凹部１ｂの領域上に成長を開始する傾向にあ
る。そして、第１の窒化物半導体下地層４の成長がさらに進むと、第１の窒化物半導体下
地層４は、凸部１ａを中心として凸部１ａの外側において凸部１ａを取り囲むように少な
くとも６つの第１の斜めファセット面４ｒを形成できる傾向にある。
【０１０２】
　図４に、図３に示す凸部の中心を通るＢ－Ｂ線に沿った模式的な拡大断面図を示す。図
４に示すように、基板１の表面の平面視における凸部１ａの中心を通る断面視において凸
部１ａは先端部１ｃを備える形状であることが好ましい。なお、本明細書において、凸部
１ａが先端部１ｃを備える形状とは、基板１の表面の平面視における凸部１ａの中心を通
る断面視において、凸部１ａの上面が平坦となっていない形状となっていることを意味す
る。凸部１ａの上面が平坦である場合には、凹部１ｂだけでなく凸部１ａの平坦な上面に
も後述する第１の窒化物半導体下地層４が成長することがある。一方、凸部１ａが先端部
１ｃを備える形状である場合には、第１の窒化物半導体下地層４は凹部１ｂから成長し、
引き続き成長する第２の窒化物半導体下地層５が凸部１ａの先端部１ｃの上方で会合する
ため、結晶欠陥が生じる領域が限定され、全体としての欠陥の数を減らせると考えられる
。
【０１０３】
　窒化物半導体中間層２の形成前に基板１の表面の前処理を行なうこともできる。基板１
の表面の前処理の一例としては、たとえば、ＲＣＡ洗浄（希フッ酸水溶液（ＨＦ）処理、
アンモニア（ＮＨ4ＯＨ）＋過酸化水素（Ｈ2Ｏ2）処理、塩酸（ＨＣ１）＋過酸化水素（
Ｈ2Ｏ2）処理、超純水洗浄を順次行なう洗浄）を行なうことによって、基板１の表面を水
素終端化する処理が挙げられる。これにより、基板１の表面上に良好な結晶性の窒化物半
導体中間層２を再現性良く積層することができる傾向にある。
【０１０４】
　また、基板１の表面の前処理の他の一例としては、基板１の表面を窒素ガスのプラズマ
に曝す処理が挙げられる。これにより、基板１の表面に付着した有機物や酸化物などの異
物を除去し、基板１の表面の状態を整えることができる傾向にある。特に、基板１がサフ
ァイア基板である場合には、基板１の表面を窒素ガスのプラズマに曝すことによって、基
板１の表面が窒化されて、基板１の表面上に積層される窒化物半導体中間層２が面内で均
一に形成されやすくなる傾向にある。
【０１０５】
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　次に、図５の模式的断面図に示すように、基板１の表面上に窒化物半導体中間層２を形
成する。ここで、窒化物半導体中間層２は、たとえば、Ｎ2とＡｒとの混合雰囲気におい
てＡｌターゲットをスパッタする反応性スパッタ法によって形成することができる。
【０１０６】
　窒化物半導体中間層２としては、たとえばＡｌx0Ｇａy0Ｎ（０≦ｘ０≦１、０≦ｙ０≦
１、ｘ０＋ｙ０≠０）の式で表わされる窒化物半導体からなる層を積層することができる
。なかでも、窒化物半導体中間層２としては、ＡｌＮ（窒化アルミニウム）またはＡｌx1

Ｇａ1-x1Ｎ（０．５＜ｘ１≦１）の式で表わされる窒化物半導体（窒化ガリウムアルミニ
ウム）からなる層を積層することが好ましい。この場合には、基板１の表面の法線方向に
伸長する結晶粒の揃った柱状結晶の集合体からなる良好な結晶性の窒化物半導体中間層２
を得ることができる傾向にある。窒化物半導体中間層２は微量の酸素を含んでいてもよい
。
【０１０７】
　窒化物半導体中間層２の厚さは５ｎｍ以上１００ｎｍ以下であることが好ましい。窒化
物半導体中間層２の厚さが５ｎｍ以上である場合には、窒化物半導体中間層２がバッファ
層としての機能を十分に発揮する傾向にある。窒化物半導体中間層２の厚さが１００ｎｍ
以下である場合にはバッファ層としての機能が向上するとともに、窒化物半導体中間層２
の形成時間を短くすることができる傾向にある。また、窒化物半導体中間層２の厚さを１
０ｎｍ以上５０ｎｍ以下とすることがより好ましい。この場合には、窒化物半導体中間層
２のバッファ層としての機能を面内において均一に発揮させることができる傾向にある。
窒化物半導体中間層２の一例として、わずかに酸素を含むＡｌＮ膜を約２５ｎｍの厚さで
形成することができる。
【０１０８】
　窒化物半導体中間層２の形成時における基板１の温度は、３００℃以上１０００℃以下
であることが好ましい。窒化物半導体中間層２の形成時における基板１の温度が３００℃
以上である場合には、窒化物半導体中間層２が基板１の表面の全面を覆う傾向にある。ま
た、窒化物半導体中間層２の積層時における基板１の温度が１０００℃以下である場合に
は、基板１の表面での原料のマイグレーションが活発になりすぎず、柱状結晶の集合体か
らなる窒化物半導体中間層２が形成されて、窒化物半導体中間層２のバッファ層としての
機能が向上する傾向にある。
【０１０９】
　次に、図６の模式的断面図に示すように、窒化物半導体中間層２の表面上に第１の窒化
物半導体下地層４を形成し、図７の模式的断面図に示すように、第１の窒化物半導体下地
層４の表面上に第２の窒化物半導体下地層５を形成する。
【０１１０】
　ここで、第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化物半導体下地層５は、それぞれ
、たとえばＭＯＣＶＤ（Metal　Organic　Chemical　Vapor　Deposition）法によって、
窒化物半導体中間層２の表面上に順次形成することができる。第１の窒化物半導体下地層
４は第１の斜めファセット面４ｒが形成されるファセット成長モードで成長され、第２の
窒化物半導体下地層５は第１の斜めファセット面４ｒを埋め込んで平坦な上面５ａを形成
する埋込成長モードで成長される。これにより、結晶欠陥が少なく結晶性の高い平坦な上
面５ａを有する第２の窒化物半導体下地層５を形成することができる。なお、図６に示す
参照符号４ｃは、第１の窒化物半導体下地層４の上面を指している。
【０１１１】
　図８に、図６に示す第１の窒化物半導体下地層４の表面の一例の模式的な拡大平面図を
示す。図８に示すように、第１の窒化物半導体下地層４は、凸部１ａの外側において、凸
部１ａを取り囲む６つの第１の斜めファセット面４ｒを有している。第１の斜めファセッ
ト面４ｒは、図８に示す平面視において、ａ（ｓｕｂ）軸方向に２つ現れ、ａ（ｓｕｂ）
軸方向に対して＋６０°の角度で傾いた方向およびａ（ｓｕｂ）軸方向に対して－６０°
の角度で傾いた方向（いずれもｕ方向）にそれぞれ２つずつ現れている（この場合をケー



(24) JP 5955226 B2 2016.7.20

10

20

30

40

50

ス１－１とする。）。また、図８のＢ－Ｂに沿った線の断面に現れる第１の斜めファセッ
ト面４ｒは、第１の斜めファセット面４ｒの存在する範囲内では、その断面の奥行き方向
においても同様に現れる面である。
【０１１２】
　また、１つの凸部１ａを取り囲む第１の斜めファセット面４ｒと、他の１つの凸部１ａ
を取り囲む第１の斜めファセット面４ｒと、は、第１の窒化物半導体下地層４の上面４ｃ
で連結されている。
【０１１３】
　第１の窒化物半導体下地層４の第１の斜めファセット面４ｒは、第１の窒化物半導体下
地層４の上面４ｃから基板１の凸１ａに向かって下りながら傾斜している。ここで、６つ
の第１の斜めファセット面４ｒのうち、第１の窒化物半導体下地層４の表面の平面視にお
いて、ａ（ｓｕｂ）軸方向に現れる２つの第１の斜めファセット面４ｒは、ａ（ｓｕｂ）
軸方向（＜１１－２０＞方向）に対して斜め上方に傾斜しており、その傾斜した方向にフ
ァセット面が伸長している。また、同様に、第１の窒化物半導体下地層４の表面の平面視
において、ａ（ｓｕｂ）軸方向に対して＋６０°の角度で傾いた方向およびａ（ｓｕｂ）
軸方向に対して－６０°の角度で傾いた方向にそれぞれ２つずつ現れる第１の斜めファセ
ット面４ｒも、ａ（ｓｕｂ）軸方向に対して＋６０°の角度で傾いた方向およびａ（ｓｕ
ｂ）軸方向に対して－６０°の角度で傾いた方向に対してそれぞれ斜め上方に傾斜してお
り、その傾斜した方向にファセット面が伸長している。
【０１１４】
　また、第１の窒化物半導体下地層４の第１の斜めファセット面４ｒは、窒化物半導体中
間層２上において、凸部１ａを中心として、凸部１ａの外側において凸部１ａを取り囲む
６つのファセット面となっている。
【０１１５】
　また、第１の窒化物半導体下地層４の表面の平面視において、ａ（ｓｕｂ）軸方向およ
びｕ方向に現れる第１の斜めファセット面４ｒ以外のファセット面がほとんど現れないこ
とが好ましい。より具体的には、以下の式（Ｉ）で表わされる第１の斜めファセット面４
ｒの面積比率が８０％以上であることが好ましく、９０％以上であることがより好ましい
。第１の斜めファセット面４ｒの面積比率が８０％以上である場合、特に９０％以上であ
る場合には、第２の窒化物半導体下地層５の上面５ａ上に積層される窒化物半導体層の成
長中およびそれ以降のプロセス中においてウエハの割れおよびクラックの発生を抑制する
ことができる傾向にある。また、Ｘ線ロッキングカーブの半値幅等で表わされる窒化物半
導体層の結晶性も向上することができる傾向にある。さらには、カソードルミネッセンス
（Cathode　Luminescence：ＣＬ）法またはエッチピット密度（Etch　Pit　Density：Ｅ
ＰＤ）等で評価できる欠陥密度も低減する傾向にある。具体的には、ＧａＮ下地層の（０
０４）面におけるＸ線ロッキングカーブの半値幅（ａｒｃｓｅｃ）は、３０～４０ａｒｃ
ｓｅｃであった。さらに、ＣＬ法により得られた暗点密度（Dark　Spot　Density）は２
×１０8ｃｍ-3以下であった。
【０１１６】
　１００×（第１の窒化物半導体下地層４の表面の平面視において第１の窒化物半導体下
地層４の表面を占める第１の斜めファセット面４ｒの面積）／（第１の窒化物半導体下地
層４の表面の平面視において第１の窒化物半導体下地層４の表面を占める第１の斜めファ
セット面４ｒおよび上面４ｃ以外の領域の面積）　…（Ｉ）
　また、第１の窒化物半導体下地層４が成長して厚くなるにつれて第１の斜めファセット
面４ｒが増大するため、第１の窒化物半導体下地層４の表面の全面積に占める上面４ｃの
面積の割合が減少する。第１の窒化物半導体下地層４の表面の全面積に占める上面４ｃの
面積の割合は２０％以下であることが好ましく、１０％以下であることがさらに好ましい
。上記の上面４ｃの面積の割合が２０％以下である場合、特に１０％以下である場合には
、第２の窒化物半導体下地層５の上面５ａ上に積層される窒化物半導体層の成長中および
それ以降のプロセス中においてウエハの割れおよびクラックの発生を抑制することができ
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る傾向にある。また、Ｘ線ロッキングカーブの半値幅等で表わされる窒化物半導体層の結
晶性も向上することができる。さらには、ＣＬ法またはＥＰＤ等で評価できる欠陥密度も
低減する傾向にある。ただし、第１の窒化物半導体下地層４の上面４ｃが完全になくなる
までファセット成長モードを続ける必要はない。
【０１１７】
　上記のような第１の斜めファセット面４ｒが現れる第１の窒化物半導体下地層４のファ
セット成長モードは、以下の（ｉ－１）、（ｉｉ－１）および（ｉｉｉ－１）からなる群
から選択された少なくとも１つの条件を満たすことにより実現することができる。
（ｉ－１）第１の窒化物半導体下地層４の成長時の成長温度を第２の窒化物半導体下地層
５の成長時の成長温度よりも低くする。
（ｉｉ－１）第１の窒化物半導体下地層４の成長時の圧力を第２の窒化物半導体下地層５
の成長時の圧力よりも高くする。
（ｉｉｉ－１）第１の窒化物半導体下地層４の成長時に供給されるガスのＶ／ＩＩＩ比（
供給ガス中におけるＩＩＩ族元素に対するＶ族元素のモル比）を第２の窒化物半導体下地
層５の成長時に供給されるガスのＶ／ＩＩＩ比よりも高くする。
【０１１８】
　上記の（ｉ－１）、（ｉｉ－１）および（ｉｉｉ－１）のそれぞれの具体的な条件は、
たとえば、以下のように示される。
（ｉ－１）第１の窒化物半導体下地層４の成長時における基板１の温度１０００℃に対し
て、第２の窒化物半導体下地層５の成長時における基板１の温度が１０８０℃である。
（ｉｉ－１）第１の窒化物半導体下地層４の成長時における雰囲気の圧力６６．６ｋＰａ
に対して、第２の窒化物半導体下地層５の成長時における雰囲気の圧力が１７．３ｋＰａ
である。
（ｉｉｉ－１）第１の窒化物半導体下地層４の成長時に供給されるガスのＶ／ＩＩＩ比１
１６５に対して、第２の窒化物半導体下地層５の成長時に供給されるガスのＶ／ＩＩＩ比
が６７６である。
【０１１９】
　上記の（ｉ－１）、（ｉｉ－１）および（ｉｉｉ－１）からなる群から選択された少な
くとも１つの条件を満たすことにより、ウエハ内において多数形成される半導体発光素子
の静電耐圧テスト（ＥＳＤ（Electrostatic　Discharge）テスト）の歩留りを８０％以上
とすることができる。なお、ＥＳＤテストは逆電圧１ｋＶのＨＢＭ（ヒューマンボディー
モデル）条件にて行なっている。
【０１２０】
　なお、第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化物半導体下地層５の厚さは、それ
ぞれ、上記の基板１の表面の平面視において、隣り合う凸部１ａの間隔の０．７倍以上４
倍以下であることが好ましい。第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化物半導体下
地層５のそれぞれの厚さが、隣り合う凸部１ａの間隔の０．７倍以上である場合には、凸
部１ａを埋め込むことができる傾向にあり、４倍以下である場合には、第１の窒化物半導
体下地層４および第２の窒化物半導体下地層５がそれぞれ結晶欠陥の少ない良好な結晶性
を有する膜となる傾向にある。
【０１２１】
　また、第１の窒化物半導体下地層４の厚さは、上記の基板１の表面の平面視において、
隣り合う凸部１ａの間隔の０．５倍以上２倍以下であることが好ましい。第１の窒化物半
導体下地層４の厚さが、隣り合う凸部１ａの間隔の０．５倍以上２倍以下である場合には
、第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化物半導体下地層５がそれぞれ結晶欠陥の
少ない良好な結晶性を有する膜となる傾向にある。
【０１２２】
　一方、第２の窒化物半導体下地層５の厚さは、上記の基板１の表面の平面視において、
隣り合う凸部１ａの間隔の１倍以上４倍以下であることが好ましい。第２の窒化物半導体
下地層５の厚さが、隣り合う凸部１ａの間隔の１倍以上である場合には、第２の窒化物半
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導体下地層５が凸部１ａを埋め込んで、第２の窒化物半導体下地層５の上面５ａが平坦と
なる傾向にある。第２の窒化物半導体下地層５の厚さが、隣り合う凸部１ａの間隔の４倍
よりも厚い場合には、第２の窒化物半導体下地層５の上面５ａはすでに平坦となっている
ため、単に第２の窒化物半導体下地層５の成長時間だけが長くなる傾向にある。
【０１２３】
　図９に、図６に示す第１の窒化物半導体下地層４の表面の他の一例の模式的な拡大平面
図を示す。図９においては、基板１の表面の凸部１ａが、ａ（ｓｕｂ）軸方向に対して＋
３０°傾斜した方向およびａ（ｓｕｂ）軸方向に対して－３０°傾斜した方向にそれぞれ
に配列している場合（ケース１－２）の、窒化物半導体下地層４の第１の斜めファセット
面４ｒと上面４ｃとの位置関係が示されている。
【０１２４】
　６つの第１の斜めファセット面４ｒが形成されるファセットモードで第１の窒化物半導
体下地層４を成長させる場合には、窒化物半導体下地層４の第１の斜めファセット面４ｒ
および上面４ｃは、それぞれ、凸部１ａの配列の影響を受けやすくなる。
【０１２５】
　ケース１－２においては、第１の窒化物半導体下地層４の表面の平面視において、第１
の窒化物半導体下地層４の上面４ｃの形状が三角形が連なったような形状になり、第２の
窒化物半導体下地層５の成長モードである埋込成長モードに切り替えた後に上面４ｃ上に
第２の窒化物半導体下地層５が形成される。上面４ｃはその下地の結晶欠陥を引き継いで
いる場合があるため、ケース１－２の場合の凸部１ａの配置上の成長の方がその上に形成
される窒化物半導体膜において若干結晶欠陥が多くなる傾向にある。
【０１２６】
　ケース１－２では、ウエハ内において多数形成される半導体発光素子のＥＳＤテストの
歩留りは約２０％であった。ただし、ＥＳＤテストは逆電圧１ｋＶのＨＢＭ条件にて行っ
ている。
【０１２７】
　図１０に、図６に示す第１の窒化物半導体下地層４の表面の他の一例の模式的な拡大平
面図を示す。図１０においては、基板１の凸部１ａの配列は上記のケース１－１の場合と
同様であるが、ケース１－１の場合とは異なるファセット成長モードで第１の窒化物半導
体下地層４を成長させた場合（ケース１－３）の第１の窒化物半導体下地層４の表面が示
されている。
【０１２８】
　ケース１－３の第１の窒化物半導体下地層４の成長条件は、たとえば、第１の窒化物半
導体下地層４の成長時における基板１の温度が１０００℃であったところを、第２の窒化
物半導体下地層５の成長時における基板１の温度と同じ１０８０℃に上昇させている点に
ある。
【０１２９】
　ケース１－３の第１の窒化物半導体下地層４は、図１０に示す第１の窒化物半導体下地
層４の表面の平面視において、ａ（ｓｕｂ）軸方向およびｕ方向にそれぞれ現れる６つの
第１の斜めファセット面４ｒの他に、ａ（ｓｕｂ）軸方向に対して＋３０°に傾斜した方
向、ａ（ｓｕｂ）軸方向に対して－３０°に傾斜した方向、およびｍ（ｓｕｂ）軸方向に
それぞれ現れる６つの第１の斜めファセット面４ｎの１２面のファセット面が形成される
。
【０１３０】
　ケース１－３では、ウエハ内において多数形成される半導体発光素子のＥＳＤテストの
歩留りは約７０％であった。ただし、ＥＳＤテストは逆電圧１ｋＶのＨＢＭ条件にて行っ
ている。
【０１３１】
　なお、ケース１－３においては、ＭＯＣＶＤ成長中および以降のプロセス中に、温度変
化によるウエハ全体の反りが変動することにより、ウエハ４枚中３枚が割れてしまい測定
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できなかった。このように第１の斜めファセット面４ｒと第１の斜めファセット面４ｎが
共に現れる場合には、ウエハの割れが生じやすくなることがわかった。この現象に対する
仮説として、第１の斜めファセット面４ｒ上に成長した膜と第１の斜めファセット面４ｎ
上に成長した面との結晶配向が微妙にずれるため両者の界面に線欠陥が生じ、その線同士
を連ねた線に沿って膜が割れる結果、その部分に膜と基板１との熱膨張差に伴う歪が集中
し、ウエハが割れるのではないかと考えている。
【０１３２】
　図１１に、図６に示す第１の窒化物半導体下地層４の表面の他の一例の模式的な拡大平
面図を示す。図１１においては、ケース１－２と凸部１ａの配列が同一であって、ケース
１－３と同じ成長条件で第１の窒化物半導体下地層４を成長させた場合（ケース１－４）
の窒化物半導体下地層４の表面が示されている。
【０１３３】
　ケース１－４の第１の窒化物半導体下地層４は、図１１に示す第１の窒化物半導体下地
層４の表面の平面視において、ａ（ｓｕｂ）軸方向およびｕ方向にそれぞれ現れる６つの
第１の斜めファセット面４ｒの他に、ａ（ｓｕｂ）軸方向に対して±３０°に傾斜した方
向、およびｍ（ｓｕｂ）軸方向にそれぞれ現れる６つの第１の斜めファセット面４ｎの１
２面のファセット面が形成される。
【０１３４】
　ケース１－４では、ウエハ内において多数形成される半導体発光素子のＥＳＤテストの
歩留りは約３０％であった。ただし、ＥＳＤテストは逆電圧１ｋＶのＨＢＭ条件にて行っ
ている。
【０１３５】
　なお、ケース１－４においても、ケース１－３と同様に、ＭＯＣＶＤ成長中および以降
のプロセス中に、ウエハ４枚中３枚に割れが生じた。
【０１３６】
　以上の結果から、以下の（ａ－１）～（ｃ－１）の事項が導かれる。
（ａ－１）第１の窒化物半導体下地層４の第１の斜めファセット面４ｒが支配的に現れ、
第１の斜めファセット面４ｎが現れにくいファセット成長モードが、ウエハのワレが少な
く、かつＥＳＤテストで高い歩留まりが得られ好適である。
（ｂ－１）第１の窒化物半導体下地層４の表面の平面視において、第１の窒化物半導体下
地層４の上面４ｃの面積を小さくすることが、ＥＳＤテストで高い歩留まりが得られる点
で好適である。
（ｃ－１）第１の窒化物半導体下地層４の上面４ｃには第１の窒化物半導体下地層４の下
面から上方に延びる線欠陥が多数存在すると考えられ、ファセット面４ｃ上に成長された
第２の窒化物半導体下地層５にもその欠陥が引き継がれると考えられる。
【０１３７】
　なお、第１の窒化物半導体下地層４としては、たとえば、Ａｌx2Ｇａy2Ｉｎz2Ｎ（０≦
ｘ２≦１、０≦ｙ２≦１、０≦ｚ２≦１、ｘ２＋ｙ２＋ｚ２≠０）の式で表わされるＩＩ
Ｉ族窒化物半導体からなる層を成長させることができる。また、第２の窒化物半導体下地
層５としては、たとえば、Ａｌx3Ｇａy3Ｉｎz3Ｎ（０≦ｘ３≦１、０≦ｙ３≦１、０≦ｚ
３≦１、ｘ３＋ｙ３＋ｚ３≠０）の式で表わされるＩＩＩ族窒化物半導体からなる層を成
長させることができる。
【０１３８】
　第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化物半導体下地層５としては、それぞれ、
柱状結晶の集合体からなる窒化物半導体中間層２中の転位などの結晶欠陥を引き継がない
ようにするために、ＩＩＩ族元素としてＧａを含む窒化物半導体層を用いることが好まし
い。
【０１３９】
　窒化物半導体中間層２中の転位を引き継がないようにするためには窒化物半導体中間層
２との界面付近で転位をループさせる必要があるが、第１の窒化物半導体下地層４がＧａ
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を含むＩＩＩ族窒化物半導体からなる場合には転位のループが生じやすい。そこで、Ｇａ
を含むＩＩＩ族窒化物半導体からなる第１の窒化物半導体下地層４およびＧａを含む第２
の窒化物半導体下地層５をそれぞれ用いることによって、窒化物半導体中間層２との界面
付近で転位をループ化して閉じ込めて、窒化物半導体中間層２から第１の窒化物半導体下
地層４に転位が引き継がれるのを抑えることができる傾向にある。
【０１４０】
　たとえば、第１の窒化物半導体下地層４が、Ａｌx2Ｇａy2Ｎ（０≦ｘ２＜１、０＜ｙ２
＜１）の式で表わされるＩＩＩ族窒化物半導体からなり、第２の窒化物半導体下地層５が
Ａｌx3Ｇａy3Ｎ（０≦ｘ３＜１、０＜ｙ３＜１）の式で表わされるＩＩＩ族窒化物半導体
からなる場合、特に第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化物半導体下地層５がそ
れぞれＧａＮからなる場合に、窒化物半導体中間層２との界面付近で転位をループ化して
閉じ込めることができるため、転位密度が小さく良好な結晶性を有する第１の窒化物半導
体下地層４および第２の窒化物半導体下地層５が得られる傾向にある。
【０１４１】
　また、第１の窒化物半導体下地層４の形成直前の窒化物半導体中間層２の表面に熱処理
を行なってもよい。この熱処理によって、窒化物半導体中間層２の表面の清浄化と結晶性
の向上とを図ることができる傾向にある。この熱処理は、たとえばＭＯＣＶＤ法が用いら
れるＭＯＣＶＤ装置内で行なうことができ、熱処理時の雰囲気ガスとしては、たとえば水
素ガスや窒素ガスなどを用いることができる。
【０１４２】
　また、上記の熱処理時における窒化物半導体中間層２の分解を防ぐためには、熱処理時
の雰囲気ガスにアンモニアガスを混合してもよい。また、上記の熱処理は、たとえば９０
０℃以上１２５０℃以下の温度でたとえば１分間以上６０分間以下の時間行なうことがで
きる。
【０１４３】
　第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化物半導体下地層５には、たとえば、ｎ型
ドーパントが１×１０17ｃｍ-3以上１×１０19ｃｍ-3以下の範囲でドーピングされていて
もよいが、良好な結晶性を維持する観点からは、第１の窒化物半導体下地層４および第２
の窒化物半導体下地層５はそれぞれアンドープであることが好ましい。
【０１４４】
　第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化物半導体下地層５にドーピングされるｎ
型ドーパントとしては、たとえば、シリコン、ゲルマニウムおよび錫からなる群から選択
された少なくとも１つなどを用いることができ、なかでもシリコンを用いることが好まし
い。ｎ型ドーパントにシリコンを用いる場合、ｎ型ドーピングガスとしてはシランまたは
ジシランを用いることが好ましい。
【０１４５】
　第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化物半導体下地層５のそれぞれの成長時に
おける基板１の温度は、８００℃以上１２５０℃以下であることが好ましく、９００℃以
上１１５０℃以下であることがより好ましい。第１の窒化物半導体下地層４および第２の
窒化物半導体下地層５のそれぞれの成長時における基板１の温度が８００℃以上１２５０
℃以下である場合、特に９００℃以上１１５０℃以下である場合には、結晶欠陥の少ない
結晶性に優れた第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化物半導体下地層５を成長さ
せることができる傾向にある。
【０１４６】
　次に、図１２の模式的断面図に示すように、たとえばＭＯＣＶＤ法によって、第２の窒
化物半導体下地層５の表面上にｎ型窒化物半導体コンタクト層７を形成する。
【０１４７】
　ｎ型窒化物半導体コンタクト層７としては、たとえば、Ａｌx4Ｇａy4Ｉｎz4Ｎ（０≦ｘ
４≦１、０≦ｙ４≦１、０≦ｚ４≦１、ｘ４＋ｙ４＋ｚ４≠０）の式で表わされるＩＩＩ
族窒化物半導体からなる層にｎ型ドーパントをドーピングした層などを形成することがで
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きる。
【０１４８】
　なかでも、ｎ型窒化物半導体コンタクト層７としては、Ａｌx4Ｇａ1-x4Ｎ（０≦ｘ４≦
１、好ましくは０≦ｘ４≦０．５、より好ましくは０≦ｘ４≦０．１）の式で表わされる
ＩＩＩ族窒化物半導体にｎ型ドーパントとしてシリコンがドーピングされた窒化物半導体
層であることが、揮発しやすいＩｎを取り扱わず、成長温度を高くできるため好ましい。
【０１４９】
　ｎ型窒化物半導体コンタクト層７へのｎ型ドーパントのドーピング濃度は、５×１０17

ｃｍ-3以上５×１０19ｃｍ-3以下であることが好ましい。この場合には、ｎ型窒化物半導
体コンタクト層７とｎ側電極２０との良好なオーミック接触を維持し、ｎ型窒化物半導体
コンタクト層７におけるクラックの発生を抑制し、かつｎ型窒化物半導体コンタクト層７
の良好な結晶性を維持することができる傾向にある。
【０１５０】
　第１の窒化物半導体下地層４と、第２の窒化物半導体下地層５と、ｎ型窒化物半導体コ
ンタクト層７との厚さの合計は、４μｍ以上２０μｍ以下とすることが好ましく、４μｍ
以上１５μｍ以下とすることがより好ましく、６μｍ以上１５μｍ以下とすることがさら
に好ましい。第１の窒化物半導体下地層４と、第２の窒化物半導体下地層５と、ｎ型窒化
物半導体コンタクト層７との厚さの合計が４μｍ未満である場合には、これらの層の結晶
性が悪化したり、これらの層の表面にピット（ｐｉｔ）が生じるおそれがある。一方、第
１の窒化物半導体下地層４と、第２の窒化物半導体下地層５と、ｎ型窒化物半導体コンタ
クト層７との厚さの合計が１５μｍを超える場合には、基板１の反りが大きくなって、素
子の収率低下を招くおそれがある。また、第１の窒化物半導体下地層４と、第２の窒化物
半導体下地層５と、ｎ型窒化物半導体コンタクト層７との厚さの合計が４μｍ以上１５μ
ｍ以下である場合、特に６μｍ以上１５μｍ以下である場合には、これらの層の結晶性を
良好なものとすることができるとともに、基板１の反りが大きくなって、素子の収率低下
を有効に防止することができる傾向にある。なお、これらの層の厚さの合計のうちｎ型窒
化物半導体コンタクト層７の厚さの上限は特に限定されるものではない。
【０１５１】
　次に、図１３の模式的断面図に示すように、たとえばＭＯＣＶＤ法によって、ｎ型窒化
物半導体コンタクト層７の表面上にｎ型窒化物半導体クラッド層９を形成する。
【０１５２】
　ｎ型窒化物半導体クラッド層９としては、たとえば、Ａｌx5Ｇａy5Ｉｎz5Ｎの式（０≦
ｘ５≦１、０≦ｙ５≦１、０≦ｚ５≦１、ｘ５＋ｙ５＋ｚ５≠０）で表わされるＩＩＩ族
窒化物半導体からなる層にｎ型ドーパントをドーピングした層などを形成することができ
る。また、ｎ型窒化物半導体クラッド層９は、ＩＩＩ族窒化物半導体からなる複数の窒化
物半導体層をヘテロ接合した構造や超格子構造であってもよい。
【０１５３】
　ｎ型窒化物半導体クラッド層９の厚さは特に限定されないが、０．００５μｍ以上０．
５μｍ以下であることが好ましく、０．００５μｍ以上０．１μｍ以下であることがより
好ましい。
【０１５４】
　ｎ型窒化物半導体クラッド層９へのｎ型ドーパントのドーピング濃度については、１×
１０17ｃｍ-3以上１×１０20ｃｍ-3以下であることが好ましく、１×１０18ｃｍ-3以上１
×１０19ｃｍ-3以下であることがより好ましい。この場合には、ｎ型窒化物半導体クラッ
ド層９の良好な結晶性を維持し、かつ素子の動作電圧を低減することができる傾向にある
。
【０１５５】
　次に、図１４の模式的断面図に示すように、たとえばＭＯＣＶＤ法によって、ｎ型窒化
物半導体クラッド層９の表面上に窒化物半導体活性層１１を形成する。
【０１５６】
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　窒化物半導体活性層１１がたとえば単一量子井戸（ＳＱＷ）構造を有する場合には、窒
化物半導体活性層１１としては、たとえば、Ｇａ1-z6Ｉｎz6Ｎ（０＜ｚ６＜０．４）の式
で表わされるＩＩＩ族窒化物半導体からなる層を量子井戸層とするものを用いることがで
きる。
【０１５７】
　窒化物半導体活性層１１の厚さは、特に限定されないが、１ｎｍ以上１０ｎｍ以下とす
ることが好ましく、１ｎｍ以上６ｎｍ以下とすることがより好ましい。窒化物半導体活性
層１１の厚さが１ｎｍ以上１０ｎｍ以下である場合、特に１ｎｍ以上６ｎｍ以下である場
合には、窒化物半導体発光ダイオード素子１００の発光出力を向上させることができる傾
向にある。
【０１５８】
　窒化物半導体活性層１１が、たとえばＧａ1-z6Ｉｎz6Ｎ（０＜ｚ６＜０．４）の式で表
わされるＩＩＩ族窒化物半導体からなる層を量子井戸層とする単一量子井戸（ＳＱＷ）構
造を有する場合には、窒化物半導体発光ダイオード素子１００の発光波長が所望の発光波
長となるように、窒化物半導体活性層１１のＩｎ組成や厚さを制御することができる。
【０１５９】
　しかしながら、窒化物半導体活性層１１の形成時の基板１の温度が低いと結晶性が悪化
するおそれがある一方で、窒化物半導体活性層１１の形成時の基板１の温度が高いとＩｎ
Ｎの昇華が顕著になって固相中へのＩｎの取り込まれ効率が低減してＩｎ組成が変動する
おそれがある。そのため、Ｇａ1-z6Ｉｎz6Ｎ（０＜ｚ６＜０．４）の式で表わされるＩＩ
Ｉ族窒化物半導体からなる層を井戸層とする単一量子井戸（ＳＱＷ）構造からなる窒化物
半導体活性層１１の形成時の基板１の温度は７００℃以上９００℃以下であることが好ま
しく、７５０℃以上８５０℃以下であることがより好ましい。
【０１６０】
　また、窒化物半導体活性層１１としては、たとえば、Ｇａ1-z6Ｉｎz6Ｎ（０＜ｚ６＜０
．４）の式で表わされるＩＩＩ族窒化物半導体からなる量子井戸層と、量子井戸層よりも
バンドギャップの大きいＡｌx7Ｇａy7Ｉｎz7Ｎ（０≦ｘ７≦１、０≦ｙ７≦１、０≦ｚ７
≦１、ｘ７＋ｙ７＋ｚ７≠０）の式で表わされるＩＩＩ族窒化物半導体からなる量子障壁
層と、を交互に１層ずつ積層した多重量子井戸（ＭＱＷ）構造を有するものを用いること
もできる。なお、上記の量子井戸層および／または量子障壁層にはｎ型またはｐ型のドー
パントがドーピングされていてもよい。
【０１６１】
　次に、図１５の模式的断面図に示すように、たとえばＭＯＣＶＤ法によって、窒化物半
導体活性層１１の表面上にｐ型窒化物半導体クラッド層１３を形成する。
【０１６２】
　ｐ型窒化物半導体クラッド層１３としては、たとえば、Ａｌx8Ｇａy8Ｉｎz8Ｎ（０≦ｘ
８≦１、０≦ｙ８≦１、０≦ｚ８≦１、ｘ８＋ｙ８＋ｚ８≠０）の式で表わされるＩＩＩ
族窒化物半導体にｐ型ドーパントをドーピングした層などを積層することができる。なか
でも、ｐ型窒化物半導体クラッド層１３としては、Ａｌx8Ｇａ1-x8Ｎ（０＜ｘ８≦０．４
、好ましくは０．１≦ｘ８≦０．３）の式で表わされるＩＩＩ族窒化物半導体にｐ型ドー
パントをドーピングした層を積層することが好ましい。なお、ｐ型ドーパントとしては、
たとえばマグネシウムなどを用いることができる。
【０１６３】
　ｐ型窒化物半導体クラッド層１３のバンドギャップは、窒化物半導体活性層１１への光
閉じ込めの観点から、窒化物半導体活性層１１のバンドギャップよりも大きくすることが
好ましい。
【０１６４】
　ｐ型窒化物半導体クラッド層１３の厚さは、特に限定されないが、０．０１μｍ以上０
．４μｍ以下であることが好ましく、０．０２μｍ以上０．１μｍ以下であることがより
好ましい。
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【０１６５】
　ｐ型窒化物半導体クラッド層１３へのｐ型ドーパントのドーピング濃度は、１×１０18

ｃｍ-3以上１×１０21ｃｍ-3以下であることが好ましく、１×１０19ｃｍ-3以上１×１０
20ｃｍ-3以下であることがより好ましい。ｐ型窒化物半導体クラッド層１３へのｐ型ドー
パントのドーピング濃度が１×１０18ｃｍ-3以上１×１０21ｃｍ-3以下である場合、特に
１×１０19ｃｍ-3以上１×１０20ｃｍ-3以下である場合には、良好な結晶性のｐ型窒化物
半導体クラッド層１３を得ることができる傾向にある。
【０１６６】
　次に、図１６の模式的断面図に示すように、たとえばＭＯＣＶＤ法によって、ｐ型窒化
物半導体クラッド層１３の表面上にｐ型窒化物半導体コンタクト層１５を形成する。
【０１６７】
　ｐ型窒化物半導体コンタクト層１５としては、たとえば、Ａｌx9Ｇａy9Ｉｎz9Ｎ（０≦
ｘ９≦１、０≦ｙ９≦１、０≦ｚ９≦１、ｘ９＋ｙ９＋ｚ９≠０）の式で表わされるＩＩ
Ｉ族窒化物半導体にｐ型ドーパントをドーピングした層などを積層することができる。な
かでも、ｐ型窒化物半導体コンタクト層１５としては、ＧａＮ層にｐ型ドーパントをドー
ピングした層を用いることが好ましい。この場合には、ｐ型窒化物半導体コンタクト層１
５の良好な結晶性を維持し、かつ透光性電極層１９と良好なオーミック接触を得ることが
できる傾向にある。
【０１６８】
　ｐ型窒化物半導体コンタクト層１５へのｐ型ドーパントのドーピング濃度は、１×１０
18ｃｍ-3以上１×１０21ｃｍ-3以下であることが好ましく、５×１０19ｃｍ-3以上５×１
０20ｃｍ-3以下であることがより好ましい。ｐ型窒化物半導体コンタクト層１５へのｐ型
ドーパントのドーピング濃度が１×１０18ｃｍ-3以上１×１０21ｃｍ-3以下である場合、
特に５×１０19ｃｍ-3以上５×１０20ｃｍ-3以下である場合には、透光性電極層１９との
良好なオーミック接触を維持し、ｐ型窒化物半導体コンタクト層１５におけるクラックの
発生を抑制し、ｐ型窒化物半導体コンタクト層１５の良好な結晶性を維持することができ
る傾向にある。
【０１６９】
　ｐ型窒化物半導体コンタクト層１５の厚さは、特に限定されるものではないが、０．０
１μｍ以上０．５μｍ以下であることが好ましく、０．０５μｍ以上０．２μｍ以下であ
ることがより好ましい。ｐ型窒化物半導体コンタクト層１５の厚さが０．０１μｍ以上０
．５μｍ以下である場合、特に０．０５μｍ以上０．２μｍ以下である場合には、窒化物
半導体発光ダイオード素子１００の発光出力を向上させることができる傾向にある。
【０１７０】
　なお、ｎ型窒化物半導体コンタクト層７、ｎ型窒化物半導体クラッド層９、窒化物半導
体活性層１１、ｐ型窒化物半導体クラッド層１３およびｐ型窒化物半導体コンタクト層１
５がそれぞれＩＩＩ族窒化物半導体から構成される場合には、これらの層はそれぞれたと
えば以下のガスを用いたＭＯＣＶＤ法によって積層することができる。
【０１７１】
　すなわち、ＭＯＣＶＤ装置の反応炉の内部に、たとえばトリメチルガリウム（ＴＭＧ）
、トリメチルアルミニウム（ＴＭＡ）およびトリメチルインジウム（ＴＭＩ）からなる群
から選択された少なくとも１つのＩＩＩ族元素の有機金属原料ガスと、たとえばアンモニ
アなどの窒素原料ガスとを供給して、これらを熱分解し、反応させることによって上記の
層をそれぞれ積層することができる。
【０１７２】
　また、ｎ型ドーパントであるシリコンをドーピングする場合には、ＭＯＣＶＤ装置の反
応炉の内部に、たとえばシラン（ＳｉＨ4）あるいはジシラン（Ｓｉ2Ｈ6）をドーピング
ガスとして上記の原料ガスに加えて供給することにより、シリコンをドーピングすること
が可能である。
【０１７３】
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　また、ｐ型ドーパントであるマグネシウムをドーピングする場合には、ＭＯＣＶＤ装置
の反応炉の内部に、たとえばビスシクロペンタジエニルマグネシウム（ＣＰ2Ｍｇ）をド
ーピングガスとして上記の原料ガスに加えて供給することにより、マグネシウムをドーピ
ングすることが可能である。
【０１７４】
　次に、図１７の模式的断面図に示すように、ｐ型窒化物半導体コンタクト層１５の表面
上にたとえばＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）からなる透光性電極層１９を
形成した後に、透光性電極層１９の表面上にｐ側電極２１を形成する。ｐ側電極２１とし
ては、たとえば、ニッケル層、アルミニウム層、チタン層および金層の積層膜を形成する
ことができる。
【０１７５】
　次に、図１８の模式的断面図に示すように、ｐ側電極２１の形成後の積層体の一部をエ
ッチングにより除去することによって、ｎ型窒化物半導体コンタクト層７の表面の一部を
露出させる。
【０１７６】
　次に、図１９の模式的断面図に示すように、ｎ型窒化物半導体コンタクト層７の露出し
た表面上にｎ側電極２０を形成する。ｎ側電極２０としては、たとえば、ニッケル層、ア
ルミニウム層、チタン層および金層の積層膜を形成することができる。
【０１７７】
　その後、ｎ側電極２０の形成後の積層体の全面にＳｉＯ2などの絶縁保護膜２３を形成
し、ｐ側電極２１およびｎ側電極２０が露出するように絶縁保護膜２３に開口部を設け、
複数の窒化物半導体発光ダイオード素子１００が形成されたウエハを個別の素子に分割す
ることによって、実施の形態１－１の窒化物半導体発光ダイオード素子１００を作製する
ことができる。
【０１７８】
　ここで、ウエハの分割は、たとえば、基板１上に上記の構造を形成したウエハの裏面を
研削および研磨してミラー状の面とした後に、ウエハを２８０μｍ×５５０μｍ角の長方
形状のチップに分割することによって行なうことができる。
【０１７９】
　以上のようにして作製した実施の形態１－１の窒化物半導体発光ダイオード素子１００
においては、基板１の表面の法線方向（垂直方向）に伸長する結晶粒の揃った柱状結晶の
集合体からなる良好な結晶性を有する窒化物半導体中間層２の表面上に、第１の窒化物半
導体下地層４、第２の窒化物半導体下地層５、ｎ型窒化物半導体コンタクト層７、ｎ型窒
化物半導体クラッド層９、窒化物半導体活性層１１、ｐ型窒化物半導体クラッド層１３お
よびｐ型窒化物半導体コンタクト層１５がこの順序で積層されている。
【０１８０】
　そのため、結晶欠陥が少なく結晶性の高い平坦な第２の窒化物半導体下地層５の上面５
ａ上に積層された、ｎ型窒化物半導体コンタクト層７、ｎ型窒化物半導体クラッド層９、
窒化物半導体活性層１１、ｐ型窒化物半導体クラッド層１３およびｐ型窒化物半導体コン
タクト層１５については転位密度が低くなり、優れた結晶性を有している。
【０１８１】
　したがって、このような優れた結晶性を有する窒化物半導体層から形成された実施の形
態１－１の窒化物半導体発光ダイオード素子１００は、動作電圧が低く、発光出力の高い
素子となる。
【０１８２】
　なお、ケース１－１の条件で作成された窒化物半導体発光ダイオード素子１００をベア
チップ（後述の樹脂封止を行わない）評価用素子とし、１０個の素子に３０ｍＡの電流を
流したところ、平均して光出力３９ｍＷ、動作電圧３．０Ｖおよび発光波長４５５ｎｍの
動作電圧が低く、発光出力の高い素子が得られることが確認された。
【０１８３】
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　図２０に、実施の形態１－１の窒化物半導体発光ダイオード素子１００を用いた発光装
置の一例の模式的な断面図を示す。
【０１８４】
　ここで、発光装置１１０は、実施の形態１－１の窒化物半導体発光ダイオード素子１０
０を第２のリードフレーム３１上に設置した構成を有している。そして、窒化物半導体発
光ダイオード素子１００のｐ側電極２１と第１のリードフレーム３０とが第１のワイヤ３
３で電気的に接続されているとともに、窒化物半導体発光ダイオード素子１００のｎ側電
極２０と第２のリードフレーム３１とが第２のワイヤ３４で電気的に接続されている。さ
らに、透明なモールド樹脂３５で窒化物半導体発光ダイオード素子１００がモールドされ
ていることによって、発光装置１１０は砲弾型の形状とされている。
【０１８５】
　図２０に示す構成の発光装置１１０は、実施の形態１－１の窒化物半導体発光ダイオー
ド素子１００を用いていることから、動作電圧が低く、発光出力の高い発光装置とするこ
とができる。
【０１８６】
　＜実施の形態１－２＞
　実施の形態１－２は、実施の形態１－１の窒化物半導体構造（基板１、窒化物半導体中
間層２、第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化物半導体下地層５の積層構造）を
用いた電子デバイスである窒化物半導体トランジスタ素子であることを特徴としている。
【０１８７】
　図２１に、実施の形態１－２の窒化物半導体トランジスタ素子３００の模式的な断面図
を示す。窒化物半導体トランジスタ素子３００は、凸部１ａが等価な３つのａ（ｓｕｂ）
軸方向に配されたｃ面を主面とするサファイア基板からなる基板１と、基板１の表面上に
、順次積層された、ＡｌＮなどからなる窒化物半導体中間層２と、アンドープＧａＮなど
からなる第１の窒化物半導体下地層４と、アンドープＧａＮなどからなる第２の窒化物半
導体下地層５と、からなる窒化物半導体構造を有している。
【０１８８】
　そして、結晶欠陥の少ない良好な結晶性を有する第２の窒化物半導体下地層５の平坦な
表面上にアンドープＧａＮなどからなる窒化物半導体電子走行層７１が積層され、窒化物
半導体電子走行層７１の表面上にｎ型ＡｌＧａＮなどからなるｎ型窒化物半導体電子供給
層７３が積層されている。
【０１８９】
　ｎ型窒化物半導体電子供給層７３の表面上にはゲート電極７７が備えられており、ゲー
ト電極７７の両側にｎ型ＧａＮなどからなるソースコンタクト層７５Ｓとドレインコンタ
クト層７５Ｄとが備えられている。また、ソースコンタクト層７５Ｓ上にソース電極７８
Ｓが備えられており、ドレインコンタクト層７５Ｄ上にドレイン電極７８Ｄが備えられて
いる。
【０１９０】
　以下、実施の形態１－２の窒化物半導体トランジスタ素子３００の製造方法の一例につ
いて説明する。まず、実施の形態１－１と同様にして、凸部１ａおよび凹部１ｂを有する
基板１の表面上に、反応性スパッタ法によってＡｌＮからなる窒化物半導体中間層２を形
成する。
【０１９１】
　次に、ＭＯＣＶＤ法によって、窒化物半導体中間層２の表面上に、アンドープＧａＮか
らなる第１の窒化物半導体下地層４を成長させる。ここで、第１の窒化物半導体下地層４
は、第１の窒化物半導体下地層４の表面の平面視において、ａ（ｓｕｂ）軸方向に現れる
２つの第１の斜めファセット面４ｒと、ａ（ｓｕｂ）軸方向に対して＋６０°の角度で傾
いた方向およびａ（ｓｕｂ）軸方向に対して－６０°の角度で傾いた方向にそれぞれ２つ
ずつ現れる第１の斜めファセット面４ｒと、が現れる条件（たとえば、ケース１－１の条
件）で成長させる。
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【０１９２】
　次に、ＭＯＣＶＤ法によって、第１の窒化物半導体下地層４の表面上にアンドープＧａ
Ｎからなる第２の窒化物半導体下地層５を成長させる。ここで、第２の窒化物半導体下地
層５は、第１の窒化物半導体下地層４の第１の斜めファセット面４ｒを埋め込んでほぼ平
坦な上面５ａが現れる条件で成長させる。
【０１９３】
　次に、ＭＯＣＶＤ法によって、第２の窒化物半導体下地層５のほぼ平坦な上面５ａ上に
ｎ型ＡｌxＧａ1-xＮからなる窒化物半導体電子走行層７１を積層し、窒化物半導体電子走
行層７１の表面上にｎ型窒化物半導体電子供給層７３を積層する。
【０１９４】
　その後、図２１に示すように、ｎ型窒化物半導体電子供給層７３の表面上に、ソースコ
ンタクト層７５Ｓおよびドレインコンタクト層７５Ｄを形成した後に、ソース電極７８Ｓ
、ドレイン電極７８Ｄおよびゲート電極７７をそれぞれ形成する。以上により、実施の形
態１－２の窒化物半導体トランジスタ素子３００を作製することができる。
【０１９５】
　実施の形態１－２の窒化物半導体トランジスタ素子３００においても、実施の形態１－
１と同様に、第１の窒化物半導体下地層４の表面の平面視において、ａ（ｓｕｂ）軸方向
に現れる２つの第１の斜めファセット面４ｒと、ａ（ｓｕｂ）軸方向に対して＋６０°の
角度で傾いた方向およびａ（ｓｕｂ）軸方向に対して－６０°の角度で傾いた方向にそれ
ぞれ２つずつ現れる第１の斜めファセット面４ｒと、が現れる条件で第１の窒化物半導体
下地層４を成長させている。これにより、特に、窒化物半導体電子走行層７１の最上面の
２次元電子走行領域における結晶欠陥が低減するため、電子の移動度を向上させることが
できる。
【０１９６】
　したがって、実施の形態１－２の窒化物半導体トランジスタ素子３００においても、窒
化物半導体中間層２の表面上に積層されたそれぞれの層については転位密度が低く結晶性
に優れた層とすることができるため、電子移動度などの特性が向上した素子とすることが
できる。
【０１９７】
　以上のように、本実施の形態によれば、凸部１ａおよび凹部１ｂを有する基板１の表面
上に積層される第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化物半導体下地層５の形状を
制御している。これにより、第２の窒化物半導体下地層５の上面５ａ上に積層される窒化
物半導体層のＭＯＣＶＤ法による成長中およびそれ以降のプロセス中においてウエハの割
れおよびクラックの発生を抑制しつつ、窒化物半導体層のＸ線半値幅等で表わされる結晶
性を向上することができるとともに、ＣＬ法やＥＰＤ等で表される欠陥密度を低減するこ
とができるため、発光効率および電子移動度等で表されるデバイス特性を向上させた窒化
物半導体素子および窒化物半導体素子の下地となる窒化物半導体構造を提供することがで
きる。
【０１９８】
　＜実施の形態２－１＞
　図２２に、本発明の窒化物半導体素子の他の一例である実施の形態２－１の窒化物半導
体発光ダイオード素子の模式的な断面図を示す。
【０１９９】
　実施の形態２－１の窒化物半導体発光ダイオード素子２００は、主に凹部１ｂにおける
窒化物半導体中間層２の表面に接するようにして設けられた第３の窒化物半導体下地層３
と、少なくとも第３の窒化物半導体下地層３に接するように設けられた第１の窒化物半導
体下地層４と、少なくとも第１の窒化物半導体下地層４の表面に接するようにして設けら
れた第２の窒化物半導体下地層５(下層５Ａおよび上層５Ｂからなる)と、ｎ型窒化物半導
体コンタクト層７の表面上に設けられたｎ型窒化物半導体超格子層９２とを備えているこ
とを特徴としている。
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【０２００】
　第３の窒化物半導体下地層３は、基板１の凹部１上に設けられて、基板１の凸部１ａの
外側において凸部１ａを取り囲む第３の斜めファセット面３ｆと、第３の斜めファセット
面３ｆを連結する第３の平坦領域３ｃとを有している。
【０２０１】
　また、第３の窒化物半導体下地層３の表面においては、第３の斜めファセット面３ｆの
面積割合が、第３の平坦領域３ｃの面積割合よりも小さくなっている。
【０２０２】
　第１の窒化物半導体下地層４は、基板１の凸部１ａの外側において、凸部１ａを取り囲
む第１の斜めファセット面４ｒを少なくとも６つ有するとともに、第１の斜めファセット
面４ｒを連結する第１の平坦領域４ｃを有している。第１の斜めファセット面４ｒは、六
方晶構造をとる窒化物半導体層のｍ（ｌａｙｅｒ）軸方向に対して傾斜する面を含んでお
り、第１の平坦領域４ｃは、六方晶構造をとる窒化物半導体層のｍ（ｌａｙｅｒ）軸方向
に対して垂直な面である。なお、第１の窒化物半導体下地層４は、その少なくとも一部が
第３の窒化物半導体下地層３に接するように設けられていればよい。
【０２０３】
　第２の窒化物半導体下地層５の下面（下層５Ａの下面）５Ｌは、第１の窒化物半導体下
地層４の第１の斜めファセット面４ｒに接しており、第２の窒化物半導体下地層５の上面
（上層５Ｂの上面）５Ｕは平坦となっている。また、第２の窒化物半導体下地層５の下層
５Ａの上面（上層５Ｂの下面）５Ｍも平坦となっている。なお、第２の窒化物半導体下地
層５は、その少なくとも一部が第１の窒化物半導体下地層４の表面に接するように設けら
れていればよい。
【０２０４】
　たとえば、第２の窒化物半導体下地層５の下層５Ａの上面５Ｍ、および第２の窒化物半
導体下地層５の上面５Ｕの表面粗さＲａ（ＪＩＳ　Ｂ　０６０１：２００１）は、それぞ
れ、０．１μｍ以下となっている。
【０２０５】
　以下、実施の形態２－１の窒化物半導体発光ダイオード素子２００の製造方法の一例に
ついて説明する。
【０２０６】
　まず、三方晶コランダムあるいは六方晶の結晶からなる基板１を準備する。三方晶コラ
ンダムあるいは六方晶の結晶からなる基板１としては、たとえば、サファイア（Ａｌ2Ｏ3

）単結晶、ＡｌＮ単結晶またはＧａＮ単結晶などからなる基板を用いることができる。
【０２０７】
　また、基板１の口径は特には限定されないが、たとえば１５０ｍｍ（約６インチ）とす
ることができる。基板１としては、従来は５０．８ｍｍ（２インチ）程度の比較的小さな
口径の基板を用いることが一般的であったが、生産性を高めるためには大口径の基板を用
いることが好ましい。しかしながら、大口径の基板１を用いた場合には、基板１と窒化物
半導体層との熱膨張率差による応力に主に起因して生じる反りがより大きくなり、その結
果、基板１の割れや窒化物半導体層の表面にクラックが生じやすくなるという問題が生じ
る。本発明は、後述するように、１００ｍｍ（約４インチ）以上の大口径の基板１を用い
た場合にも、基板１の割れや窒化物半導体層の表面に発生するクラックを抑制することが
できる。
【０２０８】
　次に、図２の模式的断面図に示すように、基板１の表面に、凹部１ｂと、凹部１ｂの間
に設けられた凸部１ａと、を形成する。
【０２０９】
　図３に、図２に示す基板１の表面の一例の模式的な拡大平面図を示す。ここで、頂点に
凸部１ａが配置される仮想の三角形１ｔの各内角の角度は、基板１の表面の平面視におい
て、５０゜以上７０゜以下であることが好ましい。この場合には、第３の窒化物半導体下
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地層３が凹部１ｂの領域上に安定して成長を開始する傾向にある。そして、第３の窒化物
半導体下地層３上に形成した第１の窒化物半導体下地層４の成長が進むと、第１の窒化物
半導体下地層４は、凸部１ａを中心として凸部１ａの外側において凸部１ａを取り囲むよ
うに少なくとも６つの第１の斜めファセット面４ｒを形成できる傾向にある。
【０２１０】
　また、隣り合う凸部１ａの間隔は、基板１の表面の平面視において、０．２μｍ以上７
μｍ以下とすることが好ましく、１μｍ以上３μｍ以下とすることがより好ましく、２μ
ｍ程度とすることがさらに好ましい。隣り合う凸部１ａの間隔が０．２μｍ以上７μｍ以
下である場合には、プロセス上の問題が少なくなる傾向にある。プロセス上の問題として
は、たとえば、凸部１ａの高さを高くするためのドライエッチング時間が長くなることや
、第２の窒化物半導体下地層５の上面５Ｕを完全に平坦とするまでに要する成長時間が長
くなり過ぎることなどの問題が挙げられる。なお、本明細書において、隣り合う凸部１ａ
の間隔は、隣り合う凸部１ａの間の最短距離を意味する。
【０２１１】
　また、基板１の表面の平面視において、凸部１ａの円形の円の直径は、隣り合う凸部１
ａの間隔の１／２以上３／４以下とすることが好ましい。たとえば、隣り合う凸部１ａの
間隔が２μｍである場合には、凸部１ａの円形の円の直径は１．２μｍ程度とすることが
より好ましい。凸部１ａの円形の円の直径が隣り合う凸部１ａの間隔の１／２以上３／４
以下である場合、特に１．２μｍ程度である場合には、第３の窒化物半導体下地層３が、
凸部１ａの領域上よりも、凹部１ｂの領域上に安定して成長を開始する傾向にある。
【０２１２】
　また、凸部１ａの高さは、基板１の表面の平面視における凸部１ａの円形の円の直径の
１／４以上１以下とすることが好ましい。たとえば、凸部１ａの円形の円の直径が１．２
μｍである場合には、凸部１ａの高さは０．６μｍ程度とすることがより好ましい。この
場合には、第３の窒化物半導体下地層３が、凸部１ａの領域上よりも、凹部１ｂの領域上
に安定して成長を開始する傾向にある。
【０２１３】
　また、凸部１ａの形状は、たとえば、図３に示す凸部の中心を通るＢ－Ｂ線に沿った模
式的な拡大断面図である図４に示すように、先端部１ｃを備える形状であることが好まし
い。凸部１ａの上面が平坦である場合には、凹部１ｂだけでなく凸部１ａの平坦な上面に
も後述する第３の窒化物半導体下地層３が成長することがある。一方、凸部１ａが先端部
１ｃを備える形状である場合には、第３の窒化物半導体下地層３および第１の窒化物半導
体下地層４は凹部１ｂから選択的に成長し、引き続き成長する第２の窒化物半導体下地層
５が凸部１ａの先端部１ｃの上方で会合するため、結晶欠陥が生じる領域が限定され、全
体としての欠陥の数を減らせると考えられる。
【０２１４】
　次に、図５の模式的断面図に示すように、基板１の表面上に窒化物半導体中間層２を形
成する。ここで、窒化物半導体中間層２は、たとえば、チャンバーにＮ2とＡｒとを導入
し、Ｎ2とＡｒとの混合雰囲気においてＡｌターゲットをスパッタする反応性スパッタ法
によって形成することができる。Ａｒは必ずしもチャンバーに導入しなくてもよい。また
導入ガスとして微量のＯ2を加えてもよく、微量のＯ2を含む導入ガスを用いることによっ
て、チャンバー内の残留水分を起源とする酸素を含む窒化物半導体中間層２よりも良質な
膜が得られる。
【０２１５】
　次に、図２３の模式的断面図に示すように、窒化物半導体中間層２の表面上に第３の窒
化物半導体下地層３を形成し、図２４の模式的断面図に示すように、第３の窒化物半導体
下地層３の表面上に第１の窒化物半導体下地層４を形成する。また、図２５の模式的断面
図に示すように、第１の窒化物半導体下地層４の表面上に第２の窒化物半導体下地層５の
下層５Ａを形成し、図２６の模式的断面図に示すように、第２の窒化物半導体下地層５の
下層５Ａの表面上に第２の窒化物半導体下地層５の上層５Ｂを形成する。
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【０２１６】
　ここで、第３の窒化物半導体下地層３、第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化
物半導体下地層５（下層５Ａおよび上層５Ｂ）は、それぞれ、たとえばＭＯＣＶＤ（Meta
l　Organic　Chemical　Vapor　Deposition）法によって、窒化物半導体中間層２の表面
上に順次形成することができる。
【０２１７】
　より具体的には、図２７の模式的断面図に示すように、まず、主に凹部１ｂにおける窒
化物半導体中間層２の表面上に第３の窒化物半導体下地層３（例えば、厚さｔ3＝３００
ｎｍ）を形成し、次に、少なくとも第３の窒化物半導体下地層３の表面上に第１の窒化物
半導体下地層４（例えば、厚さｔ4＝１４００ｎｍ）を形成し、その後、少なくとも第１
の窒化物半導体下地層４の表面上に第２の窒化物半導体下地層５を形成する。ここで、第
２の窒化物半導体下地層５は、アンドープである下層５Ａ（例えば、厚さｔ5A＝４０００
ｎｍ）と、ｎ型ドーピングである上層５Ｂ（例えば、ｔ5B＝厚さ３０００ｎｍ）との積層
体からなる。
【０２１８】
　次に、図２８の模式的断面図を参照して、結晶欠陥が少なく、かつ平坦な上面５Ｕを有
する第２の窒化物半導体下地層５の製造方法、特に成長モードについて説明する。
【０２１９】
　〔窒化物半導体下地層の成長モード〕
　まず、第３の窒化物半導体下地層３、第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化物
半導体下地層５（以下、「窒化物半導体下地層の各層」とする。）は、それぞれ、適切な
成長モードを選んで成長させる。以下、本明細書においては、下記のように、成長モード
を便宜的に定義する。
２次元成長モード：平坦な表面が得られやすい成長モード
３次元成長モード：斜めファセット面が形成されやすい成長モード
２．５次元成長モード：２次元成長モードと３次元成長モードとの中間的な成長モード
　〔窒化物半導体下地層の成長モードと成長パラメータとの関係〕
　次に、窒化物半導体下地層の各層の成長に用いられる成長モードの切り替えは、それぞ
れ、（Ａ－２）成長温度、（Ｂ－２）成長圧力、および（Ｃ－２）Ｖ／ＩＩＩ比の３つの
成長パラメータを適切に選択することにより行なうことができる。
【０２２０】
　具体的には、以下の（Ａ－２）、（Ｂ－２）および（Ｃ－２）の少なくとも１つの成長
パラメータあるいはその組合せにより実現することができる。ここで、本発明者が鋭意研
究に努めた結果、これら３つのそれぞれの成長パラメータと、窒化物半導体下地層の成長
モードとの相関を知り得ることができた。
（Ａ－２）成長温度
　成長温度が高いほど２次元成長モードになりやすく、成長温度が低いほど３次元成長モ
ードになりやすい。
（Ｂ－２）成長圧力
　成長圧力が低いほど２次元成長モードになりやすく、成長圧力が高いほど３次元成長モ
ードになりやすい。
（Ｃ－２）Ｖ／ＩＩＩ比
　Ｖ／ＩＩＩ比が小さいほど２次元成長モードになりやすく、Ｖ／ＩＩＩ比が大きいほど
３次元成長モードになりやすい。なお、Ｖ／ＩＩＩ比は、窒化物半導体下地層の成長時に
単位時間当たりに供給されるＶ族原料ガスのモル量と、単位時間当たりに供給されるＩＩ
Ｉ族原料ガスのモル量との比である。
【０２２１】
　そこで、結晶欠陥が少なく結晶性の高い平坦な上面５Ｕを有する第２の窒化物半導体下
地層５を形成するためには、まず、第３の窒化物半導体下地層３は、平坦な表面が得られ
る「２次元成長モード」と斜めファセットの結晶面が優先的に出現する「３次元成長モー
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ド」との中間的な成長モードである「２．５次元成長モード」で成長させる。
【０２２２】
　これにより、第３の窒化物半導体下地層３の表面は、第３の斜めファセット面３ｆと、
第３の平坦領域３ｃとを有する。そして、それぞれの第３の窒化物半導体下地層３の表面
における第３の斜めファセット面３ｆの面積割合が第３の平坦領域３ｃの面積割合よりも
小さくなる。
【０２２３】
　第１の窒化物半導体下地層４は、第１の斜めファセット面４ｒが形成されるように「３
次元成長モード」で成長させる。
【０２２４】
　これにより、第１の窒化物半導体下地層４の表面は、第１の斜めファセット面４ｒと、
第１の平坦領域４ｃとを有する。そして、それぞれの第１の窒化物半導体下地層４の表面
の平面視における第１の斜めファセット面４ｒの面積割合が第１の平坦領域４ｃの面積割
合よりも大きくなる。
【０２２５】
　さらに、第２の窒化物半導体下地層５は、第１の斜めファセット面４ｒを埋め込んで平
坦な上面５Ｕを形成するために「２次元成長モード」で成長させる。
【０２２６】
　これにより、結晶欠陥が少なく結晶性が良く、かつ平坦な上面５Ｕを有する第２の窒化
物半導体下地層５を形成することができる。
【０２２７】
　すなわち、第３の窒化物半導体下地層３の表面に第３の斜めファセット面３ｆを設ける
ことによって窒化物半導体層のｃ（ｌａｙｅｒ）軸方向に伸長する転位を第３の斜めファ
セット面３ｆの方向に曲げることにより、その数を低減する。
【０２２８】
　そして、第１の窒化物半導体下地層４の表面の平面視における第１の平坦領域４ｃの面
積割合よりも大きい面積割合の第１の斜めファセット面４ｒを設けることによって、窒化
物半導体層のｃ（ｌａｙｅｒ）軸方向に伸長する転位を第１の斜めファセット面４ｒの方
向に曲げて、その数をさらに低減する。
【０２２９】
　このように窒化物半導体層のｃ（ｌａｙｅｒ）軸方向に伸長する転位の数が低減された
第１の窒化物半導体下地層４の表面上に、平坦な表面を有する窒化物半導体層の成長を促
進する２次元成長モードで第２の窒化物半導体下地層５を成長させることによって、結晶
欠陥が少なく結晶性が良く、かつ平坦な上面５Ｕを有する第２の窒化物半導体下地層５を
形成することができる。
【０２３０】
　なお、第２の窒化物半導体下地層５は、下層５Ａと上層５Ｂとの積層体からなるが、下
層５Ａはアンドープ層であり、上層５Ｂは下層５Ａと基本的に同じ成長条件のままｎ型ド
ーピングを行なうことにより成長させることができる。
【０２３１】
　以上の結果をまとめると、第３の窒化物半導体下地層３および第１の窒化物半導体下地
層４を形成する工程は、以下の（ｉ－２）、（ｉｉ－２）および（ｉｉｉ－２）からなる
群から選択された少なくとも１つの条件を満たすように行なわれることが好ましい。これ
により、クラックが生じにくく、Ｘ線ロッキングカーブの半値幅の狭い窒化物半導体下地
層が得られる傾向にある。
（ｉ－２）第３の窒化物半導体下地層３の成長時の成長温度を第１の窒化物半導体下地層
４の成長時の成長温度よりも高くする。
（ｉｉ－２）第３の窒化物半導体下地層３の成長時の圧力を第１の窒化物半導体下地層の
成長時の圧力よりも低くする。
（ｉｉｉ－２）第３の窒化物半導体下地層３の成長時に供給されるガスのＶ／ＩＩＩ比を
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第１の窒化物半導体下地層４の成長時に供給されるガスのＶ／ＩＩＩ比よりも低くする。
【０２３２】
　また、第３の窒化物半導体下地層３、第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化物
半導体下地層５を形成する工程は、以下の（Ｉ－２）、（ＩＩ－２）および（ＩＩＩ－２
）からなる群から選択された少なくとも１つの条件を満たすように行なわれるとともに、
以下の（ａ－２）、（ｂ－２）および（ｃ－２）からなる群から選択された少なくとも１
つの条件を満たすように行なわれることが好ましい。これにより、クラックが生じにくく
、Ｘ線ロッキングカーブの半値幅の狭い窒化物半導体下地層が得られる傾向にある。
（Ｉ－２）第２の窒化物半導体下地層５の成長時の成長温度を第３の窒化物半導体下地層
３の成長時の成長温度よりも高くする。
（ＩＩ－２）第２の窒化物半導体下地層５の成長時の圧力を第３の窒化物半導体下地層３
の成長時の圧力よりも低くする。
（ＩＩＩ－２）第２の窒化物半導体下地層５の成長時に供給されるガスのＶ／ＩＩＩ比を
第３の窒化物半導体下地層３の成長時に供給されるガスのＶ／ＩＩＩ比よりも低くする。

（ａ－２）第２の窒化物半導体下地層５の成長時の成長温度を第１の窒化物半導体下地層
４の成長時の成長温度よりも高くする。
（ｂ－２）第２の窒化物半導体下地層５の成長時の圧力を第１の窒化物半導体下地層４の
成長時の圧力よりも低くする。
（ｃ－２）第２の窒化物半導体下地層５の成長時に供給されるガスのＶ／ＩＩＩ比を第１
の窒化物半導体下地層４の成長時に供給されるガスのＶ／ＩＩＩ比よりも低くする。
【０２３３】
　図２９に、第３の窒化物半導体下地層３の表面の一例の模式的な拡大平面図を示す。図
２９に示すように、第３の窒化物半導体下地層３は、凸部１ａの外側において、凸部１ａ
を取り囲む第３の斜めファセット面３ｆを有している。
【０２３４】
　また、１つの凸部１ａを取り囲む第３の斜めファセット面３ｆと、他の１つの凸部１ａ
を取り囲む第３の斜めファセット面３ｆとは、第３の窒化物半導体下地層３の第３の平坦
領域３ｃで連結されている。
【０２３５】
　第３の窒化物半導体下地層３の第３の斜めファセット面３ｆは、第３の窒化物半導体下
地層３の第３の平坦領域３ｃから基板１の凸１ａに向かって下りながら傾斜している。
【０２３６】
　図３０に、第３の窒化物半導体下地層３の表面の他の一例の模式的な拡大平面図を示す
。図３０に示す例においては、基板１の凹部１ｂのほぼ全面が第３の窒化物半導体下地層
３の第３の平坦領域３ｃで均一に覆われており、第３の斜めファセット面３ｆが凸部１ａ
の周囲にわずかに形成されている点を特徴としている。
【０２３７】
　すなわち、図３０に示す例においては、図２９に示す例と比べて、第３の窒化物半導体
下地層３の表面において、第３の平坦領域３ｃが占める面積割合が、第３の斜めファセッ
ト面３ｆが占める面積割合よりも大きくなっている。
【０２３８】
　図３１に、図３０のＢ－Ｂに沿った模式的な断面図を示す。第３の窒化物半導体下地層
３は、基板１の凹部１ｂの上方の領域から選択的に成長が進行する。そして、第３の窒化
物半導体下地層３の成長の進行により、基板１の凹部１ｂの上方の領域のほぼ全面が第３
の窒化物半導体下地層３の第３の平坦領域３ｃで均一に覆われ、第３のファセット面３ｆ
が基板１の凸部１ａの周囲にわずかに形成される。
【０２３９】
　図３２に、第３の窒化物半導体下地層３の表面の他の一例の模式的な拡大平面図を示す
。図３２に示す例においては、第３の窒化物半導体下地層３の表面に粗面領域３ｄが形成
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されていることを特徴としている。ここで、第３の窒化物半導体下地層３が、６０ｎｍ以
上の層厚を有する場合でも、凹部の上方の領域の第３の窒化物半導体下地層３の表面には
、第３の平坦領域３ｃと、第３の平坦領域３ｃよりも粗い粗面領域３ｄとが混在する。こ
の場合、この粗面領域３ｄの表面上に第１の窒化物半導体下地層４を成長すると、第１の
窒化物半導体下地層４の表面はさらに大きな粗面になりやすく、さらにその上に成長する
第２の窒化物半導体下地層５の表面は平坦化しにくいと問題が生じる。
【０２４０】
　第３の窒化物半導体下地層３は、第３の窒化物半導体下地層３の表面を占める粗面領域
３ｄの面積割合が５％以下となる条件で成長させられることが好ましい。この場合には、
第３の窒化物半導体下地層３の表面上に成長する第１の窒化物半導体下地層４および第２
の窒化物半導体下地層５がそれぞれ結晶欠陥が少なく結晶性の良好な膜となる傾向にある
。
【０２４１】
　図３３に、第３の窒化物半導体下地層３の形成後に成長させた第１の窒化物半導体下地
層４の表面の一例の模式的な拡大平面図を示す。第１の窒化物半導体下地層４は、基板１
の凸部１ａの外側において、凸部１ａを取り囲む６つの第１の斜めファセット面４ｒを有
している。
【０２４２】
　図３３に示す平面視において、第１の斜めファセット面４ｒは、ａ（ｓｕｂ）軸方向に
２つ現れ、ａ（ｓｕｂ）軸方向に対して＋６０°の角度で傾いた方向およびａ（ｓｕｂ）
軸方向に対して－６０°の角度で傾いた方向（いずれもｕ方向）にそれぞれ２つずつ現れ
ている（この場合を「ケース２－１」とする。）。
【０２４３】
　より具体的には、６つの第１の斜めファセット面４ｒのうち、図３３に示す第１の窒化
物半導体下地層４の表面の平面視において、ａ（ｓｕｂ）軸方向に現れる２つの第１の斜
めファセット面４ｒは、ａ（ｓｕｂ）軸方向（＜１１－２０＞方向）に対して斜め上方に
傾斜しており、その傾斜した方向に第１の斜めファセット面４ｒが伸長している。
【０２４４】
　また、同様に、第１の窒化物半導体下地層４の表面の平面視において、ａ（ｓｕｂ）軸
方向に対して＋６０°の角度で傾いた方向およびａ（ｓｕｂ）軸方向に対して－６０°の
角度で傾いた方向（いずれもｕ方向）にそれぞれ２つずつ現れる第１の斜めファセット面
４ｒも、ａ（ｓｕｂ）軸方向に対して＋６０°の角度で傾いた方向およびａ（ｓｕｂ）軸
方向に対して－６０°の角度で傾いた方向に対してそれぞれ斜め上方に傾斜しており、そ
の傾斜した方向に第１の斜めファセット面４ｒが伸長している。
【０２４５】
　図３４に、図３３のＢ－Ｂに沿った模式的な断面図を示す。図３４に現れる第１の斜め
ファセット面４ｒは、第１の斜めファセット面４ｒの存在する範囲内では、その断面の奥
行き方向においても同様に現れる面である。
【０２４６】
　また、１つの凸部１ａを取り囲む第１の斜めファセット面４ｒと、他の１つの凸部１ａ
を取り囲む第１の斜めファセット面４ｒとは、第１の窒化物半導体下地層４の上面４ｃで
連結されている。
【０２４７】
　ここで、凸部１ａの外周を取り囲む６つの第１の斜めファセット面４ｒは、それぞれ、
凸部１ａから斜め上方に伸張することによって傾斜している。
【０２４８】
　図３５に、第３の窒化物半導体下地層３の形成後に成長させた第１の窒化物半導体下地
層４の表面の他の一例の模式的な拡大平面図を示す。図３５に示す例においては、基板１
の表面の凸部１ａがａ（ｓｕｂ）軸方向に対して＋３０°傾斜した方向およびａ（ｓｕｂ
）軸方向に対して－３０°傾斜した方向にそれぞれに配列している場合の第１の窒化物半
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導体下地層４の第１の斜めファセット面４ｒと第１の平坦領域４ｃとの位置関係が示され
ている（この場合を「ケース２－２」とする。）。
【０２４９】
　６つの第１の斜めファセット面４ｒが形成される３次元成長モードで第１の窒化物半導
体下地層４を成長させる場合には、第１の窒化物半導体下地層４の第１の斜めファセット
面４ｒおよび第１の平坦領域４ｃは、それぞれ、基板１の凸部１ａの配列の影響を受けや
すくなる。
【０２５０】
　ケース２－２においては、第１の窒化物半導体下地層４の表面の平面視において、第１
の窒化物半導体下地層４の第１の平坦領域４ｃの形状が三角形が連なったような形状にな
り、第２の窒化物半導体下地層５の成長モードである２次元成長モードに切り替えた後に
第１の平坦領域４ｃ上に第２の窒化物半導体下地層５が形成される。第１の窒化物半導体
下地層４の第１の平坦領域４ｃの結晶欠陥は第２の窒化物半導体下地層５に引き継がれて
伝播する傾向にあるため、第１の窒化物半導体下地層４の表面に占める第１の平坦領域４
ｃの面積がより小さいケース２－１の場合の方がケース２－２の場合と比べて第２の窒化
物半導体下地層５において結晶欠陥の少ない良好な結晶性の膜となる傾向にある。
【０２５１】
　図２７に示す第３の窒化物半導体下地層３の厚さｔ3は、６０ｎｍ以上、凸部１ａの高
さ以下（たとえば凸部１ａの高さが０．６μｍの場合には６００ｎｍ以下）であることが
好ましい。厚さｔ3が６０ｎｍ以上である場合には、凹部１ｂにおける窒化物半導体中間
層２の領域全体を第３の窒化物半導体下地層３が覆うため、その結果、第１の窒化物半導
体下地層４および第２の窒化物半導体下地層５がそれぞれ結晶欠陥が少なく結晶性の良好
な膜となる傾向にある。厚さｔ3が凸部１ａの高さ以下である場合には、第１の窒化物半
導体下地層４の成長時において第１の斜めファセット面４ｒが形成されやすくなるため、
第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化物半導体下地層５がそれぞれ結晶欠陥の少
ない良好な結晶性を有する膜となりやすい傾向にある。
【０２５２】
　また、図２７に示す第３の窒化物半導体下地層３と第１の窒化物半導体下地層４とを合
わせた膜の最も厚い部分の厚さｔ34は、基板１の表面の平面視において隣り合う凸部１ａ
の間隔の０．５倍以上２倍以下であることが好ましい。たとえば、基板１の表面の平面視
において隣り合う凸部１ａの間隔が２μｍである場合には、厚さｔ34は１μｍ以上４μｍ
以下であることが好ましい。厚さｔ34が基板１の表面の平面視において隣り合う凸部１ａ
の間隔の０．５倍以上である場合には、第１の窒化物半導体下地層４の表面における第１
の斜めファセット面４ｒの面積割合が第１の平坦領域４ｃの面積割合よりもさらに大きく
なるため、第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化物半導体下地層５がそれぞれ結
晶欠陥の少ない良好な結晶性を有する膜となりやすい傾向にある。また、厚さｔ34が基板
１の表面の平面視において隣り合う凸部１ａの間隔の２倍以下である場合には、第１の斜
めファセット４ｒが形成された状態で凸部１ａを埋め込む傾向が小さくなるため、凸部１
ａの上方に結晶欠陥が残りにくくなる傾向にある。
【０２５３】
　第２の窒化物半導体下地層５の厚さ（下層５Ａの厚さｔ5Aと上層５Ｂの厚さｔ5Bとの合
計の厚さ）は、凸部１ａの高さの２倍以上であることが好ましい。たとえば、凸部１ａの
高さが０．６μｍである場合には、１．２μｍ以上であることが好ましい。第２の窒化物
半導体下地層５の厚さが、凸部１ａの高さの２倍以上である場合には、第２の窒化物半導
体下地層５の下層５Ａで凸部１ａを埋め込むことができる傾向が大きくなるため、第２の
窒化物半導体下地層５の下層５Ａの上面５Ｍが平坦となる傾向が大きくなる。
【０２５４】
　なお、第３の窒化物半導体下地層３としては、たとえば、Ａｌx10Ｇａy10Ｉｎz10Ｎ（
０≦ｘ１０≦１、０≦ｙ１０≦１、０≦ｚ１０≦１、ｘ１０＋ｙ１０＋ｚ１０≠０）の式
で表わされるＩＩＩ族窒化物半導体からなる層を用いることができる。また、第３の窒化
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物半導体下地層３、第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化物半導体下地層５は、
材料としては同じ組成とし、成長条件のみを変えることが好ましい。
【０２５５】
　第３の窒化物半導体下地層３の成長時における成長モードから第１の窒化物半導体下地
層４の成長時における成長モードへの切り替え、ならびに第１の窒化物半導体下地層４の
成長時における成長モードから第２の窒化物半導体下地層５の成長時における成長モード
への切り替え時に、それぞれ、たとえば２秒～６０秒程度の成長中断時間を設け、その間
に成長条件を変更することが好ましいが、連続的に条件を変化させてもよい。
【０２５６】
　第３の窒化物半導体下地層３、第１の窒化物半導体下地層４、第２の窒化物半導体下地
層５としては、それぞれ、柱状結晶の集合体からなる窒化物半導体中間層２中の転位など
の結晶欠陥を引き継がないようにするために、ＩＩＩ族元素としてＧａを含む窒化物半導
体層を用いることが好ましい。
【０２５７】
　窒化物半導体中間層２中の転位を引き継がないようにするためには窒化物半導体中間層
２との界面付近で転位をループさせる必要があるが、第３の窒化物半導体下地層３がＧａ
を含むＩＩＩ族窒化物半導体からなる場合には転位のループが生じやすい。そこで、Ｇａ
を含むＩＩＩ族窒化物半導体からなる第３の窒化物半導体下地層３、第１の窒化物半導体
下地層４、および第２の窒化物半導体下地層５をそれぞれ用いることによって、窒化物半
導体中間層２との界面付近で転位をループ化して閉じ込めて、窒化物半導体中間層２から
第１の窒化物半導体下地層４に転位が引き継がれるのを抑えることができる傾向にある。
【０２５８】
　また、第３の窒化物半導体下地層３の形成直前の窒化物半導体中間層２の表面に熱処理
を行なってもよい。この熱処理によって、窒化物半導体中間層２の表面の清浄化と結晶性
の向上とを図ることができる傾向にある。この熱処理は、たとえばＭＯＣＶＤ法が用いら
れるＭＯＣＶＤ装置内で行なうことができ、熱処理時の雰囲気ガスとしては、たとえば水
素ガスや窒素ガスなどを用いることができる。
【０２５９】
　また、上記の熱処理時における窒化物半導体中間層２の分解を防ぐためには、熱処理時
の雰囲気ガスにアンモニアガスを混合してもよい。また、上記の熱処理は、たとえば９０
０℃以上１２５０℃以下の温度でたとえば１分間以上６０分間以下の時間行なうことがで
きる。
【０２６０】
　第３の窒化物半導体下地層３、第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化物半導体
下地層５の下層５Ａをそれぞれアンドープとし、第２の窒化物半導体下地層５の上層５Ｂ
にｎ型ドープとすることが好ましいが、第３の窒化物半導体下地層３、第１の窒化物半導
体下地層４および第２の窒化物半導体下地層５の下層５Ａをそれぞれｎ型ドープとしても
よい。ｎ型ドープとする場合には、ｎ型ドーパントが１×１０17ｃｍ-3以上１×１０19ｃ
ｍ-3以下の範囲でドーピングされていてもよい。
【０２６１】
　ｎ型ドーパントとしては、たとえば、シリコン、ゲルマニウムおよび錫からなる群から
選択された少なくとも１つなどを用いることができ、なかでもシリコンを用いることが好
ましい。ｎ型ドーパントにシリコンを用いる場合には、ｎ型ドーピングガスとしてはシラ
ンガスまたはジシランガスを用いることが好ましい。
【０２６２】
　第３の窒化物半導体下地層３、第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化物半導体
下地層５のそれぞれの成長時における基板１の温度は、８００℃以上１２５０℃以下であ
ることが好ましく、９００℃以上１１５０℃以下であることがより好ましい。第３の窒化
物半導体下地層３、第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化物半導体下地層５のそ
れぞれの成長時における基板１の温度が８００℃以上１２５０℃以下である場合、特に９
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００℃以上１１５０℃以下である場合には、結晶欠陥の少ない結晶性に優れた第３の窒化
物半導体下地層３、第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化物半導体下地層５を成
長させることができる傾向にある。
【０２６３】
　次に、たとえばＭＯＣＶＤ法によって、第２の窒化物半導体下地層５の表面上にｎ型窒
化物半導体コンタクト層７を形成する。なお、ｎ型窒化物半導体コンタクト層７は、その
少なくとも一部が第２の窒化物半導体下地層５の表面に接するようにして設けられていれ
ばよい。
【０２６４】
　第３の窒化物半導体下地層３と、第１の窒化物半導体下地層４と、第２の窒化物半導体
下地層５と、ｎ型窒化物半導体コンタクト層７との厚さの合計は、４μｍ以上２０μｍ以
下とすることが好ましく、４μｍ以上１５μｍ以下とすることがより好ましい。第３の窒
化物半導体下地層３と、第１の窒化物半導体下地層４と、第２の窒化物半導体下地層５と
、ｎ型窒化物半導体コンタクト層７との厚さの合計が４μｍ以上である場合には、これら
の層の結晶性が良好となり、これらの層の表面にピット（ｐｉｔ）が生じにくくなる傾向
にある。一方、第３の窒化物半導体下地層３と、第１の窒化物半導体下地層４と、第２の
窒化物半導体下地層５と、ｎ型窒化物半導体コンタクト層７との厚さの合計が１５μｍ以
下である場合には、基板１の反りが大きくならず、ウエハの割れやウエハのフォトリソグ
ラフィ加工における露光ムラが起こりにくくなり、素子の収率が高くなる傾向にある。ま
た、第３の窒化物半導体下地層３と、第１の窒化物半導体下地層４と、第２の窒化物半導
体下地層５と、ｎ型窒化物半導体コンタクト層７との厚さの合計が、特に４μｍ以上１５
μｍ以下である場合には、これらの層の結晶性を良好なものとすることができるとともに
、基板１の反りの発生が抑えられて、素子の収率低下を有効に防止することができる傾向
がさらに大きくなる。なお、これらの層の厚さの合計のうちｎ型窒化物半導体コンタクト
層７の厚さの上限は特に限定されるものではない。
【０２６５】
　次に、たとえばＭＯＣＶＤ法によって、ｎ型窒化物半導体コンタクト層７の表面上にｎ
型窒化物半導体超格子層９２を形成する。ｎ型窒化物半導体超格子層９２の主な働きは、
ｎ型窒化物半導体コンタクト層７の下から上に伸びる結晶欠陥が窒化物半導体活性層１１
まで伸びるのを、ｎ型窒化物半導体超格子層９２の超格子を構成する各層間の界面を用い
て抑制することにある。
【０２６６】
　ｎ型窒化物半導体超格子層９２としては、たとえば厚さ２．５ｎｍのＩｎx11Ｇａ1-x11

Ｎ（０＜ｘ１１≦1、例えばｘ１１＝０．０２）からなる低バンドギャップ層と、たとえ
ば厚さ２．５ｎｍのＧａＮからなる高バンドギャップ層とを交互に１０ペア積層した超格
子構造を用いることができるが、低バンドギャップ層と高バンドギャップ層との組成はこ
れに限られない。低バンドギャップ層は組成に揮発性のＩｎを含んでいるため、ｎ型窒化
物半導体超格子層９２全体あるいは少なくとも低バンドギャップ層についてはｎ型窒化物
半導体コンタクト層７よりも成長温度を下げることが好ましい。成長温度は一定でもよい
が、例えば低バンドギャップ層では低い温度で、高バンドギャップ層では高い温度で成長
してもよい。なお、ｎ型窒化物半導体超格子層９２を省略し、ｎ型窒化物半導体コンタク
ト層７上に窒化物半導体活性層１１を形成してもよい。この場合には、素子構造が単純と
なるため特性のばらつきが低減する傾向にある。
【０２６７】
　ｎ型窒化物半導体超格子層９２中の低バンドギャップ層、高バンドギャップ層のいずれ
か一方あるいは両方に、ｎ型ドーピングをすることが好ましく、ｎ型ドーパントのドーピ
ング濃度については、１×１０17ｃｍ-3以上１×１０20ｃｍ-3以下であることが好ましく
、１×１０18ｃｍ-3以上１×１０19ｃｍ-3以下であることがより好ましく、２×１０18ｃ
ｍ-3以上４×１０18ｃｍ-3以下とすることがさらに好ましい。この場合には、ｎ型窒化物
半導体超格子層９２の良好な結晶性を維持し、かつ素子の動作電圧を低減することができ
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る傾向にある。
【０２６８】
　次に、たとえばＭＯＣＶＤ法によって、ｎ型窒化物半導体超格子層９２の表面上に窒化
物半導体活性層１１、ｐ型窒化物半導体クラッド層１３およびｐ型窒化物半導体コンタク
ト層１５をこの順に形成する。
【０２６９】
　次に、ｐ型窒化物半導体コンタクト層１５の表面上にたとえばＩＴＯ（Indium　Tin　O
xide）からなる透光性電極層１９を形成する。
【０２７０】
　次に、ｐ側電極２１の形成後の積層体の一部をエッチングにより除去することによって
、ｎ型窒化物半導体コンタクト層７の表面の一部を露出させる。
【０２７１】
　次に、透光性電極１９の表面上にｐ側電極２１を、ｎ型窒化物半導体コンタクト層７の
露出した表面上にｎ側電極２０を同時に形成する。ｐ側電極２１およびｎ側電極２０とし
ては、たとえば、ニッケル層、アルミニウム層、チタン層および金層の積層膜を形成する
ことができる。
【０２７２】
　なお、ｐ側電極２１およびｎ側電極２０を同時に形成せずに、別に形成してもよく、そ
の場合に両電極の材料を変えることにより、それぞれｐ側電極２１およびｎ側電極２０と
して最適な材料を選択することができる。
【０２７３】
　その後、ｎ側電極２０の形成後の積層体の全面にＳｉＯ2などの絶縁保護膜２３を形成
し、ｐ側電極２１およびｎ側電極２０が露出するように絶縁保護膜２３に開口部を設け、
複数の窒化物半導体発光ダイオード素子２００が形成されたウエハを個別の素子に分割す
ることによって、実施の形態２－１の窒化物半導体発光ダイオード素子２００を作製する
ことができる。
【０２７４】
　以上のようにして作製した実施の形態２－１の窒化物半導体発光ダイオード素子２００
においては、基板１の表面に設けられた窒化物半導体中間層２の表面上に、２．５次元成
長モードで第３の窒化物半導体下地層３を成長させ、３次元成長モードで第１の窒化物半
導体下地層４を成長させ、２次元成長モードで第２の窒化物半導体下地層５を成長させる
。これにより得られたＸ線ロッキングカーブ半値幅の狭い良好な結晶性を有し、かつ平坦
な第２の窒化物半導体下地層５の上面５Ｕ上に、ｎ型窒化物半導体コンタクト層７、ｎ型
窒化物半導体超格子層９２、窒化物半導体活性層１１、ｐ型窒化物半導体クラッド層１３
およびｐ型窒化物半導体コンタクト層１５がこの順序で積層される。そのため、窒化物半
導体活性層１１などの窒化物半導体下地層上の各層については転位密度が低くなり、優れ
た結晶性を有している。
【０２７５】
　したがって、このような優れた結晶性を有する窒化物半導体層から形成された実施の形
態２－１の窒化物半導体発光ダイオード素子２００は、動作電圧が低く、発光出力の高い
素子となる。
【０２７６】
　実施の形態２－１の窒化物半導体発光ダイオード素子２００をベアチップ（後述の樹脂
封止を行わない）評価用素子とし、１０個の素子に３０ｍＡの電流を流したところ、平均
して光出力４１ｍＷ、動作電圧３．０Ｖおよび発光波長４４５ｎｍの動作電圧が低く、発
光出力の高い素子が得られることが確認された。
【０２７７】
　図３６に、実施の形態２－１の窒化物半導体発光ダイオード素子２００を用いた発光装
置２１０の一例の模式的な断面図を示す。
【０２７８】
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　ここで、発光装置２１０は、実施の形態２－１の窒化物半導体発光ダイオード素子２０
０を第２のリードフレーム３１上に設置した構成を有している。そして、窒化物半導体発
光ダイオード素子２００のｐ側電極２１と第１のリードフレーム３０とが第１のワイヤ３
３で電気的に接続されているとともに、窒化物半導体発光ダイオード素子２００のｎ側電
極２０と第２のリードフレーム３１とが第２のワイヤ３４で電気的に接続されている。さ
らに、透明なモールド樹脂３５で窒化物半導体発光ダイオード素子２００がモールドされ
ていることによって、発光装置２１０は砲弾型の形状とされている。
【０２７９】
　図３６に示す構成の発光装置２１０は、実施の形態２－１の窒化物半導体発光ダイオー
ド素子２００を用いていることから、動作電圧が低く、発光出力の高い発光装置とするこ
とができる。
【０２８０】
　＜実施の形態２－２＞
　実施の形態２は、実施の形態１の窒化物半導体構造（基板１、窒化物半導体中間層２、
第３の窒化物半導体下地層３、第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化物半導体下
地層５の積層構造）を用いた電子デバイスである窒化物半導体トランジスタ素子であるこ
とを特徴としている。
【０２８１】
　図３７に、実施の形態２－２の窒化物半導体トランジスタ素子４００の模式的な断面図
を示す。窒化物半導体トランジスタ素子４００は、凸部１ａが等価な３つのａ（ｓｕｂ）
軸方向に配されたｃ面を主面とするサファイア基板からなる基板１と、基板１の表面上に
、順次積層された、ＡｌＮなどからなる窒化物半導体中間層２と、アンドープＧａＮなど
からなる第３の窒化物半導体下地層３と、アンドープＧａＮなどからなる第１の窒化物半
導体下地層４と、アンドープＧａＮなどからなる第２の窒化物半導体下地層５と、からな
る窒化物半導体構造を有している。
【０２８２】
　そして、結晶欠陥の少ない良好な結晶性を有する第２の窒化物半導体下地層５の平坦な
表面５Ｕ上にアンドープＧａＮなどからなる窒化物半導体電子走行層７１が積層され、窒
化物半導体電子走行層７１の表面上にｎ型ＡｌＧａＮなどからなるｎ型窒化物半導体電子
供給層７３が積層されている。
【０２８３】
　ｎ型窒化物半導体電子供給層７３の表面上にはゲート電極７７が備えられており、ゲー
ト電極７７の両側にｎ型ＧａＮなどからなるソースコンタクト層７５Ｓとドレインコンタ
クト層７５Ｄとが備えられている。また、ソースコンタクト層７５Ｓ上にソース電極７８
Ｓが備えられており、ドレインコンタクト層７５Ｄ上にドレイン電極７８Ｄが備えられて
いる。
【０２８４】
　以下、実施の形態２－２の窒化物半導体トランジスタ素子４００の製造方法の一例につ
いて説明する。まず、実施の形態２－１と同様にして、凸部１ａおよび凹部１ｂを有する
基板１の表面上に、反応性スパッタ法によってＡｌＮからなる窒化物半導体中間層２を形
成する。
【０２８５】
　次に、ＭＯＣＶＤ法によって、窒化物半導体中間層２の表面上に、第３の斜めファセッ
ト面３ｆと第３の平坦領域３ｃとが現れる２．５次元成長モードでアンドープＧａＮから
なる第３の窒化物半導体下地層３を成長させ、３次元成長モードでアンドープＧａＮから
なる第１の窒化物半導体下地層４を成長させる。
【０２８６】
　ここで、第１の窒化物半導体下地層４は、第１の窒化物半導体下地層４の表面の平面視
において、ａ（ｓｕｂ）軸方向に現れる２つの第１の斜めファセット面４ｒと、ａ（ｓｕ
ｂ）軸方向に対して＋６０°の角度で傾いた方向およびａ（ｓｕｂ）軸方向に対して－６
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０°の角度で傾いた方向にそれぞれ２つずつ現れる第１の斜めファセット面４ｒと、が現
れる条件で成長させる。
【０２８７】
　次に、ＭＯＣＶＤ法によって、第１の窒化物半導体下地層４の表面上にアンドープＧａ
Ｎからなる第２の窒化物半導体下地層５を２次元成長モードで成長させる。ここで、第２
の窒化物半導体下地層５は、第１の窒化物半導体下地層４の第１の斜めファセット面４ｒ
を埋め込んで平坦な上面５Ｕが現れる条件で成長させる。
【０２８８】
　次に、ＭＯＣＶＤ法によって、第２の窒化物半導体下地層５の平坦な上面５Ｕ上にｎ型
ＡｌxＧａ1-xＮからなる窒化物半導体電子走行層７１を積層し、窒化物半導体電子走行層
７１の表面上にｎ型窒化物半導体電子供給層７３を積層する。
【０２８９】
　その後、図３７に示すように、ｎ型窒化物半導体電子供給層７３の表面上に、ソースコ
ンタクト層７５Ｓおよびドレインコンタクト層７５Ｄを形成した後に、ソース電極７８Ｓ
、ドレイン電極７８Ｄおよびゲート電極７７をそれぞれ形成する。以上により、実施の形
態２－２の窒化物半導体トランジスタ素子４００を作製することができる。
【０２９０】
　実施の形態２－２の窒化物半導体トランジスタ素子４００においては、第１の窒化物半
導体下地層４の表面の平面視において、ａ（ｓｕｂ）軸方向に現れる２つの第１の斜めフ
ァセット面４ｒと、ａ（ｓｕｂ）軸方向に対して＋６０°の角度で傾いた方向およびａ（
ｓｕｂ）軸方向に対して－６０°の角度で傾いた方向にそれぞれ２つずつ現れる第１の斜
めファセット面４ｒと、が現れる条件で第１の窒化物半導体下地層４を成長させている。
これにより、特に、窒化物半導体電子走行層７１の最上面の２次元電子走行領域における
結晶欠陥が低減するため、電子の移動度を向上させることができる。
【０２９１】
　したがって、実施の形態２－２の窒化物半導体トランジスタ素子４００においても、窒
化物半導体中間層２の表面上に積層されたそれぞれの層については転位密度が低く結晶性
に優れた層とすることができるため、電子移動度などの特性が向上した素子とすることが
できる。
【０２９２】
　以上のように、本実施の形態によれば、凸部１ａおよび凹部１ｂを有する基板１の表面
上に、まず、第３の窒化物半導体下地層３を２．５次元成長モードで成長させ、次に、第
１の窒化物半導体下地層４を３次元成長モードで成長させ、その後、第２の窒化物半導体
下地層５を２次元成長モードで成長させて、第２の窒化物半導体下地層５を転位密度が低
減して結晶性が良好な下地層としている。
【０２９３】
　これにより、第２の窒化物半導体下地層５の上面５Ｕ上に積層される窒化物半導体層の
ＭＯＣＶＤ法による成長中およびそれ以降のプロセス中においてウエハの割れおよびクラ
ックの発生を抑制しつつ、窒化物半導体層のＸ線ロッキングカーブの半値幅等で表わされ
る結晶性を向上することができるとともに、ＣＬ法やＥＰＤ等で表される欠陥密度を低減
することができるため、発光効率および電子移動度等で表されるデバイス特性を向上させ
た窒化物半導体素子および窒化物半導体素子の下地となる窒化物半導体構造を提供するこ
とができる。
【０２９４】
　なお、窒化物半導体中間層２としてはスパッタ法により形成したもののみ記載したが、
この方法に限られるものではなく、たとえばＭＯＣＶＤ法を用い低温で形成したいわゆる
低温バッファ層としてもよい。また、基板１としてＧａＮ基板を用いる場合には窒化物半
導体中間層２を省略することもできる。
【０２９５】
　なお、実施の形態２－１および２－２における上記以外の説明は、実施の形態１－１お
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よび１－２と同様であるため、その説明については省略する。
【０２９６】
　＜実施の形態３－１＞
　以下、実施の形態３－１の窒化物半導体構造の製造方法について説明する。実施の形態
３－１の窒化物半導体構造の製造方法は、基板を回転させながら、水素ガスを含むキャリ
アガスを用いた縦型ＭＯＣＶＤ装置によるＭＯＣＶＤ法によって第１の窒化物半導体下地
層を成長させ、基板の単位時間当たりの回転数およびキャリアガスの全体積に対する水素
ガスの体積比を限定した点に特徴を有している。また、本実施の形態の窒化物半導体構造
の製造方法においては、後述する各工程間に他の工程が含まれていてもよいことは言うま
でもない。
【０２９７】
　まず、図３８の模式的断面図に示すように、基板１を準備する工程を行なう。ここで、
基板１としては、たとえば、三方晶コランダムあるいは六方晶の結晶からなる基板１を準
備することができる。三方晶コランダムあるいは六方晶の結晶からなる基板１としては、
たとえば、サファイア（Ａｌ2Ｏ3）単結晶、ＡｌＮ単結晶またはＧａＮ単結晶などからな
る基板を用いることができる。
【０２９８】
　また、基板１の表面４０は、ｃ面またはｃ面に対して５°以内の傾斜を有する表面であ
ってもよく、傾斜の方向は、たとえば、ｍ（ｓｕｂ）軸（＜１－１００＞）方向のみであ
ってもよく、ａ（ｓｕｂ）軸（＜１１－２０＞）方向のみであってもよく、あるいは両方
向を合成した方向であってもよい。より具体的には、基板１としては、基板１の表面４０
がｃ面（法線がｃ軸の面）から基板のｍ（ｓｕｂ）軸＜１－１００＞方向に０．１５゜～
０．３５゜傾斜したものなどを準備することができる。
【０２９９】
　次に、図３９の模式的断面図に示すように、基板１の表面４０に、凹部１ｂと、凹部１
ｂの間に設けられた凸部１ａと、を形成する。このような基板１の表面の凸部１ａおよび
凹部１ｂは、たとえば、基板１の表面４０上に凸部１ａの平面配置を規定するマスクを形
成するパターニング工程と、当該パターニング工程によって形成したマスクを用いて基板
１の表面４０をエッチングして凹部１ｂを形成する工程とを含む工程により形成すること
ができる。ここで、パターニング工程は、一般的なフォトリソグラフィ工程で行なうこと
ができる。エッチング工程は、たとえば、ドライエッチング法やウエットエッチング法で
行なうことができる。しかしながら、凸部１ａの形状が後述する先端部を備える形状とす
るためには、凸部１ａの形状を制御しやすいドライエッチング法で行なうことが好ましい
。
【０３００】
　次に、図５の模式的断面図に示すように、基板１の表面上に窒化物半導体中間層２を形
成する。
【０３０１】
　次に、図６の模式的断面図に示すように、窒化物半導体中間層２の表面上に第１の窒化
物半導体下地層４を形成し、図７の模式的断面図に示すように、第１の窒化物半導体下地
層４の表面上に第２の窒化物半導体下地層５を形成する。
【０３０２】
　ここで、第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化物半導体下地層５は、それぞれ
、たとえば、窒化物半導体中間層２の形成後の基板１を回転させながら、水素ガスを含む
キャリアガスと、ＩＩＩ族原料ガスとＶ族原料ガスとを含む原料ガスとを供給し、縦型Ｍ
ＯＣＶＤ装置を用いたＭＯＣＶＤ法によって、窒化物半導体中間層２の表面上に順次形成
することができる。
【０３０３】
　第１の窒化物半導体下地層４は第１の斜めファセット面４ｒが形成されるファセット成
長モードで成長され、第２の窒化物半導体下地層５は第１の斜めファセット面４ｒと下面
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５ｂが接するように第１の斜めファセット面４ｒを埋め込んで平坦な上面５ａを形成する
埋込成長モードで成長される。これにより、結晶欠陥が少なく結晶性の高い平坦な上面５
ａを有する第２の窒化物半導体下地層５を形成することができる。
【０３０４】
　図８に、図６に示す第１の窒化物半導体下地層４の表面の一例の模式的な拡大平面図を
示す。図８に示すように、第１の窒化物半導体下地層４は、凸部１ａの外側において、凸
部１ａを取り囲む６つの第１の斜めファセット面４ｒを有している。第１の斜めファセッ
ト面４ｒは、図８に示す平面視において、ａ（ｓｕｂ）軸方向に２つ現れ、ａ（ｓｕｂ）
軸方向に対して＋６０°の角度で傾いた方向およびａ（ｓｕｂ）軸方向に対して－６０°
の角度で傾いた方向（いずれもｕ方向）にそれぞれ２つずつ現れている（この場合をケー
ス３－１とする。）。また、図８のＢ－Ｂに沿った線の断面に現れる第１の斜めファセッ
ト面４ｒは、第１の斜めファセット面４ｒの存在する範囲内では、その断面の奥行き方向
においても同様に現れる面である。
【０３０５】
　また、１つの凸部１ａを取り囲む第１の斜めファセット面４ｒと、他の１つの凸部１ａ
を取り囲む第１の斜めファセット面４ｒとは、第１の窒化物半導体下地層４の上面４ｃで
連結されている。
【０３０６】
　第１の窒化物半導体下地層４の第１の斜めファセット面４ｒは、第１の窒化物半導体下
地層４の上面４ｃから基板１の凸１ａに向かって下りながら傾斜している。ここで、６つ
の第１の斜めファセット面４ｒのうち、第１の窒化物半導体下地層４の表面の平面視にお
いて、ａ（ｓｕｂ）軸方向に現れる２つの第１の斜めファセット面４ｒは、ａ（ｓｕｂ）
軸方向（＜１１－２０＞方向）に対して斜め上方に傾斜しており、その傾斜した方向にフ
ァセット面が伸長している。また、同様に、第１の窒化物半導体下地層４の表面の平面視
において、ａ（ｓｕｂ）軸方向に対して＋６０°の角度で傾いた方向およびａ（ｓｕｂ）
軸方向に対して－６０°の角度で傾いた方向にそれぞれ２つずつ現れる第１の斜めファセ
ット面４ｒも、ａ（ｓｕｂ）軸方向に対して＋６０°の角度で傾いた方向およびａ（ｓｕ
ｂ）軸方向に対して－６０°の角度で傾いた方向に対してそれぞれ斜め上方に傾斜してお
り、その傾斜した方向にファセット面が伸長している。
【０３０７】
　また、第１の窒化物半導体下地層４の第１の斜めファセット面４ｒは、窒化物半導体中
間層２上において、凸部１ａを中心として、凸部１ａの外側において凸部１ａを取り囲む
６つのファセット面となっている。
【０３０８】
　また、第１の窒化物半導体下地層４の表面の平面視において、ａ（ｓｕｂ）軸方向およ
びｕ方向に現れる第１の斜めファセット面４ｒ以外のファセット面がほとんど現れないこ
とが好ましい。より具体的には、上記の式（Ｉ）で表わされる第１の斜めファセット面４
ｒの面積比率が８０％以上であることが好ましく、９０％以上であることがより好ましい
。第１の斜めファセット面４ｒの面積比率が８０％以上である場合、特に９０％以上であ
る場合には、第２の窒化物半導体下地層５の上面５ａ上に積層される窒化物半導体層の成
長中およびそれ以降のプロセス中においてウエハの割れおよびクラックの発生を抑制する
ことができる傾向にある。また、Ｘ線ロッキングカーブの半値幅等で表わされる窒化物半
導体層の結晶性も向上することができる傾向にある。さらには、カソードルミネッセンス
法またはエッチピット密度等で評価できる欠陥密度も低減する傾向にある。具体的には、
ＧａＮ下地層の（００４）面におけるＸ線ロッキングカーブの半値幅（ａｒｃｓｅｃ）を
３０～４０ａｒｃｓｅｃとすることができる。また、ＣＬ法により得られる暗点密度を２
×１０8ｃｍ-3以下とすることができる。
【０３０９】
　上記のような第１の斜めファセット面４ｒが現れる第１の窒化物半導体下地層４のファ
セット成長モードは、縦型ＭＯＣＶＤ装置を用いたＭＯＣＶＤ法による第１の窒化物半導
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体下地層４の成長時における基板１の単位時間当たりの回転数を４００ＲＰＭ以上１００
０ＲＰＭ以下とし、かつ第１の窒化物半導体下地層４のＭＯＣＶＤ法による成長時に供給
されるキャリアガスの全体積に対する水素ガスの体積比を０．７以上１以下とすることに
より実現することができる。
【０３１０】
　これは、本発明者が鋭意検討した結果、凸部と凹部とを有する基板１の表面上に形成さ
れた窒化物半導体中間層２上に第１の窒化物半導体下地層４を縦型ＭＯＣＶＤ装置を用い
たＭＯＣＶＤ法により成長させる際に、基板１の単位時間当たりの回転数を４００ＲＰＭ
以上１０００ＲＰＭ以下とし、かつ第１の窒化物半導体下地層４の成長時に供給されるキ
ャリアガスの全体積に対する水素ガスの体積比を０．７以上１以下とすることによって、
第１の窒化物半導体下地層４を均一性の高い表面が連なる連続膜とすることができること
を見い出したことによるものである。
【０３１１】
　このような連続膜である第１の窒化物半導体下地層４の表面上に第２の窒化物半導体下
地層５をＭＯＣＶＤ法により成長させた場合には、結晶欠陥が少なく高い結晶性を有し、
かつ高い平坦性を有する第２の窒化物半導体下地層５の上面５ａを得ることができる。そ
のため、本実施の形態においては、このような高い結晶性および高い平坦性を有する第２
の窒化物半導体下地層５の上面５ａ上に、優れた結晶性を有する窒化物層を再現性良く形
成することができる。
【０３１２】
　なお、「ＲＰＭ」は、“Rotation　Per　Minute”の略であり、１分間当たりの基板１
の回転数である。また、「縦型ＭＯＣＶＤ装置」は、原料ガスを基板面に対して実質的に
垂直な方向に供給する反応炉である。
【０３１３】
　上記のような第１の斜めファセット面４ｒが現れる第１の窒化物半導体下地層４のファ
セット成長モード、および第１の斜めファセット面４ｒを埋め込んで平坦性の高い上面５
ａを形成する第２の窒化物半導体下地層５の埋込成長モードは、それぞれ、以下の（ｉ－
３）、（ｉｉ－３）、（ｉｉｉ－３）、（ｉｖ－３）および（ｖ－３）からなる群から選
択された少なくとも１つの条件を満たすように行なわれることが好ましく、以下の（ｉ－
３）、（ｉｉ－３）、（ｉｉｉ－３）、（ｉｖ－３）および（ｖ－３）のすべての条件を
満たすように行なわれることがさらに好ましい。第１の窒化物半導体下地層４のファセッ
ト成長モードおよび第２の窒化物半導体下地層５の埋込成長モードが、以下の（ｉ－３）
～（ｖ－３）の少なくとも１つを満たす条件で行なわれる場合、特に（ｉ－３）～（ｖ－
３）のすべてを満たす条件で行なわれる場合には、さらに高い結晶性および平坦性を有す
る第２の窒化物半導体下地層５の上面５ａを得ることができるため、その上方に、さらに
優れた結晶性を有する窒化物層をさらに再現性良く形成することができる傾向にある。
【０３１４】
　（ｉ－３）第１の窒化物半導体下地層４の成長時の成長温度を第２の窒化物半導体下地
層５の成長時の成長温度よりも低くする。
【０３１５】
　（ｉｉ－３）第１の窒化物半導体下地層４の成長時の圧力を第２の窒化物半導体下地層
５の成長時の圧力よりも高くする。
【０３１６】
　（ｉｉｉ－３）第１の窒化物半導体下地層４の成長時に供給される原料ガスのＶ／ＩＩ
Ｉ比（原料ガス中におけるＩＩＩ族元素に対するＶ族元素のモル比）を第２の窒化物半導
体下地層５の成長時に供給される原料ガスのＶ／ＩＩＩ比よりも高くする。
【０３１７】
　（ｉｖ－３）第１の窒化物半導体下地層４の成長時の基板１の単位時間当たりの回転数
を、第２の窒化物半導体下地層５の成長時の基板１の単位時間当たりの回転数よりも小さ
くする。
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【０３１８】
　（ｖ－３）第１の窒化物半導体下地層４の成長時のキャリアガスの全体積に対する水素
ガスの体積比を、第２の窒化物半導体下地層５の成長時のキャリアガスの全体積に対する
水素ガスの体積比以上とする。
【０３１９】
　上記の（ｉ－３）、（ｉｉ－３）、（ｉｉｉ－３）、（ｉｖ－３）および（ｖ－３）の
それぞれの具体的な条件は、たとえば、以下のように示される。
【０３２０】
　（ｉ－３）第１の窒化物半導体下地層４の成長時における基板１の温度１０００℃に対
して、第２の窒化物半導体下地層５の成長時における基板１の温度が１０８０℃である。
【０３２１】
　（ｉｉ－３）第１の窒化物半導体下地層４の成長時における雰囲気の圧力６６．６ｋＰ
ａに対して、第２の窒化物半導体下地層５の成長時における雰囲気の圧力が１７．３ｋＰ
ａである。
【０３２２】
　（ｉｉｉ－３）第１の窒化物半導体下地層４の成長時に供給される原料ガスのＶ／ＩＩ
Ｉ比１１６５に対して、第２の窒化物半導体下地層５の成長時に供給される原料ガスのＶ
／ＩＩＩ比が６７６である。
【０３２３】
　（ｉｖ－３）第１の窒化物半導体下地層４の成長時の基板１の単位時間当たりの回転数
６００ＲＰＭに対して、第２の窒化物半導体下地層５の成長時の基板１の単位時間当たり
の回転数１２００ＲＰＭである。
【０３２４】
　（ｖ－３）第１の窒化物半導体下地層４の成長時のキャリアガスの全体積に対する水素
ガスの体積比（（水素ガスの体積）／（キャリアガスの全体積））１に対して、第２の窒
化物半導体下地層５の成長時のキャリアガスの全体積に対する水素ガスの体積比０．７以
上１以下である。
【０３２５】
　ここで、縦型ＭＯＣＶＤ法を用いたＭＯＣＶＤ法による第１の窒化物半導体下地層４の
成長時における基板１の単位時間当たりの回転数を４００ＲＰＭ以上１０００ＲＰＭ以下
とし、かつ第１の窒化物半導体下地層４の成長時に供給されるキャリアガスの全体積に対
する水素ガスの体積比を０．７以上１以下にするとともに、（ｉ－３）、（ｉｉ－３）、
（ｉｉｉ－３）、（ｉｖ－３）および（ｖ－３）からなる群から選択された少なくとも１
つの条件を満たした場合には、第１の窒化物半導体下地層４の静電耐圧テスト（ＥＳＤテ
スト）の歩留りをより高くすることができる傾向にある。なお、ＥＳＤテストは逆電圧１
ｋＶのＨＢＭ（ヒューマンボディーモデル）条件にて行なうものとする。
【０３２６】
　以下、図１２～図１８を参照して、実施の形態３－１の窒化物半導体素子の製造方法に
ついて説明する。なお、以下においても、後述する工程間に他の工程が含まれていてもよ
いことは言うまでもない。
【０３２７】
　まず、図１２に示すように、たとえばＭＯＣＶＤ法によって、上記のようにして作製し
た第２の窒化物半導体下地層５の上面５ａ上にｎ型窒化物半導体コンタクト層７を形成す
る。
【０３２８】
　次に、図１３に示すように、たとえばＭＯＣＶＤ法によって、ｎ型窒化物半導体コンタ
クト層７の表面上にｎ型窒化物半導体クラッド層９を形成する。
【０３２９】
　次に、図１４に示すように、たとえばＭＯＣＶＤ法によって、ｎ型窒化物半導体クラッ
ド層９の表面上に窒化物半導体活性層１１を形成する。
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【０３３０】
　次に、図１５に示すように、たとえばＭＯＣＶＤ法によって、窒化物半導体活性層１１
の表面上にｐ型窒化物半導体クラッド層１３を形成する。
【０３３１】
　なお、ｐ型窒化物半導体クラッド層１３としては、上述のように、たとえば、Ａｌx8Ｇ
ａy8Ｉｎz8Ｎ（０≦ｘ８≦１、０≦ｙ８≦１、０≦ｚ８≦１、ｘ８＋ｙ８＋ｚ８≠０）の
式で表わされるＩＩＩ族窒化物半導体にｐ型ドーパントをドーピングした層などを用いる
ことができるが、Ａｌx8aＧａ1-x8aＮ（０＜ｘ８ａ≦０．４、好ましくは０．１≦ｘ８ａ
≦０．３）の式で表わされるＩＩＩ族窒化物半導体からなる層（Ａ層）と、Ａ層よりもバ
ンドギャップの小さいＡｌx8bＧａy8bＩｎz8bＮ（０≦ｘ８ｂ≦１、０≦ｙ８ｂ≦１、０
≦ｚ８ｂ≦１、ｘ８ｂ＋ｙ８ｂ＋ｚ８ｂ≠０）の式で表わされるＩＩＩ族窒化物半導体か
らなる層（Ｂ層）とを交互に１層ずつ積層した超格子構造を有する層を用いることもでき
る。なお、当該超格子構造においては、Ａ層およびＢ層のそれぞれにｐ型ドーパントがド
ーピングされていてもよく、Ａ層またはＢ層の一方のみにｐ型ドーパントがドーピングさ
れていてもよい。
【０３３２】
　次に、図１６に示すように、たとえばＭＯＣＶＤ法によって、ｐ型窒化物半導体クラッ
ド層１３の表面上にｐ型窒化物半導体コンタクト層１５を形成する。
【０３３３】
　次に、図１７に示すように、ｐ型窒化物半導体コンタクト層１５の表面上にたとえばＩ
ＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）からなる透光性電極層１９を形成した後に、
透光性電極層１９の表面上にｐ側電極２１を形成する。
【０３３４】
　次に、図１８に示すように、ｐ側電極２１の形成後の積層体の一部をエッチングにより
除去することによって、ｎ型窒化物半導体コンタクト層７の表面の一部を露出させる。
【０３３５】
　次に、図１９に示すように、ｎ型窒化物半導体コンタクト層７の露出した表面上にｎ側
電極２０を形成する。
【０３３６】
　その後、図４０の模式的断面図に示すように、ｎ側電極２０の形成後の積層体の全面に
ＳｉＯ2などの絶縁保護膜２３を形成し、ｐ側電極２１およびｎ側電極２０が露出するよ
うに絶縁保護膜２３に開口部を設け、複数の窒化物半導体発光ダイオード素子５００が形
成されたウエハを個別の素子に分割することによって、図４０に示される実施の形態３－
１の窒化物半導体発光ダイオード素子５００を作製することができる。
【０３３７】
　以上のようにして作製した実施の形態３－１の窒化物半導体発光ダイオード素子５００
においては、均一性の高い表面が連なる連続膜である第１の窒化物半導体下地層４の表面
上の高い結晶性および高い平坦性を有する第２の窒化物半導体下地層５の上面５ａ上に、
ｎ型窒化物半導体コンタクト層７、ｎ型窒化物半導体クラッド層９、窒化物半導体活性層
１１、ｐ型窒化物半導体クラッド層１３およびｐ型窒化物半導体コンタクト層１５がこの
順序で積層されている。
【０３３８】
　そのため、結晶欠陥が少なく結晶性の高い平坦な第２の窒化物半導体下地層５の上面５
ａ上に積層された、ｎ型窒化物半導体コンタクト層７、ｎ型窒化物半導体クラッド層９、
窒化物半導体活性層１１、ｐ型窒化物半導体クラッド層１３およびｐ型窒化物半導体コン
タクト層１５については転位密度が低くなり、優れた結晶性を有している。
【０３３９】
　したがって、このような優れた結晶性を有する窒化物半導体層から形成された実施の形
態３－１の窒化物半導体発光ダイオード素子５００は、動作電圧が低く、発光出力の高い
素子となる。
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【０３４０】
　なお、ケース３－１の条件で作成された窒化物半導体発光ダイオード素子５００をベア
チップ（後述の樹脂封止を行わない）評価用素子とし、１０個の素子に３０ｍＡの電流を
流したところ、平均して光出力３９ｍＷ、動作電圧３．０Ｖおよび発光波長４５５ｎｍの
動作電圧が低く、発光出力の高い素子が得られることが確認された。
【０３４１】
　また、実施の形態３－１の窒化物半導体発光ダイオード素子５００を用いて、図４１に
示す構成の実施の形態３－１の発光装置５１０を製造してもよい。
【０３４２】
　ここで、実施の形態３－１の発光装置５１０は、たとえば、実施の形態３－１の窒化物
半導体発光ダイオード素子５００を第２のリードフレーム３１上に設置し、窒化物半導体
発光ダイオード素子５００のｐ側電極２１と第１のリードフレーム３０とを第１のワイヤ
３３で電気的に接続するとともに、窒化物半導体発光ダイオード素子５００のｎ側電極２
０と第２のリードフレーム３１とを第２のワイヤ３４で電気的に接続する。そして、透明
なモールド樹脂３５で窒化物半導体発光ダイオード素子５００をモールドすることによっ
て、砲弾型の形状の発光装置５１０を製造することができる。
【０３４３】
　図４１に示す構成の実施の形態３－１の発光装置５１０は、実施の形態３－１の窒化物
半導体発光ダイオード素子５００を用いていることから、動作電圧が低く、発光出力の高
い発光装置とすることができる。
【０３４４】
　＜実施の形態３－２＞
　実施の形態３－２は、実施の形態３－１により製造された窒化物半導体構造（基板１、
窒化物半導体中間層２、第１の窒化物半導体下地層４および第２の窒化物半導体下地層５
の積層構造）を用いた電子デバイスである窒化物半導体トランジスタ素子であることを特
徴としている。
【０３４５】
　図４２に、実施の形態３－２の窒化物半導体トランジスタ素子６００の模式的な断面図
を示す。窒化物半導体トランジスタ素子６００は、凸部１ａが等価な３つのａ（ｓｕｂ）
軸方向に配されたｃ面を主面とするサファイア基板からなる基板１と、基板１の表面上に
、順次積層された、ＡｌＮなどからなる窒化物半導体中間層２と、アンドープＧａＮなど
からなる第１の窒化物半導体下地層４と、アンドープＧａＮなどからなる第２の窒化物半
導体下地層５と、からなる窒化物半導体構造を有している。
【０３４６】
　そして、結晶欠陥の少ない良好な結晶性を有する第２の窒化物半導体下地層５の平坦な
上面５ａ上にアンドープＧａＮなどからなる窒化物半導体電子走行層７１が積層され、窒
化物半導体電子走行層７１の表面上にｎ型ＡｌＧａＮなどからなるｎ型窒化物半導体電子
供給層７３が積層されている。
【０３４７】
　ｎ型窒化物半導体電子供給層７３の表面上にはゲート電極７７が備えられており、ゲー
ト電極７７の両側にｎ型ＧａＮなどからなるソースコンタクト層７５Ｓとドレインコンタ
クト層７５Ｄとが備えられている。また、ソースコンタクト層７５Ｓ上にソース電極７８
Ｓが備えられており、ドレインコンタクト層７５Ｄ上にドレイン電極７８Ｄが備えられて
いる。
【０３４８】
　以下、実施の形態３－２の窒化物半導体トランジスタ素子６００の製造方法の一例につ
いて説明する。まず、実施の形態３－１と同様にして、凸部１ａおよび凹部１ｂを有する
基板１の表面上に、反応性スパッタ法によってＡｌＮからなる窒化物半導体中間層２を形
成する。
【０３４９】
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　次に、実施の形態３－１と同様の条件のＭＯＣＶＤ法によって、窒化物半導体中間層２
の表面上に、アンドープＧａＮからなる第１の窒化物半導体下地層４を成長させる。ここ
で、第１の窒化物半導体下地層４は、第１の窒化物半導体下地層４の表面の平面視におい
て、ａ（ｓｕｂ）軸方向に現れる２つの第１の斜めファセット面４ｒと、ａ（ｓｕｂ）軸
方向に対して＋６０°の角度で傾いた方向およびａ（ｓｕｂ）軸方向に対して－６０°の
角度で傾いた方向にそれぞれ２つずつ現れる第１の斜めファセット面４ｒと、が現れる条
件（たとえば、ケース３－１の条件）で成長させる。
【０３５０】
　次に、実施の形態１と同様の条件のＭＯＣＶＤ法によって、第１の窒化物半導体下地層
４の表面上にアンドープＧａＮからなる第２の窒化物半導体下地層５を成長させる。ここ
で、第２の窒化物半導体下地層５は、第１の窒化物半導体下地層４の第１の斜めファセッ
ト面４ｒを埋め込んでほぼ平坦な上面５ａが現れる条件で成長させる。
【０３５１】
　次に、ＭＯＣＶＤ法によって、第２の窒化物半導体下地層５のほぼ平坦な上面５ａ上に
ｎ型ＡｌxＧａ1-xＮからなる窒化物半導体電子走行層７１を積層し、窒化物半導体電子走
行層７１の表面上にｎ型窒化物半導体電子供給層７３を積層する。
【０３５２】
　その後、図４２に示すように、ｎ型窒化物半導体電子供給層７３の表面上に、ソースコ
ンタクト層７５Ｓおよびドレインコンタクト層７５Ｄを形成した後に、ソース電極７８Ｓ
、ドレイン電極７８Ｄおよびゲート電極７７をそれぞれ形成する。以上により、実施の形
態３－２の窒化物半導体トランジスタ素子６００を作製することができる。
【０３５３】
　実施の形態３－２の窒化物半導体トランジスタ素子６００においても、実施の形態３－
１と同様に、均一性の高い表面が連なる連続膜である第１の窒化物半導体下地層４の表面
上の高い結晶性および高い平坦性を有する第２の窒化物半導体下地層５の上面５ａ上に窒
化物半導体電子走行層７１およびｎ型窒化物半導体電子供給層７３などの窒化物半導体層
を積層している。これにより、特に、窒化物半導体電子走行層７１の最上面の２次元電子
走行領域における結晶欠陥が低減するため、電子の移動度を向上させることができる。
【０３５４】
　したがって、実施の形態３－２の窒化物半導体トランジスタ素子６００においても、窒
化物半導体中間層２の表面上に積層されたそれぞれの層については転位密度が低く結晶性
に優れた層とすることができるため、電子移動度などの特性が向上した素子とすることが
できる。
【０３５５】
　以上のように、本実施の形態によれば、凸部１ａおよび凹部１ｂを有する基板１上に均
一性の高い表面が連なる連続膜である第１の窒化物半導体下地層４の表面を形成すること
によって、高い結晶性および高い平坦性を有する第２の窒化物半導体下地層５の上面５ａ
を得ている。このような第２の窒化物半導体下地層５の上面５ａ上に積層される窒化物半
導体層のＭＯＣＶＤ法による成長中およびそれ以降のプロセス中においてウエハの割れお
よびクラックの発生を抑制しつつ、窒化物半導体層のＸ線半値幅等で表わされる結晶性を
向上することができるとともに、ＣＬ法やＥＰＤ等で表される欠陥密度を低減することが
できるため、発光効率および電子移動度等で表されるデバイス特性を向上させた窒化物半
導体素子および窒化物半導体素子の下地となる窒化物半導体構造を提供することができる
。
【０３５６】
　なお、実施の形態３－１および３－２における上記以外の説明は、実施の形態１－１、
１－２、２－１および２－２と同様であるため、その説明については省略する。
【実施例】
【０３５７】
　［実験例１］
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　まず、口径４インチで厚さ０．９ｍｍのサファイア単結晶からなる基板を準備した。次
に、その基板上に図３に示す凸部の平面配置を規定するマスクを形成し、当該マスクを用
いて基板の表面をドライエッチングして図３に示す平面配置に凹部を形成した。
【０３５８】
　これにより、基板の表面の凸部は、基板の表面のａ（ｓｕｂ）軸方向（＜１１－２０＞
方向）に配列されるとともに、基板の表面のａ（ｓｕｂ）軸方向に対して＋６０°の傾き
を為す方向および基板の表面のａ（ｓｕｂ）軸方向に対して－６０°の傾きを為す方向（
いずれもｕ方向）にそれぞれ配列されていた。ここで、凸部は、基板の表面の平面視にお
いて、図３に示す仮想の三角形１ｔの頂点にそれぞれ位置しており、仮想の三角形の３辺
のそれぞれの辺の方向に周期的に配列されていた。さらに、凸部の底面における平面形状
は円形であった。また、基板の表面の平面視において、隣り合う凸部の間隔は２μｍであ
って、凸部の底面における平面形状である円形の円の直径は１．２μｍ程度であり、凸部
の高さは０．６μｍ程度であった。さらに、基板の表面の凸部および凹部はそれぞれ図４
に示す断面を有しており、凸部は先端部を有していた。
【０３５９】
　次に、凸部および凹部の形成後の基板の表面のＲＣＡ洗浄を行なった。そして、チャン
バーに上記のＲＣＡ洗浄後の基板を設置し、Ｎ2とＡｒとを導入し、基板を６５０℃に加
熱して、Ｎ2とＡｒとの混合雰囲気においてＡｌターゲットをスパッタする反応性スパッ
タ法により、凸部および凹部を有する基板の表面上に、基板の表面の法線方向に伸長する
結晶粒の揃った柱状結晶の集合体からなるＡｌＮ結晶からなる厚さ２５ｎｍの窒化物半導
体中間層を形成した。
【０３６０】
　上記のようにして窒化物半導体中間層までを形成したウエハを６つ用意して、それぞれ
サンプル１～６のウエハとした。そして、サンプル１～６のウエハをそれぞれＭＯＣＶＤ
装置内に設置し、ＭＯＣＶＤ装置内にＶ族原料ガスとしてアンモニアガスを供給するとと
もに、ＩＩＩ族原料ガスとしてＴＭＧ（トリメチルガリウム）を供給して、以下の表１に
示す成長温度（成長時の基板温度）、成長時間、成長圧力（成長時のＭＯＣＶＤ装置内の
圧力）およびＶ／ＩＩＩ比（単位時間当たりに供給されるＶ族原料ガスのモル数／単位時
間当たりに供給されるＩＩＩ族原料ガスのモル数）の条件でＭＯＣＶＤ法によりアンドー
プＧａＮ結晶からなる厚さ３００ｎｍの第３の窒化物半導体下地層を成長させた。ここで
、ＴＭＧは、第３の窒化物半導体下地層の成長速度がおよそ２～３μｍ／ｈとなるように
ＭＯＣＶＤ装置内に供給された。
【０３６１】
　そして、サンプル１～６のウエハの表面上に成長させた第３の窒化物半導体下地層の表
面をそれぞれＳＥＭ（Scanning　Electron　Microscope：走査型電子顕微鏡）により観察
した。図４３～図４８にそれぞれサンプル１～６のウエハの表面上の第３の窒化物半導体
下地層のＳＥＭ像を示す。
【０３６２】
　第３の窒化物半導体下地層の成長モードを支配する成長パラメータは、成長温度、成長
圧力およびＶ／ＩＩＩ比などが挙げられるが、それらの中でも主に成長モードを支配する
成長パラメータは成長温度であると考えられる。したがって、以下に、第３の窒化物半導
体下地層の成長温度を変化させたときの第３の窒化物半導体下地層の成長モードの変化に
ついてより詳細に説明する。
【０３６３】
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【表１】

【０３６４】
　（１）成長温度が９６０℃の場合
　最初に、成長温度が９６０℃である場合の第３の窒化物半導体下地層の成長モードにつ
いて、検討した。
【０３６５】
　まず、成長時間が１分間の場合、基板の表面の凹部の上方の領域に均一な第３の窒化物
半導体層を形成しやすいのは、成長温度が最も低温である９６０℃の場合であることが、
図４３と、図４５および図４７との比較からわかる。
【０３６６】
　次に、成長時間が５分間の場合、基板の凸部の外周を取り囲むように第３の窒化物半導
体下地層の第３の斜めファセット面が形成されることが、図４４から明らかである。
【０３６７】
　図４３および図４４に示すように、基板の凹部は、第３の窒化物半導体下地層の第３の
平坦領域と、第３の窒化物半導体下地層の第３の斜めファセット面とで覆われており、第
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３の窒化物半導体下地層の表面における第３の平坦領域の面積割合が第１の斜めファセッ
ト面の面積割合よりも大きいことが確認された。また、図４３および図４４に示すように
、基板の凸部には第３の窒化物半導体下地層がほとんど形成されていないことも確認され
た。
【０３６８】
　以上により、サンプル１および２のウエハの表面上の第３の窒化物半導体下地層の成長
モードは、３次元成長モードであることが確認された。
【０３６９】
　その後、図４３および図４４にそれぞれ示される第３の窒化物半導体下地層の表面上に
３次元成長モードでアンドープＧａＮ結晶からなる厚さ１４００ｎｍの第１の窒化物半導
体下地層を成長させた後に、第１の窒化物半導体下地層の表面上に２次元成長モードでア
ンドープＧａＮ結晶からなる厚さ４０００ｎｍの下層とＳｉドープｎ型ＧａＮ結晶からな
る厚さ３０００ｎｍの上層とからなる第２の窒化物半導体下地層を成長させた。なお、上
層の成長時に用いられたｎ型ドーパントガスとしては、シランガスを用いた。
【０３７０】
　なお、第３の窒化物半導体下地層、第１の窒化物半導体下地層および第２の窒化物半導
体下地層のそれぞれの成長時における成長温度、成長圧力およびＶ／ＩＩＩ比の関係は以
下のとおりとした。
成長温度：第２の窒化物半導体下地層＞第３の窒化物半導体下地層＞第１の窒化物半導体
下地層
成長圧力：第２の窒化物半導体下地層＜第３の窒化物半導体下地層＜第１の窒化物半導体
下地層
Ｖ／ＩＩＩ比：第２の窒化物半導体下地層＜第３の窒化物半導体下地層＜第１の窒化物半
導体下地層
　上記のようにして成長させた第２の窒化物半導体下地層の上面の結晶性をＸ線ロッキン
グカーブ（ＸＲＣ）の半値幅を測定することによって評価した。具体的には、第２の窒化
物半導体下地層の上面のＧａＮ（００４）面におけるＸＲＣの半値幅（ａｒｃｓｅｃ）は
３０～４０ａｒｃｓｅｃであり、ＧａＮ（１０２）面におけるＸＲＣの半値幅は１１０～
１２０ａｒｃｓｅｃであって、従来よりも結晶性が向上することが確認できた。
【０３７１】
　また、第２の窒化物半導体下地層の上面の結晶欠陥密度をＣＬ法またはＥＰＤ等で評価
し、従来よりも欠陥密度が低減することも確認できた。具体的には、第２の窒化物半導体
下地層の上面の結晶欠陥密度を示すＣＬ法より得られた暗点密度は２×１０8ｃｍ-3以下
であった。
【０３７２】
　（２）成長温度が１０５０℃の場合
　次に、成長温度が１０５０℃である場合の第３の窒化物半導体下地層の成長モードにつ
いて、検討した。
【０３７３】
　まず、成長時間が１分間の場合には、図４５に示すように、基板の表面の凹部の上方の
領域の第３の窒化物半導体下地層の表面に、第３の平坦領域と、ピットが多い荒れた面（
粗面領域）とが混在することがわかる。
【０３７４】
　次に、成長時間が５分間の場合には、図４６に示すように、基板の凹部のほぼ全面が第
３の窒化物半導体下地層の第３の平坦領域で均一に覆われており、第３の斜めファセット
面は基板の凸部の周囲にわずかに形成されていることがわかる。
【０３７５】
　ここで、第３の窒化物半導体下地層は、基板の凹部から選択的に成長が進行し、第３の
窒化物半導体下地層の成長開始から５分を経過した時点で基板の凹部の上方の領域のほぼ
全部が第３の窒化物半導体下地層の第３の平坦領域で均一に覆われ、第３の斜めファセッ
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ト面が基板の凸部の周囲にわずかに形成されていることがわかる。
【０３７６】
　上記のようにして成長させた第２の窒化物半導体下地層の上面の結晶性をＸＲＣの半値
幅を測定することによって評価した。具体的には、第２の窒化物半導体下地層の上面のＧ
ａＮ（００４）面におけるＸＲＣの半値幅（ａｒｃｓｅｃ）は３０～４０ａｒｃｓｅｃで
あり、ＧａＮ（１０２）面におけるＸＲＣの半値幅は１１０～１２０ａｒｃｓｅｃであっ
て、従来よりも結晶性が向上することが確認できた。
【０３７７】
　また、第２の窒化物半導体下地層の上面の結晶欠陥密度をＣＬ法またはＥＰＤ等で評価
し、従来よりも欠陥密度が低減することも確認できた。具体的には、第２の窒化物半導体
下地層の上面の結晶欠陥密度を示すＣＬ法より得られた暗点密度は２×１０8ｃｍ-3以下
であった。
【０３７８】
　さらに、第３の窒化物半導体下地層の形成後のウエハの反りは、約１００～１１０μｍ
であり、第２の窒化物半導体下地層５までウエハ表面にクラックが生じることはなかった
。
【０３７９】
　（３）成長温度が１１００℃の場合
　さらに、成長温度が１１００℃である場合の第３の窒化物半導体下地層の成長モードに
ついて、検討した。
【０３８０】
　まず、成長時間が１分間の場合には、図４７に示すように、基板の表面の凹部の上方の
領域の第３の窒化物半導体下地層の表面には、第３の平坦領域と、ピットが多い荒れた面
（粗面領域）とが混在することがわかる。
【０３８１】
　次に、成長時間が５分間の場合にも、図４８に示すように、成長時間が１分間である図
４７と同様に、基板の表面の凹部の上方の領域の第３の窒化物半導体下地層の表面には、
第３の平坦領域と、ピットが多い荒れた面（粗面領域）とが混在することがわかる。
【０３８２】
　上記のようにして成長させた第２の窒化物半導体下地層の上面の結晶性をＸＲＣの半値
幅を測定することによって評価した。具体的には、第２の窒化物半導体下地層の上面のＧ
ａＮ（００４）面におけるＸＲＣの半値幅（ａｒｃｓｅｃ）は４０～５０ａｒｃｓｅｃで
あり、ＧａＮ（１０２）面におけるＸＲＣの半値幅は１１０～１２０ａｒｃｓｅｃであっ
た。
【０３８３】
　また、第２の窒化物半導体下地層の上面の結晶欠陥密度をＣＬ法またはＥＰＤ等で評価
し、従来よりも欠陥密度が低減することも確認できた。具体的には、第２の窒化物半導体
下地層の上面の結晶欠陥密度を示すＣＬ法より得られた暗点密度は３×１０8ｃｍ-3以下
であった。
【０３８４】
　さらに、第３の窒化物半導体下地層の形成後のウエハの反りは、約１２０μｍであった
。
【０３８５】
　（４）第２の窒化物半導体下地層
　図４６に示す第１の窒化物半導体下地層の表面上に、３次元成長モードで第２の窒化物
半導体下地層を成長させた。
【０３８６】
　第１の窒化物半導体下地層の表面を観察したところ、第１の窒化物半導体下地層は、基
板の凸部の外側において、凸部を取り囲む６つの第１の斜めファセット面を有していた。
ここで、第１の斜めファセット面は、図３３に示す平面視のように、ａ（ｓｕｂ）軸方向
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に２つ現れ、ａ（ｓｕｂ）軸方向に対して＋６０°の角度で傾いた方向およびａ（ｓｕｂ
）軸方向に対して－６０°の角度で傾いた方向（いずれもｕ方向）にそれぞれ２つずつ現
れていた。
【０３８７】
　また、第１の斜めファセット面は、図３４に示すような断面を有しており、第１の斜め
ファセット面が存在する範囲内では、図３４に示す断面の奥行き方向においても同様に現
れる面であった。また、１つの凸部を取り囲む第１の斜めファセット面と、他の１つの凸
部を取り囲む第１の斜めファセット面と、は、第１の窒化物半導体下地層の第１の平坦領
域で連結されていた。
【０３８８】
　ここで、凸部の外周において凸部を取り囲む６つの第１の斜めファセット面の傾斜方向
は、それぞれ凸部の外周面から斜め上方に向かって伸張していた。
【０３８９】
　具体的には、６つの第１の斜めファセット面のうち、第１の窒化物半導体下地層の表面
の平面視において、ａ（ｓｕｂ）軸方向に現れる２つの第１の斜めファセット面は、ａ（
ｓｕｂ）軸方向（＜１１－２０＞方向）に対して斜め上方に傾斜しており、その傾斜した
方向にファセット面が伸長していた。
【０３９０】
　また、同様に、第１の窒化物半導体下地層の表面の平面視において、ａ（ｓｕｂ）軸方
向に対して＋６０°の角度で傾いた方向およびａ（ｓｕｂ）軸方向に対して－６０°の角
度で傾いた方向にそれぞれ２つずつ現れる第１の斜めファセット面も、ａ（ｓｕｂ）軸方
向に対して＋６０°の角度で傾いた方向およびａ（ｓｕｂ）軸方向に対して－６０°の角
度で傾いた方向に対してそれぞれ斜め上方に傾斜しており、その傾斜した方向にファセッ
ト面が伸長していた。
【０３９１】
　（５）第３の窒化物半導体下地層
　さらに、上記の第１の窒化物半導体下地層の表面上に、２次元成長モードでアンドープ
ＧａＮ結晶からなる厚さ４０００ｎｍの下層とＳｉドープｎ型ＧａＮ結晶からなる厚さ３
０００ｎｍの上層とからなる第２の窒化物半導体下地層を成長させた。なお、上層の成長
時に用いられたｎ型ドーパントガスとしては、シランガスを用いた。
【０３９２】
　そして、第３の窒化物半導体下地層の成長温度をＴ1とし、第２の窒化物半導体下地層
の特性との関係を調査した。
【０３９３】
　図４９に、Ｔ1と第２の窒化物半導体下地層の上面のＧａＮ（００４）面におけるＸＲ
Ｃの半値幅（ａｒｃｓｅｃ）との関係を示す。図４９の横軸がＴ1（℃）を示し、図４９
の縦軸が第２の窒化物半導体下地層の上面のＧａＮ（００４）面におけるＸＲＣの半値幅
（ａｒｃｓｅｃ）を示している。
【０３９４】
　図５０に、Ｔ1（℃）と、第２の窒化物半導体下地層の成長時のウエハの反り（μｍ）
との関係を示す。ここで、成長時のウエハ反りとは、第２の窒化物半導体下地層の成長が
終了する直前のウエハの反りである。図５０の横軸がＴ1（℃）を示し、図５０の縦軸が
ウエハの反り（μｍ）を示している。
【０３９５】
　図４９および図５０に示すように、Ｔ1が９４０℃と小さい場合には、ウエハ表面の膜
にクラックが入ることがあった。図４９および図５０の「クラック」と記載されたデータ
がそれに相当する。一方、Ｔ1が１１００℃と大きい場合には、成長中、または成長終了
後に、ウエハが割れることがあった。図４９および図５０の「割れ」と記載されたデータ
がそれに相当する。
【０３９６】
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　また、図４９に示すように、Ｔ1が小さくなるとＸＲＣの半値幅が低減し、結晶欠陥の
少ない良好な表面を有する第２の窒化物半導体下地層が得られる傾向が認められる。
【０３９７】
　また、図５０に示すように、Ｔ1が小さくなり過ぎると第２の窒化物半導体下地層の成
長時の反りが増大する。これが、第２の窒化物半導体下地層にクラックが入る原因である
と推定される。一方、Ｔ1が大きくなり過ぎると、図１５に示すように、凹部の上方の領
域の第３の窒化物半導体下地層３の表面には、第３の平坦領域３ｃと、第３の平坦領域３
ｃよりも粗い粗面領域３ｄとが混在しやすい。そのため、この粗面領域３ｄの表面上に第
１の窒化物半導体下地層４を成長すると、第１の窒化物半導体下地層４の表面はさらに大
きな粗面になりやすく、さらにその上に成長する第２の窒化物半導体下地層５は基板面内
で均質な膜質が得られにくいこと、さらにはその表面は平坦化しにくい傾向がある。これ
が、第３の窒化物半導体下地層が成長中や成長後に割れやすい原因であると推定される。
【０３９８】
　したがって、Ｔ1をウエハにクラックが入らない程度に設定することにより、第２の窒
化物半導体下地層については、ＸＲＣの半値幅で表わされる結晶性に優れた良質な膜が得
られる。
【０３９９】
　Ｔ1を例えば１０５０℃程度の適当な値に設定し、第１の窒化物半導体下地層の成長温
度Ｔ2を例えば１０００℃程度の適当な値に設定することは、上述のように第３の窒化物
半導体下地層の成長モードである「２．５次元成長モード」から、第１の窒化物半導体下
地層の成長モードを「３次元成長モード」に切り替えていることに相当する。そのため、
成長温度以外のパラメータである成長圧力およびＶ／ＩＩＩ比を変化させることによって
も同等の効果が得られると考えられる。
【０４００】
　以下に、第３の窒化物半導体下地層、第１の窒化物半導体下地層および第２の窒化物半
導体下地層のそれぞれの成長時における（α）成長温度、（β）成長圧力および（γ）Ｖ
／ＩＩＩ比のそれぞれの成長パラメータの一例について示す。そして、表２に、成長パラ
メータの設定値と、窒化物半導体下地層の成長モードとの関係を示す。
【０４０１】
　（α）成長温度：第３の窒化物半導体下地層を、平坦な表面である第３の平坦領域と第
３の斜めファセット面とが同時に出現する２．５次元成長モード、例えば１０５０℃の成
長温度で成長させる。次に、第１の窒化物半導体下地層を第１の斜めファセット面が主に
出現する３次元成長モード、例えば９６０℃と成長温度を低くして成長させる。さらに、
第２の窒化物半導体下地層が第１の斜めファセット面を埋め込んで、平坦な上面が現れる
２次元成長モード、例えば１０８０℃と成長温度を高くして成長させる。
【０４０２】
　（β）成長圧力：第３の窒化物半導体下地層を、平坦な表面である第３の平坦領域と第
３の斜めファセット面とが同時に出現する２．５次元成長モード、例えば３５０Ｔｏｒｒ
（４６．７ｋＰａ）の成長圧力で成長させる。次に、第１の窒化物半導体下地層を第１の
斜めファセット面が主に出現する３次元成長モード、例えば圧力５００Ｔｏｒｒ（６６．
７ｋＰａ）と成長圧力を高くして成長させる。さらに、第２の窒化物半導体下地層が第１
の斜めファセット面を埋め込んで、平坦な上面が現れる２次元成長モード、例えば圧力２
００Ｔｏｒｒ（２６．７ｋＰａ）と成長圧力を低くして成長させる。
【０４０３】
　（γ）Ｖ／ＩＩＩ比：第３の窒化物半導体下地層を、平坦な表面である第３の平坦領域
と第３の斜めファセット面とが同時に出現する２．５次元成長モード、例えば９２０のＶ
／ＩＩＩ比で成長させる。次に、第１の窒化物半導体下地層を第１の斜めファセット面が
主に出現する３次元成長モード、例えばＶ／ＩＩＩ比を１１６５と高くして成長させる。
さらに、第２の窒化物半導体下地層が第１の斜めファセット面を埋め込んで、平坦な上面
が現れる２次元成長モード、例えばＶ／ＩＩＩ比を６７６と低くして成長させる。
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【０４０４】
【表２】

【０４０５】
　上述の成長パラメータと成長モードとの関係は一例であり、各条件の組合せおよび装置
依存性によって成長モードが異なる場合がある。
【０４０６】
　［実験例２］
　＜実施例１＞
　まず、口径４インチで厚さ０．９ｍｍのサファイア単結晶からなる基板を準備した。次
に、その基板上に図３に示す凸部の平面配置を規定するマスクを形成し、当該マスクを用
いて基板の表面をドライエッチングして図３に示す平面配置に凹部を形成した。
【０４０７】
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　これにより、基板の表面の凸部は、基板の表面のａ（ｓｕｂ）軸方向（＜１１－２０＞
方向）に配列されるとともに、基板の表面のａ（ｓｕｂ）軸方向に対して＋６０°の傾き
を為す方向および基板の表面のａ（ｓｕｂ）軸方向に対して－６０°の傾きを為す方向（
いずれもｕ方向）にそれぞれ配列されていた。ここで、凸部は、基板の表面の平面視にお
いて、図３に示す仮想の三角形１ｔの頂点にそれぞれ位置しており、仮想の三角形の３辺
のそれぞれの辺の方向に周期的に配列されていた。さらに、凸部の底面における平面形状
は円形であった。また、基板の表面の平面視において、隣り合う凸部の間隔は２μｍであ
って、凸部の底面における平面形状である円形の円の直径は１．２μｍ程度であり、凸部
の高さは０．６μｍ程度であった。さらに、基板の表面の凸部および凹部はそれぞれ図４
に示す断面を有しており、凸部は先端部を有していた。
【０４０８】
　次に、凸部および凹部の形成後の基板の表面のＲＣＡ洗浄を行なった。そして、チャン
バーに上記のＲＣＡ洗浄後の基板を設置し、Ｎ2とＡｒとを導入し、基板を６５０℃に加
熱して、Ｎ2とＡｒとの混合雰囲気においてＡｌターゲットをスパッタする反応性スパッ
タ法により、凸部および凹部を有する基板の表面上に、基板の表面の法線方向に伸長する
結晶粒の揃った柱状結晶の集合体からなるＡｌＮ結晶からなる厚さ２５ｎｍの窒化物半導
体中間層を形成した。
【０４０９】
　上記のようにして窒化物半導体中間層までを形成したウエハを縦型ＭＯＣＶＤ装置内に
設置し、ウエハの基板の温度を１０００℃に加熱しながら、ウエハの基板を回転数６００
ＲＰＭで回転させ、縦型ＭＯＣＶＤ装置内の雰囲気の圧力を６６．６ｋＰａとした状態で
、縦型ＭＯＣＶＤ装置内に、原料ガスとしてＶ族原料ガスであるアンモニアガスとＩＩＩ
族原料ガスであるＴＭＧ（トリメチルガリウム）との混合ガスを供給するとともに、キャ
リアガスとして水素ガスのみ（流量：１２９ｓｌｍ）を供給することによって、ＭＯＣＶ
Ｄ法により、アンドープＧａＮ結晶を２５分間成長させて、厚さ６０ｎｍの実施例１の第
１の窒化物半導体下地層を形成した。
【０４１０】
　ここで、原料ガスは、原料ガスのＶ／ＩＩＩ比が１１６５となるようにして供給した。
なお、キャリアガスとしては水素ガスのみ供給されていることから、第１の窒化物半導体
下地層の成長時のキャリアガスの全体積に対する水素ガスの体積比が１であることは明ら
かである。
【０４１１】
　そして、実施例１の第１の窒化物半導体下地層の表面をＳＥＭ（Scanning　Electron　
Microscope：走査型電子顕微鏡）により観察した。図５１に、厚さ６０ｎｍの実施例１の
第１の窒化物半導体下地層の表面のＳＥＭ像を示す。
【０４１２】
　その後、引き続き、上記と同一の条件で、アンドープＧａＮ結晶をさらに成長させて、
厚さ３００ｎｍの実施例１の第１の窒化物半導体下地層を形成した。
【０４１３】
　そして、実施例１の第２の窒化物半導体下地層の表面をＳＥＭにより観察した。図５２
に、厚さ３００ｎｍの実施例１の第２の窒化物半導体下地層の表面のＳＥＭ像を示す。
【０４１４】
　＜実施例２＞
　縦型ＭＯＣＶＤ装置内にキャリアガスとして水素ガス（流量：１２９ｓｌｍ）と窒素ガ
ス（流量：２７ｓｌｍ）との混合ガスを供給したこと以外は、実施例１と同様にして、厚
さ６０ｎｍの実施例２の第１の窒化物半導体下地層を成長させた。ここで、実施例２の第
１の窒化物半導体下地層の成長時のキャリアガスの全体積に対する水素ガスの体積比は０
．８３とされた。
【０４１５】
　そして、厚さ６０ｎｍの実施例２の第１の窒化物半導体下地層の表面をＳＥＭにより観
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察した。その結果、厚さ６０ｎｍの実施例２の第１の窒化物半導体下地層の表面において
も、図５１に示す厚さ６０ｎｍの実施例１の第１の窒化物半導体下地層の表面のＳＥＭ像
と同様のＳＥＭ像が得られた。
【０４１６】
　その後、引き続き、上記と同一の条件で、アンドープＧａＮ結晶をさらに成長させて、
厚さ３００ｎｍの実施例２の第１の窒化物半導体下地層を形成した。
【０４１７】
　そして、厚さ３００ｎｍの実施例２の第１の窒化物半導体下地層の表面をＳＥＭにより
観察した。その結果、厚さ３００ｎｍの実施例２の第１の窒化物半導体下地層の表面にお
いても、図５２に示す厚さ３００ｎｍの実施例１の第１の窒化物半導体下地層の表面のＳ
ＥＭ像と同様のＳＥＭ像が得られた。
【０４１８】
　＜実施例３＞
　縦型ＭＯＣＶＤ装置内にキャリアガスとして水素ガス（流量：１２９ｓｌｍ）と窒素ガ
ス（流量：５４ｓｌｍ）との混合ガスを供給したこと以外は、実施例１と同様にして、厚
さ６０ｎｍの実施例３の第１の窒化物半導体下地層を成長させた。ここで、実施例３の第
１の窒化物半導体下地層の成長時のキャリアガスの全体積に対する水素ガスの体積比は０
．７とされた。
【０４１９】
　そして、厚さ６０ｎｍの実施例３の第１の窒化物半導体下地層の表面をＳＥＭにより観
察した。その結果、厚さ６０ｎｍの実施例３の第１の窒化物半導体下地層の表面において
も、図５１に示す厚さ６０ｎｍの実施例３の第１の窒化物半導体下地層の表面のＳＥＭ像
と同様のＳＥＭ像が得られた。
【０４２０】
　その後、引き続き、上記と同一の条件で、アンドープＧａＮ結晶をさらに成長させて、
厚さ３００ｎｍの実施例３の第１の窒化物半導体下地層を形成した。
【０４２１】
　そして、厚さ３００ｎｍの実施例３の第１の窒化物半導体下地層の表面をＳＥＭにより
観察した。その結果、厚さ３００ｎｍの実施例３の第１の窒化物半導体下地層の表面にお
いても、図５２に示す厚さ３００ｎｍの実施例１の第１の窒化物半導体下地層の表面のＳ
ＥＭ像と同様のＳＥＭ像が得られた。
【０４２２】
　＜実施例４＞
　基板の回転数を４００ＲＰＭとしたこと以外は、実施例１と同様にして、厚さ６０ｎｍ
の実施例４の第１の窒化物半導体下地層を成長させた。
【０４２３】
　そして、厚さ６０ｎｍの実施例４の第１の窒化物半導体下地層の表面をＳＥＭにより観
察した。その結果、厚さ６０ｎｍの実施例４の第１の窒化物半導体下地層の表面において
も、図５１に示す厚さ６０ｎｍの実施例１の第１の窒化物半導体下地層の表面のＳＥＭ像
と同様のＳＥＭ像が得られた。
【０４２４】
　その後、引き続き、上記と同一の条件で、アンドープＧａＮ結晶をさらに成長させて、
厚さ３００ｎｍの実施例４の第１の窒化物半導体下地層を形成した。
【０４２５】
　そして、厚さ３００ｎｍの実施例４の第１の窒化物半導体下地層の表面をＳＥＭにより
観察した。その結果、厚さ３００ｎｍの実施例４の第１の窒化物半導体下地層の表面にお
いても、図５２に示す厚さ３００ｎｍの実施例１の第１の窒化物半導体下地層の表面のＳ
ＥＭ像と同様のＳＥＭ像が得られた。
【０４２６】
　＜実施例５＞
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　基板の回転数を１０００ＲＰＭとしたこと以外は、実施例１と同様にして、厚さ６０ｎ
ｍの実施例５の第１の窒化物半導体下地層を成長させた。
【０４２７】
　そして、厚さ６０ｎｍの実施例５の第１の窒化物半導体下地層の表面をＳＥＭにより観
察した。その結果、厚さ６０ｎｍの実施例５の第１の窒化物半導体下地層の表面において
も、図５１に示す厚さ６０ｎｍの実施例１の第１の窒化物半導体下地層の表面のＳＥＭ像
と同様のＳＥＭ像が得られた。
【０４２８】
　その後、引き続き、上記と同一の条件で、アンドープＧａＮ結晶をさらに成長させて、
厚さ３００ｎｍの実施例５の第１の窒化物半導体下地層を形成した。
【０４２９】
　そして、厚さ３００ｎｍの実施例５の第１の窒化物半導体下地層の表面をＳＥＭにより
観察した。その結果、厚さ３００ｎｍの実施例５の第１の窒化物半導体下地層の表面にお
いても、図５２に示す厚さ３００ｎｍの実施例１の第１の窒化物半導体下地層の表面のＳ
ＥＭ像と同様のＳＥＭ像が得られた。
【０４３０】
　＜比較例１＞
　縦型ＭＯＣＶＤ装置内にキャリアガスとして水素ガス（流量：１２９ｓｌｍ）と窒素ガ
ス（流量：７８ｓｌｍ）との混合ガスを供給したこと以外は、実施例１と同様にして、厚
さ６０ｎｍの比較例１の第１の窒化物半導体下地層を成長させた。ここで、厚さ６０ｎｍ
の比較例１の第１の窒化物半導体下地層の成長時のキャリアガスの全体積に対する水素ガ
スの体積比は０．６２とされた。
【０４３１】
　そして、厚さ６０ｎｍの比較例１の第１の窒化物半導体下地層の表面をＳＥＭにより観
察した。図５３に、厚さ６０ｎｍの比較例１の第１の窒化物半導体下地層の表面のＳＥＭ
像を示す。
【０４３２】
　その後、引き続き、上記と同一の条件で、アンドープＧａＮ結晶をさらに成長させて、
厚さ３００ｎｍの比較例１の第１の窒化物半導体下地層を形成した。
【０４３３】
　そして、厚さ３００ｎｍの比較例１の第１の窒化物半導体下地層の表面をＳＥＭにより
観察した。図５４に、厚さ３００ｎｍの比較例１の第１の窒化物半導体下地層の表面のＳ
ＥＭ像を示す。
【０４３４】
　＜比較例２＞
　基板の回転数を１２００ＲＰＭとしたこと以外は、実施例１と同様にして、厚さ３００
ｎｍの比較例２の第１の窒化物半導体下地層を成長させた。
【０４３５】
　そして、厚さ３００ｎｍの比較例２の第１の窒化物半導体下地層の表面をＳＥＭにより
観察した。図５５に、厚さ３００ｎｍの比較例２の第１の窒化物半導体下地層の表面のＳ
ＥＭ像を示す。
【０４３６】
　＜評価＞
　（成長初期）
　（１）第１の斜めファセット面
　図５１および図５２に示すように、実施例１～５および比較例１においては、第１の窒
化物半導体下地層の成長初期（厚さ６０ｎｍ）において、第１の窒化物半導体下地層の表
面は、ｒ面の第１の斜めファセット面だけで形成されていた。
【０４３７】
　なお、ｒ面は、たとえば図８に示すように、ａ（ｓｕｂ）軸方向に２つ現れ、ａ（ｓｕ
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ｂ）軸方向に対して＋６０°の角度で傾いた方向およびａ（ｓｕｂ）軸方向に対して－６
０°の角度で傾いた方向（いずれもｕ方向）にそれぞれ２つずつ現れる第１の斜めファセ
ット面である。
【０４３８】
　（２）表面状態
　図５１に示すように、実施例１～５の厚さ６０ｎｍの第１の窒化物半導体下地層は、均
一性の高い表面が連なる連続膜であることが確認された。一方、図５３に示すように、比
較例１の厚さ６０ｎｍの第１の窒化物半導体下地層は、不均一な表面を有する不連続膜で
あることが確認された。
【０４３９】
　（３）ＥＳＤ歩留り
　さらに、実施例１～５および比較例１の厚さ６０ｎｍの第１の窒化物半導体下地層のＥ
ＳＤテストを行なった。その結果、実施例１～５の第１の窒化物半導体下地層のＥＳＤテ
ストの歩留りは９０％以上であった。一方、比較例１の第１の窒化物半導体下地層のＥＳ
Ｄテストの歩留りは２０％であった。なお、ＥＳＤテストは逆電圧１ｋＶのＨＢＭ条件に
て行なった。
【０４４０】
　このように、比較例１のＥＳＤテストの歩留りが低くなっている理由としては、以下の
理由が考えられる。すなわち、比較例１の成長初期の第１の窒化物半導体下地層が不連続
膜である場合には、その後のＧａＮ結晶の成長において、膜が不連続となる箇所で、結晶
欠陥が発生する。この結晶欠陥は、窒化物半導体発光ダイオード素子を駆動する際に、電
流リークの起源になることが確認されている。その結果、ＥＳＤテストにおいては、この
結晶欠陥の近傍に電流が集中してしまい、ＥＳＤ歩留まりを低下させる原因になっている
と考えられる。このような結晶欠陥は、マイクロパイプと呼ばれるＧａＮ結晶の成長面に
垂直に伝播する結晶欠陥であると考えられる。
【０４４１】
　（成長後）
　（１）第１の斜めファセット面
　図５２および図５４に示すように、実施例１～５および比較例１においては、第１の窒
化物半導体下地層の成長後（厚さ３００ｎｍ）の第１の斜めファセット面は、ｒ面だけで
形成されていた。一方、図５５に示すように、比較例２においては、第１の窒化物半導体
下地層の成長後（厚さ３００ｎｍ）の第１の斜めファセット面には、ｒ面、ｎ面およびｃ
面が混在していた。
【０４４２】
　なお、ｎ面は、ａ（ｓｕｂ）軸方向に対して＋３０°に傾斜した方向、ａ（ｓｕｂ）軸
方向に対して－３０°に傾斜した方向、およびｍ（ｓｕｂ）軸方向にそれぞれ２つずつ現
れる第１の斜めファセット面である。また、ｃ面は、第１の窒化物半導体下地層４の上面
である。
【０４４３】
　（２）基板の割れ
　実施例１～５および比較例１においては、厚さ３００ｎｍの第１の窒化物半導体下地層
の成長後に基板に割れが生じていなかった。一方、比較例２においては、厚さ３００ｎｍ
の第１の窒化物半導体下地層の成長後に基板に割れが生じていた。
【０４４４】
　比較例２の第１の窒化物半導体下地層の成長初期（厚さ６０ｎｍ）においては、第１の
斜めファセット面に、ｒ面のほか、ｎ面とｃ面も混在していた。このように、ｒ面とｎ面
の第１の斜めファセット面が共に現れる場合には、成長後（厚さ３００ｎｍ）に基板に割
れが生じやすくなることがわかった。
【０４４５】
　この現象に対する仮説として、第１の斜めファセット面であるｒ面上に成長した膜と、
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第１の斜めファセット面であるｎ面上に成長した膜との結晶配向が微妙にずれるため、こ
れらの膜の界面に線欠陥が生じる。そして、その線欠陥同士を連ねた線に沿って膜が割れ
る結果、その部分に膜と基板との熱膨張差に伴う歪が集中し、基板が割れるのではないか
と考えられる。
【０４４６】
　（３）ＸＲＣの半値幅
　実施例１～５の厚さ３００ｎｍの第１の窒化物半導体下地層の結晶性をＸ線ロッキング
カーブ（ＸＲＣ）の半値幅を測定することによって評価した。その結果、具体的には、実
施例１～５の厚さ３００ｎｍの第１の窒化物半導体下地層の表面のＧａＮ（００４）面お
よびＧａＮ（１０２）面のそれぞれのＸＲＣの半値幅は狭くなっており、高い結晶性を有
することが確認された。
【０４４７】
　これにより、実施例１～５の厚さ３００ｎｍの第１の窒化物半導体下地層の結晶性は、
比較例１の厚さ３００ｎｍの第１の窒化物半導体下地層の結晶性よりも高いことが確認さ
れた。
【０４４８】
　（４）ＥＳＤ歩留り
　さらに、実施例１～５および比較例１の厚さ３００ｎｍの第１の窒化物半導体下地層の
ＥＳＤテストを行なった。その結果、実施例１～５の第１の窒化物半導体下地層のＥＳＤ
テストの歩留りは９０％以上であった。一方、比較例１の厚さ３００ｎｍの第１の窒化物
半導体下地層のＥＳＤテストの歩留りは２０％であった。なお、ＥＳＤテストは逆電圧１
ｋＶのＨＢＭ条件にて行なった。
【０４４９】
　＜結果＞
　以上の結果から、基板を４００ＲＰＭ以上１０００ＲＰＭ以下の単位時間当たりの回転
数で回転させながら、キャリアガスの全体積に対する水素ガスの体積比を０．７以上１以
下とした水素ガスを含むキャリアガスを用いた縦型ＭＯＣＶＤ装置によるＭＯＣＶＤ法に
よって第１の窒化物半導体下地層を成長させた場合には、実施例１～５に示すように、均
一な表面を有する連続膜であって、第１の斜めファセット面であるｒ面のみからなる第１
の窒化物半導体下地層の表面が得られる。
【０４５０】
　したがって、実施例１～５のような良質の第１の窒化物半導体下地層の表面上には高い
結晶性と高い平坦性の上面を有する第２の窒化物半導体下地層を埋め込み成長モードによ
って成長させることができ、このような第２の窒化物半導体下地層の上面上には、優れた
結晶性を有する窒化物層をその上方に再現性良く形成することができると考えられる。
【０４５１】
　その結果、実施例１～５の第１の窒化物半導体下地層を有する、窒化物半導体発光ダイ
オード素子、窒化物半導体レーザ素子および窒化物半導体トランジスタ素子などの窒化物
半導体素子は、優れた特性を有するものと考えられる。
【０４５２】
　今回開示された実施の形態および実施例はすべての点で例示であって制限的なものでは
ないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によっ
て示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図
される。
【産業上の利用可能性】
【０４５３】
　本発明は、窒化物半導体構造、窒化物半導体発光素子、窒化物半導体トランジスタ素子
、窒化物半導体構造の製造方法および窒化物半導体素子の製造方法に利用することができ
る。
【０４５４】
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　特に、本発明は、照明用、液晶バックライト用および表示用などに用いられる窒化物半
導体発光ダイオード素子、光ディスク用およびプロジェクタ用などに用いられる窒化物半
導体レーザ素子、ならびに携帯電話、超高速光通信および電力制御用などに用いられる窒
化物半導体トランジスタ素子などに好適に利用することができる。
【符号の説明】
【０４５５】
　１　基板、１ａ　凸部、１ｂ　凹部、１ｃ　先端部、１ｔ　三角形、２　窒化物半導体
中間層、３　第３の窒化物半導体下地層、３ｃ　第３の平坦領域、３ｆ　第３の斜めファ
セット面、４　第１の窒化物半導体下地層、４ｃ　上面、４ｎ，４ｒ　第１の斜めファセ
ット面、５　第２の窒化物半導体下地層、５Ａ　下層、５Ｂ　上層、５Ｌ　下面、５Ｍ，
５Ｕ　上面、５ａ　上面、５ｂ　下面、７　ｎ型窒化物半導体コンタクト層、９　ｎ型窒
化物半導体クラッド層、１１　窒化物半導体活性層、１３　ｐ型窒化物半導体クラッド層
、１５　ｐ型窒化物半導体コンタクト層、１９　透光性電極層、２０　ｎ側電極、２１　
ｐ側電極、２３　絶縁保護膜、３０　第１のリードフレーム、３１　第２のリードフレー
ム、３３　第１のワイヤ、３４　第２のワイヤ、３５　モールド樹脂、４０　表面、７１
　窒化物半導体電子走行層、７３　ｎ型窒化物半導体電子供給層、７５Ｓ　ソースコンタ
クト層、７５Ｄ　ドレインコンタクト層、７７　ゲート電極、７８Ｓ　ソース電極、７８
Ｄ　ドレイン電極、９２　ｎ型窒化物半導体超格子層、１００，２００，５００　窒化物
半導体発光ダイオード素子、１１０，２１０，５１０　発光装置、３００，４００，６０
０　窒化物半導体トランジスタ素子。

【図１】 【図２】
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